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１．中国  

透明性、統一的行政、司法審査 

 

 

 

 

 

1. 情報公開 

(1) 2022年度政務公開業務要点に関する通知1 

2022年4月11日に、国務院弁公庁は、「2022年度政務公開業務要点に関する通知」を公表した。 

「政府情報公開条例」の執行による政務情報の公開の強化等について、以下の方針を述べている。 

 

・ 公開を通じた経済の安定的かつ健全な発展の促進 

具体的には、市場主体、税の減免や投資拡大に関する情報公開を推進することにより、新型コロナ

ウィルスの影響を受けた業界に対する支援を増やし、雇用の安定と消費の回復等を促進し、経済の

安定的な発展を図る。 

・ 公開を通じた社会の調和と安定維持 

 新型コロナの防疫対策、雇用維持や公共企業等に関する情報公開を推進し、不安や虚偽宣伝を防ぐ

ために、タイムリーかつ適切な方法で社会の懸念に対応することや、市場経済の秩序と国民の重大

な利益の保護等を図る。 

・ 政策開示の質の向上 

  行政法規、規章や行政規範性文書の集中公開を推進し、政策集中公開の成果の運用を強化し、政策

問合せサービスの最適化を進める。「中国政府法制情報ネット行政法規庫2」を改善し、2022 年末ま

でに現行行政法規の過去文書の収録を完成させることや、国務院部門や省級政府及びその部門が率

先して現行行政規範性文書の政府ホームページ情報公開コラムにおける集中公開及び動的更新を完

成させることが目標とされている。 

・ 開示業務の基盤構築 

政府の情報開示制度の実行を規律すること、科学的かつ合理的に開示方法を決定すること、公開プ

ラットフォーム構築の強化や基層政務の透明性を着実に推進することが挙げられる。具体的には、

情報公開を実行する際に、国家機密、個人情報や商業秘密等の漏洩等を防止しなければならない。

また、2022 年末までに、国務院部門主管の政府ホームページ及び省級政府部門ホームページは、

IPv6 に対応させ、県級政府は、農業関連補助金の申告に関する情報を適時に公開し、村を単位とし

て補助金の分配実績を公開するなど、具体的な内容が定められている。 

・ 業務指導・監督の強化 

主体責任を貫き、重大政策を発表する際に、解説や説明を積極的に行い、誤読を避ける。また、業

務スタイルを改善し、下級部門は上級部門の第三者評価機構と業務連携してはならない。さらに、

真剣に業務を遂行し、前年度の業務要点の実施を振り返り、本年度の業務要点の実施を公開し、社

会から監督を受ける。 

 

(2) 司法公開 

中国最高人民法院の関連サイトの情報によれば、2023年1月までに、「中国裁判文書ネット3」（1億

3871万件を掲載）、「中国法廷審理公開ネット4」（法定審理のライブ中継映像約2091万件を公開）、

 
1 中国語：国务院办公厅关于印发 2022年政务公开工作要点的通知 

国務院弁公庁「2022年度政務公開業務要点に関する通知」（http://www mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202204/t202

20424 3805058 htm） 
2 中国語：中国政府法制信息网行政法规库 

中国政府法制情報ネット「行政法規庫」（http://www.gov.cn/zhengce/xzfgk/index htm） 
3 中国語：中国裁判文书网 

最高人民法院「中国裁判文書ネット」（https://wenshu.court.gov.cn/）（2023年 1月 26日確認） 
4 中国語：中国庭审公开网 

（１）中国の透明性、統一的行政、司法審査に関する分野について、現在報告書で記載されている関連

規制に変更があれば、その内容を調査・報告ください。また、可能な範囲で、上記の分野における特筆

すべき新たな動向などあれば、調査・報告ください。 
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「中国審判フロー情報公開ネット5」（開廷公告記録473万件を公開）、「中国執行情報公開ネット6」

（失信被執行人約798万人を公表）、「全国企業破産再生案件情報ネット7」（破産、強制清算案件の案

件公告約27万件を公表）等のウェブサイトを通じて司法に関する情報を公開している。 

 

(3) 政務データ公開 

2022年10月28日に、国務院弁公庁は、「全国一体化政務ビッグデータシステム構築ガイドライン8」

を公表した。同ガイドラインは、政務データに関する現状や問題点を説明し（一、建設背景）、全国

一体化政務ビッグデータシステムの構築に関して、クラウド、ブロックチェーンや人工知能等の技術

を運用したうえ、2023年末や2025年までの構築目標をそれぞれ掲げている（二、全体要求）。 

全国一体化政務ビッグデータシステムには、「1+32+N」、すなわち、1つの国家政務ビッグデータプ

ラットフォーム、32の省及び新疆生産建設兵団、国務院関連部署のNからなる3種類のプラットフォー

ム及び管理体制、標準規範、安全保障の3種類のサポートが含まれる（三、全体構造）。また、同ガイ

ドラインにおいては、同プラットフォームが国務院各部門、地方各部門、関連システム等の関係につ

いて、図表を示しながら詳細に説明していた。国務院各部門や各地方政府のプラットフォーム、その

他関連システム等は、全国一体化政務ビッグデータシステムに接続され、データの同期や共有等の機

能を備えなければならない。 

 

2. 統一的行政、司法審査 

(1) 行政処罰法関連規定 

2021 年 7 月 15 日より、「行政処罰法9」の改正法が施行されている。同法の施行に関連して、2022 年

8 月 17 日に、国務院弁公庁は、「行政裁量基準の制定及び管理のさらなる規範化に関する意見10」を公

表した。同意見の制定を受け、2022年 10月 8日に、国家市場監督管理総局は、「市場監督管理における

行政処罰の裁量権の規範化に関する指導的意見11」を公表した。さらに、2022 年において、「漁業行政

処罰規定12」、「労働行政処罰聴聞手続規定13」、「財政行政処罰聴聞手続実施弁法14」、「商務部行政処罰

 

最高人民法院「中国法廷審理公開ネット」（https://tingshen.court.gov.cn/）（2023年 1月 26日確認） 
5 中国語：中国审判流程信息公开网 

最高人民法院「中国審判フロー情報公開ネット」（https://splcgk.court.gov.cn/gzfwww/）（2023年 1月 26日確認） 
6 中国語：中国执行信息公开网 

最高人民法院「中国執行情報公開ネット」（http://zxgk.court.gov.cn/）（2023年 1月 26日確認） 
7 中国語：全国企业破产重整案件信息网 

最高人民法院「全国企業破産再生案件情報ネット」（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）（2023年 1月 26日確

認） 
8 中国語：全国一体化政务大数据体系建设指南 

国務院弁公庁「全国一体化政務ビッグデータシステム構築ガイドライン」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-10/28/co

ntent_5722322 htm） 
9 中国語：行政处罚法 

全国人民代表大会「行政処罰法」（http://www npc.gov.cn/npc/c30834/202101/49b50d96743946bda545ef0c333830b4.shtml） 
10 中国語：关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见 

国務院弁公庁「行政裁量基準の制定及び管理のさらなる規範化に関する意見」（http://www.gov.cn/xinwen/2022-08/17/conten

t 5705745 htm） 
11 中国語：关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见 

市場監督管理総局「市場監督管理における行政処罰の裁量権の規範化に関する指導的意見」（http://www.gov.cn/xinwen/202

2-10/12/content 5717767 htm） 
12 中国語：渔业行政处罚规定 

農業農村部ウェブサイト「漁業行政処罰規定」（http://www.gov.cn/zhengce/2022-01/07/content 5721387 htm） 
13 中国語：劳动行政处罚听证程序规定 

人力資源社会保障部ウェブサイト「労働行政処罰聴聞手続規定」（http://www.gov.cn/zhengce/2022-11/24/content 5711265 ht

m） 
14 中国語：财政行政处罚听证实施办法 

新華社「財政行政処罰聴聞手続実施弁法」（http://www.gov.cn/xinwen/2022-01/24/content 5670245 htm） 
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実施弁法15」、「国家外貨管理局行政処罰弁法16」「市場監督管理行政処罰手続規定17」等、行政処罰に関

する規定が複数改正された。 

市場監督管理に関しては、2022 年において、「市場監督管理における行政処罰の裁量権の規範化に関

する指導的意見」と「市場監督管理行政処罰手続規定」に加え、国務院弁公庁は、「市場監督管理総局

総合行政執行に関する事項の通知18」、「市場監督管理総合行政執行事項指導的目録（2022 年版）19」を

公表し、市場監督管理総局による各種行政執行に関して、執行対象となる事項、責任主体等を 2021 年

時点の最新法令に適合するように修正した。 

上述の市場監督管理に関する規定等に基づく最新の行政処罰事例として、2022 年 12 月 26 日、「知網」

による優越的地位の濫用に対して、2021 年における中国国内売上の 5%である 8760 万人民元の罰金が

課された事例が挙げられる20。 

改正後の「市場監督管理における行政処罰の裁量権の規範化に関する指導的意見」は、改正前の 201

9年版意見を基礎として、主に以下の内容を変更した。 

① 行政処罰における裁量権行使の基本原則として、公平公正の原則を追加。 

② 個別事案において、裁量権基準を適用すると著しく公平に害する場合、一定の手続を経て適

用規範を調整することができることとした。 

③ 法定処罰種類や範囲以下で処罰を軽減する場合、厳格な評価を経ることで裁量権の濫用を避

ける。 

④ 行政処罰裁量権基準がある場合、行政執行決定書において、基準の適用状況を明らかにする。 

また、行政処罰法に適合しない内容について、主に以下の修正をした。 

⑤ 法に基づき処罰すべきではない場合、軽い処罰又は処罰を軽減すべき場合、軽い処罰又は処

罰を軽減できる場合を増設し、処罰を加重できる場合を削減。 

⑥ 法に基づき、初犯、主観的過失がないことを証明できる証拠があるなど、法に基づき処罰し

ないことができる場合を追加。 

⑦ 処罰を加重すべき場合を追加。 

 

 

3. 外国投資家の投資の透明性 

(1) 海南自由貿易港市場参入承諾即入制実施管理規定21 

2020年6月10日より、「海南自由貿易港法22」が施行されており、海南自由貿易港は外商投資に対し、

参入前の国民待遇とネガティブリストによる管理制度を行うと規定している（第19条）。 

そして、2022年11月30日より、「海南自由貿易港市場参入承諾即入制実施管理規定」が公表されて

おり、国家安全等国が参入管理している領域以外に、強制性標準のある領域については、許可や審査

制度を撤廃し、関連要件の充足を書面にて約束することで、資料の提出及び届出により、直ちに投資

経営活動を展開することができる（第2条）。 

 
15 中国語：商务部行政处罚实施办法 

商務部「商務部行政処罰実施弁法」（http://www.gov.cn/zhengce/2022-02/11/content 5712349.htm） 
16 中国語：国家外汇管理局行政处罚办法 

国家外貨管理局「国家外貨管理局行政処罰弁法」（http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/20/content 5691466 htm） 
17 中国語：市场监督管理行政处罚程序规定 

市場監督管理総局「市場監督管理行政処罰手続規定」（http://www.gov.cn/zhengce/2022-10/08/content 5723507 htm） 
18 中国語：国务院办公厅关于市场监督管理综合行政执法有关事项的通知 

国務院弁公庁「市場監督管理総局総合行政執行に関する事項の通知」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-11/16/content

5727228 htm） 
19 中国語：市场监督管理综合行政执法事项指导目录（2022年版） 

市場監督管理総局「市場監督管理総合行政執行事項指導的目録（2022年版）」（http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-

11/18/content 5727702 htm） 
20 中国語：市场监管总局发布知网滥用市场支配地位案行政处罚决定书 

市場監督管理総局「知網市場支配的地位濫用案行政処罰決定書」（https://www.samr.gov.cn/fldys/tzgg/xzcf/202212/t20221226

352400 html） 
21 中国語：海南自由贸易港实施市场准入承诺即入制管理规定 

海南省人民政府「海南自由貿易港市場参入承諾即入制実施管理規定」（http://www.gov.cn/zhengce/2022-12/02/content 573016

7 htm） 
22 中国語：海南自由贸易港法 

新華社「海南自由貿易港法」（http://www.gov.cn/xinwen/2021-06/11/content 5616929 htm） 
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(2) 中国（北京）自由貿易試験区条例23 

中国（北京）自由貿易試験区は、2020年9月に成立し、2022年3月31日に、「中国（北京）自由貿易

試験区条例」が公表され、5月1日から施行となった。 

  具体的には、自由貿易試験区の範囲及び機能を定めたうえ、投資貿易の自由化便利化、金融分野の

開放及び革新、イノベーション主導の開発促進、デジタル経済開発環境の革新、優良産業の質の高い

育成、北京、天津、河北の協調発展の新たな道の模索、行政機能の変革の加速などの目標が掲げられ

ている。 

 

輸出制限措置 

 

 

 

1. 概説 

輸出制限措置に関する調査は、主に商務部のウェブサイト24、中国輸出管理情報ネット25、中国の検

索エンジン百度でのネット検索で行った。2022年は、輸出管理法や信頼できないエンティティ・リス

トに関する新たな動向は比較的少なかった。 

2022年4月22日に、商務部より、輸出管理法の下位法令として「両用品目輸出管理条例（意見募集稿）
26」が公表されたが、正式な立法化には至っていない。 

 

2. 両用品目輸出管理条例（意見募集稿） 

(1) 概説 

2022年4月22日、商務部より「両用品目輸出管理条例（意見募集稿）（以下「管理条例案」とい

う。）」が公表され、5月22日まで意見募集手続に付された。管理条例案は、2020年12月1日に施行さ

れた輸出管理法の下位法令である。輸出管理法は、両用品目、軍需品、核並びにその他国家の安全及

び利益の擁護、拡散防止等の国際的義務の履行に関わる貨物、技術、サービス等の品目の輸出管理に

関する法令である（輸出管理法第2条第1項）が、管理条例案は、このうち軍事用又は民生用のいずれ

にも利用できる「両用品目」の輸出管理を対象としている。 

輸出管理は、核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル等の大量破壊兵器関連の規制とそれ以外の通

常兵器関連の規制に大きく分かれるが、従来、中国の輸出管理制度は、核兵器、生物兵器、化学兵器、

ミサイル等の品目ごとに異なる法令及びリストで規制されており複雑化している問題があった。管理

条例案では、従来は分散していた大量破壊兵器関連の両用品目の規制（核両用品及び関連技術輸出管

理条例27、ミサイル及び関連品目・技術出管理条例28、生物両用品及び関連設備・技術輸出管理条例29、

関連化学品及び設備・技術輸出管理弁法30）を統合（管理条例案第60条）し、通常兵器関連の両用品目

も包括して統一的な規則を定めている。なお、管理条例案は両用品目の規定であるため、軍需品や核

専用品は対象外となっており、また化学兵器に使用される「監督規制化学品管理条例31」も対象外とな

っている（管理条例案第59条第1項）。 

 

 
23 中国語：中国（北京）自由贸易试验区条例 

新華社「中国（北京）自由貿易試験区条例」（http://www.gov.cn/xinwen/2022-03/31/content 5682783 htm） 
24 商务部ウェブサイト（http://search mofcom.gov.cn/allSearch/?siteId=0&keyWordType=title&acSuggest=%E4%B8%8D%E5%8

F%AF%E9%9D%A0%E5%AE%9E%E4%BD%93%E6%B8%85%E5%8D%95%E8%A7%84%E5%AE%9A） 
25 中国語：中国出口管制信息网 

商務部「中国輸出管理情報ネット」（http://exportcontrol mofcom.gov.cn/） 
26 中国語：两用物项出口管制条例（征求意见稿） 

商務部条約法律司「両用品目輸出管理条例（意見募集稿）」（http://exportcontrol mofcom.gov.cn/article/gndt/202204/626 htm

l） 
27 中国語：中华人民共和国核两用品及相关技术出口管制条例 
28 中国語：中华人民共和国导弹及相关物项和技术出口管制条例 
29 中国語：中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例 
30 中国語：有关化学品及相关设备和技术出口管制办法 
31 中国語：中华人民共和国监控化学品管理条例 

（１）①輸出管理法、②信頼できないエンティティ・リストについて、新たな動向等があれば調査・報

告ください。 
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(2) リスト規制 

ア 輸出管理リスト 

輸出管理リストに記載された管理品目又は臨時管理品目の輸出について、輸出者は国家輸出管理部

門に許可を申請しなければならない（輸出管理法第12条第1項、第2項）。 

現在の輸出管理リストである「両用品目及び技術輸出入許可証管理リスト32」は、大量破壊兵器や暗

号製品等の両用品目リストとなっており、影響が大きい通常兵器の両用品目も含めた統合的な輸出管

理リストは制定されていない状況である。2023年1月1日より、新しい「両用品目及び技術輸出入許可

証管理リスト｣が施行されている（以下「4．両用品目及び技術輸出入許可証管理リスト」にて説明）。 

管理条例案では、両用品目の輸出管理リストを策定及び調整する際には、適切な方法で意見を募集

し、かつ①国家の安全と利益に対する影響、②拡散防止等の国際義務の履行に対する影響の要素を考

慮して必要な産業調査及び評価を実施しなければならないとしている（管理条例案第13条第2項）。こ

のため、統合的な輸出管理リストが公表される前に、意見募集手続に付されることが予想され、正式

な施行にはまだ時間を要すると予想される。 

 

イ 臨時管理リスト 

輸出管理法では、輸出管理リスト以外の貨物、技術、サービスに対して2年を超えない範囲で臨時管

理リストを作成できると規定している（輸出管理法第9条第2項）。管理条例案では、臨時管理リスト

の実施期間が満了する前に、国務院の商務主管部門は速やかに評価を行い、評価結果に基づいて以下

のように処理しなければならない（管理条例案第14条第2項）とし、この臨時管理リストの期間満了後

の対応を明確にしている。 

・ 管理を行う理由がすでにない場合は、 臨時管理措置を取り消す公告を公布しなければならない。 

・ 管理を行う理由が依然として備わっているが、まだ両用品目輸出管理リストに加えるのに適さ

ない場合は、臨時管理措置を延長する公告を公布しなければならず、延長の期限は 2 年を超えて

はならない。 

・ 両用品目輸出管理リストに加えるのに適している場合は、臨時管理品目を両用品目輸出管理リ

ストに加えなければならない。 

 

(3) キャッチオール規制 

リスト規制の対象とならない場合であっても、貨物、技術、サービスが①国家の安全及び利益に危

害を及ぼすもの、②大量破壊兵器及びその運搬機器の設計、開発、生産又は使用に用いられるもの、

③テロ目的に用いられるものにあたるような可能性を知り若しくは知るべき場合、又は国家輸出管理

機関からそのような通知を受けた場合には許可が必要となる（輸出管理法第12条第3項）。 

管理条例案では、輸出者が輸出完了後3年以内にキャッチオール規制に該当するリスクに気が付いた

場合に、商務主管部門への報告義務を規定し、これを怠った場合の行政処罰を定めている（管理条例

案第27条第2項、第50条第1項）。 

また、商務主管部門が輸出活動についてキャッチオール規制に該当するリスクを発見した場合は、

許可証が取り消される可能性がある（管理条例案第22条）。 

 

(4) 許可制度 

ア 許可手続 

リスト規制、キャッチオール規制に該当する場合には国家輸出管理部門に許可を申請しなければな

らない（輸出管理法第12条第1項、第2項）が、管理条例案は、その審査期間、有効期間、申請資料、

許可証の変更・取消し等について規定している。審査期間は原則45営業日となっており、日本の原則

90日と比べると短いものとなっている（管理条例案第18条第1項）。しかし、個別許可の有効期間は通

常は1年を超えず、包括許可の有効期間は2年を超えない（管理条例案第19条）とされており、比較的

短期となっている。 

 

イ 優遇措置 

 
32 中国語：两用物项和技术进出口许可证管理目录 

商務部、税関総署「両用品目及び技術輸出入許可証管理リスト」（http://www mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcblgg/202212/2022

1203376668.shtml） 
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管理条例案では、許可の優遇措置として、日本の外為法と同様に包括許可や許可申請の免除を規定

している。包括許可とは、輸出者が許可証に明記される範囲と有効期間内において複数の最終需要者

に対して、複数種類の両用品目を複数回輸出することを許可する輸出管理を効率的に行うために重要

な制度である。 

しかし、管理条例案の包括許可は、内部コンプライアンスの整備のみならず、両用品目の輸出に2年

以上従事しかつ輸出許可を複数回取得していることや、比較的固定化された販路・最終需要者がいる

ことを要求している（管理条例案第23条）など申請のハードルが高く、包括許可の取得後も定期的に

許可証の使用状況を報告して検査を受けなければならない（管理条例案第24条）と規定しており規制

が厳しい。 

また、許可申請の免除規定について、日本法では許可申請の免除事由として、特許等の公知技術や

基礎科学分野の研究活動にあたることなど認められやすいものが列挙されているが、管理条例案が列

挙する免除規定は、①入国して点検修理、テスト又は検査後、適切な期限内に元の輸出地に返送する、

②中国国内で開催される展覧会に参加し、展覧会の終了後、直ちにそのまま元の輸出地に返送する、

③民生用飛行機部品の出国メンテナンス、④国務院の商務主管部門が規定するその他の状況とその適

用範囲が限定されており、かつ輸出前に国務院の商務主管部門に登記しなければならないため活用で

きる場面が限られている（管理条例案第25条）。 

また、以下の状況の場合は包括許可又は許可申請の免除が適用されない（管理条例案第26条）。 

・ 輸出者が 5年以内に輸出管理違法行為により刑事罰又は行政処罰を受けた場合 

・ 輸出者が 1年以内の関連活動又は行為において両用品目の輸出管理違法リスクが存在することに

より、国務院の商務主管部門が行う監督管理の勧告又は警告状を受けたことがある場合 

・ 国務院の商務主管部門が規定するその他の状況 

 

(5) 最終需要者、最終用途管理 

ア 証明文書の提出 

安全保障の観点から輸出する規制品目の最終需要者や最終用途を確認することが求められており、

輸出許可の申請資料として証明文書を提出する必要がある。輸出管理法においては、「輸出事業者は、

国家輸出管制管理機関に規制品目の最終需要者及び最終用途の証明文書を提出しなければならない。

関連する証明文書は、最終需要者又は最終需要者の所在国及び地域の政府機関が発行したものとする」

とされている（輸出管理法第15条）。 

しかし、管理条例案では、「輸出者は輸出許可の申請時に、最終需要者が発行した最終需要者と最

終用途の証明書を提出しなければならない。国務院の商務主管部門は必要に応じて、最終需要者の所

在する国や地域の政府機関が発行した最終需要者と最終用途の証明書を同時に提出することを輸出者

に要求することができる」とされており（管理条例案第28条第1項）、必ずしも公的機関による証明書

発行が求められていない点で緩和されている。 

 

イ 最終需要者、最終用途の変更 

輸出した両用品目に最終需要者又は最終用途を変更する確かな必要性がある場合は、国務院の商務

主管部門の承認を得なければならず、その後、許可範囲内で変更を行うことができ、最終需要者・輸

入業者は中国国内の輸出者に委託して国務院の商務主管部門に申請を提出することができる（管理条

例案第30条第1項）。 

輸出者、輸入業者は関連する両用品目の最終需要者又は最終用途が変更された、又は変更される可

能性のあることに気づいた場合は、速やかに国務院の商務主管部門に報告しなければならない。まだ

輸出されていないか、まだ一部が輸出されていない場合は、速やかに輸出を中止しなければならない

（管理条例案第30条第2項）。 

 

(6) ブラックリスト 

国家輸出管理部門が、①最終需要者又は最終用途の管理の要求事項に違反したもの、②国家安全に

危害を及ぼすおそれのあるもの、③規制品目をテロリズムの目的に用いたもののいずれかに該当する

と判断した輸入業者・最終需要者は、ブラックリスト33に掲載される可能性がある（輸出管理法第18条

第1項）。 

 
33 中国語：管控名单 
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管理条例案では、ブラックリストに記載された場合の効果がより詳細にされている。国務院の商務

主管部門はブラックリスト内の輸入業者・最終需要者の両用品目の輸出について以下の措置を採るこ

とができる（管理条例案第31条第2項） 。 

・ 輸出の全て又は一部禁止 

・ 関係する許可申請の不許可 

・ 既に発行した関係する許可証の取消 

・ 完了していない関係する輸出の中止命令 

・ その他の必要な措置 

また、ブラックリスト内の輸入業者と最終需要者に関連する輸出に対しては、包括許可、許可申請

免除等の許可に関する優遇措置は適用されない（管理条例案第32条第2項）。 

 

(7) 今後の注目点 

以上のとおり、管理条例案では、輸出管理手続について明確化されているが、輸出管理法において

不明確であり下位法令による明確化が待たれていた部分について、いまだ不明確な点が多く存在して

いる。特に以下の3つの規制は実務上の影響が極めて大きく、引き続き規制動向に注視する必要がある。 

 

ア 再輸出規制 

輸出管理法は、再輸出が規制対象であることを規定している（輸出管理法第45条）が、再輸出の定

義や基準、手続について定められておらず、再輸出規制の規制対象や例外事由（例えば、米国のデミ

ニミス・ルール）等の明確化が待たれる。 

 

イ みなし輸出規制 

輸出管理法は、「中国の公民、法人及び非法人組織による外国の組織及び個人への規制品目の提供」

を規制（輸出管理法第2条第3項）しており、日本の「みなし輸出」規制に相当する規制と考えられて

いる。中国のみなし輸出規定は、居住者か非居住者かで区別する日本法とは異なり「国籍」を基準と

し、外国籍者への規制技術の提供を規制しているが、「外国の組織及び個人への規制品目の提供」の

範囲が明らかにされておらず、技術の提供のみならず貨物の提供も含まれる可能性や、中国子会社の

外国籍社員への技術提供の際に逐次許可が必要となり、中国子会社の駐在員との情報共有に障害が生

じる可能性がある。 

 

ウ データ移転規制 

輸出管理法は、輸出管理の意義について「中国国内から国外への規制品目の移転」に対する禁止又

は制限措置と規定しており、規制品目には品目に関連する「技術資料等のデータ」が含まれる（輸出

管理法第2条第2項）ため、規制品目に関連する技術データを海外に移転するには、許可を要すること

になる。データセキュリティ法第25条では、「国は、国家の安全と利益の維持、国際的な義務履行に

関する規制品目に属するデータに対して、法令に従い輸出管理を実施する」と規定されている。しか

し、輸出管理法や管理条例案ではデータ移転規制について、詳細な規定は定められていない。 

後述の「サービス貿易」において報告するとおり、中国のサイバー・データ関連規制においても、

「重要データ」の越境移転規制を定めているが、これらの規定も相まってデータの自由な移転が害さ

れ、中国で行った研究開発のデータや、共同研究の成果等を日本へ移転することに大きな障害が生じ

る懸念がある。 

 

3. 高圧放水砲に対する輸出管理 

2022年11月1日、商務部、税関総署、国家国防科学技術工業局は、輸出管理法、対外貿易法、税関法

等の関連規定に基づき、「商務部 税関総署 国家国防科学技術工業局公告2022年第31号 高圧放水

砲製品の輸出管理の実施に関する公告34」を公表しており、2022年12月1日から、高圧放水砲について

輸出管理が行われている。 

高圧放水砲（通関商品番号：8424899920）で、次の全ての特性に適合するもの、及びこの目的のた

めに特別に設計された主要構成部品及び補助装置は、許可なく輸出してはならない。 

 
34 中国語：商务部 海关总署 国家国防科技工业局公告 2022年第 31号 关于对高压水炮类产品实施出口管制的公告 

商務部、税関総署「国家国防科学技術工業局公告 2022年第 31号 高圧放水砲製品の輸出管理の実施に関する公告」（http:

//exportcontrol mofcom.gov.cn/article/gndt/202211/730 html） 
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・ 最大射程が 100メートル以上 

・ 定格流量が毎時 540立方メートル以上  

・ 定格圧力が 1.2MPa以上 

高圧放水砲は、高圧ウォーターポンプを使用して液体に作用し、空気中で遠距離に噴射する高速な

流体を形成することができる設備である。高圧放水砲の主な構成部品と補助装置には、放水砲本体

（通関商品番号：8424909010）、高圧水ポンプ（通関商品番号：8413603120、8413603902）、制御シ

ステム（通関品番号：8537109040）、 9032899092)等を含む。 

 

4. 両用品目及び技術輸出入許可証管理リスト 

「両用品及び技術輸出入許可証管理リスト｣に掲載されている貨物を輸出する際には、「両用品目及び

技術輸出入許可証管理規則」に従って商務部に許可申請し、「両用品技術輸出入許可証」を取得する必

要がある。 

2023 年1月1日より、新しい「両用品目及び技術輸出入許可証管理リスト35｣が施行された。 

新規の追加としては、上述の高圧放水砲関連品目や過塩素酸等が規制対象として追加されている。核

規制品目の核グラファイト、照射済み核燃同物資の脱被覆装置と切断機、溶解器の要件が詳細化された

他、いくつかの核両用品特殊材料や監督規制化学品の税関商品コードが明記された。 

 

5. 信頼できないエンティティ・リスト 

 信頼できないエンティティ・リストの管轄機関である商務部のウェブサイトにて、掲載事例を調査し

たが確認できなかった。 

 

  

 
35 中国語：两用物项和技术进出口许可证管理目录 

商務部、税関総署「両用品目及び技術輸出入許可証管理リスト」 

（http://www mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcdwmy/202212/20221203376668.shtml） 
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関税 

 

 

 

 

 

 

1. 譲許品目の割合、懸念点 

 ＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載されている関税率について、変更やアップデートは見られなかっ

た。 

2023年1月現在、WTOによれば中国の譲許品目の割合は全品目にわたり100%である。また、非農産

品の平均譲許税率は9.1%、平均税率は10％であった36。   

2023年1月現在において、下の品目の最恵国税率は、以下のとおりである37。 

 写真用又は映画用材料（HSコード：37 類）最高 35% 

 自動車（HSコード：8703）15%  

 TV（HSコード:852872）最高 15%  

 カラーモニター（HSコード：85285910）20%  

 オートバイ（HSコード：8711）最高 45%  

 プロジェクター（HSコード：900850）最高 12%  

 

2. 最近の動き 

2022年に新型コロナウィルスの影響による関税措置は特に採られていない。また、露のウクライナ

侵攻に関しては、ロシア及びベラルーシのみに対する関税措置はない。 

2022年4月26日に、国務院関税税則委員会は、税関法や輸出入関税条例第9条に基づき、2022年5月1

日から2023年3月31日までの間、対象国を限定せずに石炭に関する輸入関税の一時的免除を公表した38。

石炭の原産国であるロシアからの輸入について戦争の影響を受けることが予想されることから、安定

供給を図るための措置だと思われる。 

 

3. 他の高関税の品目  

2022年12月28日、国務院関税税則委員会は、「国務院関税税則委員会 2023年関税調整方案に関す

る公告39」を公表している。1020項目の商品（関税割当額は含まない）について輸入暫定税率を実施し

ている。2023年4月1日から、7項目の石炭製品の輸入暫定税率が取り消される。2023年7月1日から、1

項目の情報技術協定製品の輸入暫定税率が取り消される。また、2023年7月1日から、一部情報技術協

定製品の最恵国税率は引き下げ又は撤廃される。 

2022年12月31日に、「中華人民共和国輸出入税則（2023）の公告40」が公表された。2023年度、最恵

国税率が25%を超える品目及びその税率は以下のとおりである41。  

 

 
36 WTO ITC UNCTAD ”World Tariff Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）

72頁 
37 中華人民共和国輸出入税則（2023）（http://gss mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202212/P020230102189469112372.pdf）  
38 中国語：国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告 

国務院関税税則委員会「石炭輸入関税の調整に関する公告」（http://gss mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202204/t20220428 38071

96 htm） 
39 中国語：国务院关税税则委员会关于 2023年关税调整方案的公告 

国務院関税税則委員会「2023年関税調整方案に関する公告」（http://gss mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202212/t20221229 3861

039 htm） 
40 中国語：《中华人民共和国进出口税则（2023）》的公告 

国務院関税税則委員会「中華人民共和国輸出入税則（2023）の公告」（http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/02/cont

ent 5734605 htm）  
41 中華人民共和国輸出入税則（2023）（http://gss mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202212/P020230102189469112372.pdf）   

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.26，27 の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載のあ

る関税率や、＜最近の動き＞の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵

攻による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）

に変更・アップデート情報があれば報告ください。また、他に高関税の品目があれば、その品目名及び

実行関税率、譲許税率を報告ください。 
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2021年 4月 26日の財政部税務総局公告により、2021年 5月 1日から、一部鉄鋼製品の輸出増値税還

付が取り消された49。また、2021年 7月 28日の財政部税務総局公告により、2021年 8月 1日から、さ

らなる鉄鋼製品の輸出増値税還付が取り消された50。 

2022年は、輸出増値税の還付率の変動は確認できなかった。 

  

 
49 中国語：关于取消部分钢铁产品出口退税的公告 

財政部 税務総局「一部鉄鋼産品輸出還付取消に関する公告」（http://szs mof.gov.cn/zhengcefabu/202104/t20210428 369421

3 htm） 
50 中国語：关于取消钢铁产品出口退税的公告 

財政部 税務総局「鉄鋼産品輸出還付取消に関する公告」（http://szs mof.gov.cn/zhengcefabu/202107/t20210728 3741154 ht

m） 
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GM/T 0125.2-2022 JSON Web 暗号アプリケーション構文規範 第2部分：デジタル署名 

GM/T 0125.3-2022 JSON Web 暗号アプリケーション構文規範 第3部分：データ暗号化 

GM/T 0125.4-2022 JSON Web 暗号アプリケーション構文規範 第4部分：秘密鍵 

 

5. サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法等 

中国のサイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法等については、「サービ

ス貿易」の報告事項を参照。 

 

サービス貿易 

  

1. 総論 

中国では、2017年6月1日から施行されているサイバーセキュリティ法58に加え、2021年9月1日にはデ

ータセキュリティ法59が、同年11月1日には個人情報保護法60が施行され、データ保護に関する法体系が

確立された（以下、三法を総称して「データ三法」という。）。2022年は、これらデータ三法の下位

規則の施行、意見募集がさらに進められている。 

2022年4月22日、米中ビジネス協議会は、「中国のデジタル法規制への米国企業の対応方法に関する

報告書61」を公表した。同報告書は、中国で活動する米国企業にとって中国で重要となる課題として、

データローカライゼーション規制、サイバーセキュリティ規制、データの越境移転規制を挙げ、中国

はデータとサイバーセキュリティのガバナンスで最も規制の厳しい国の1つと指摘した。また、重要な

用語の定義や管轄機関が不明瞭なほか、法令の遵守が義務なのか任意なのかが曖昧で、法執行にも一

貫性がない点が問題視されている。 

以下では、サイバーやデータ関連規制について管轄する「中国インターネット情報弁公室62」により

公表された法令を中心に、米国の報告書で問題視された観点を参考に、貿易の公平性との関係で懸念

が生じ得るものを報告する。 

 

2. データ越境移転安全評価弁法 

(1) 概説 

サイバーセキュリティ法は、重要情報インフラ運営者が、中国域内の運営において収集、生成した

個人情報及び重要データについて、中国域外へ提供する場合には安全評価を行わなければならないと

規定している（サイバーセキュリティ法第37条）。 

データセキュリティ法は、重要情報インフラ運営者が、中国域内の運営において収集、生成した重

要データの越境移転の安全管理についてはサイバーセキュリティ法を適用するとし、その他のデータ

処理者が中国域内の運営において収集、生成した重要データの越境移転の安全管理方法は、国家イン

ターネット情報部門と国務院関連部門が共同で制定すると規定している（データセキュリティ法第31

条）。 

 
58 中国語：网络安全法 

全国人民代表大会「サイバーセキュリティ法」（http://www npc.gov.cn/npc/c30834/201611/270b43e8b35e4f7ea98502b6f0e26f8

a.shtml） 
59 中国語：数据安全法 

全国人民代表大会「データセキュリティ法」（http://www npc.gov.cn/npc/c30834/202106/7c9af12f51334a73b56d7938f99a788a.s

html） 
60 中国語：个人信息保护法 

全国人民代表大会「個人情報保護法」（http://www npc.gov.cn/npc/c30834/202108/a8c4e3672c74491a80b53a172bb753fe.shtml） 
61 THE US-CHINA BUSINESS COUNCIL ”How American Companies are Approaching China’s Data, Privacy, and Cybersecurity Re

gimes”（https://www.uschina.org/reports/how-american-companies-are-approaching-china%E2%80%99s-data-privacy-and-cybersecuri

ty-regimes）  
62 中国語：中共中央网络安全和信息化委员会办公室 

国家インターネット情報弁公室ウェブサイト（http://www.cac.gov.cn/qwfb/bgsfb/More htm）  

（１）【流通】2022 年版不公正貿易報告書 P.44の「（５）中国サイバー・データ関連規制」 につい

て、新たな動向があれば調査・報告ください。 
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個人情報保護法は、中国域内の個人情報処理者が、中国域外へ個人情報を提供する場合の適法性要

件の一つとして、「国家インターネット情報部門が定める安全評価を経たこと」を規定している（個

人情報保護法第38条第1項第1号）。 

以上のようにデータ三法では、一定のデータの越境移転について安全評価を義務付けているところ、

安全評価の具体的な内容について、2022年7月7日、国家インターネット情報弁公室が、「データ越境

移転安全評価弁法63（以下、「評価弁法」という。）」を公表し、同年9月1日から施行している。同年

8月31日には、ガイドラインである「データ越境移転安全評価申告指南（第一版）64（以下、「申告指

南」という。）」が公表されている。 

 

(2) 適用対象 

データ処理者が中国域外へ提供するデータが以下のいずれかの状況に該当するものである場合は、

所在地の省級インターネット情報部門を通じて、国家インターネット情報部門に、データ越境移転安

全評価を申告しなければならない（評価弁法第4条）。 

・ データ処理者が重要データを域外に提供する場合 

・ 重要情報インフラ運営者及び 100 万人以上の個人情報を取扱うデータ処理者が個人情報を中国域外に

提供する場合 

・ 前年 1 月 1 日から累計 10 万人以上の個人情報を域外提供する又は累計 1万人以上のセンシティブ個

人情報を域外提供するデータ処理者が、個人情報を中国域外に提供する場合 

・ 国家インターネット情報部門が安全評価を必要と定めるその他の場合 

 

本弁法において、「重要データ」とは、ひとたび改竄、破壊、漏洩又は違法取得、違法利用等がさ

れると、国家の安全、経済の運営、社会の安定、公共の健康と安全等に危害が及ぶ可能性のあるデー

タと定義されている（評価弁法第19条）。 

なお、データの越境移転については、以下の行為が該当する（申告指南第1条）。 

・ データ処理者が中国域内での運営において収集、生成したデータの伝送、域外での保存 

・ データ処理者が収集、生成したデータを中国域内に保存し、中国域外の機構、組織又は個人がクエ

リ、調査、ダウンロード、エクスポートできる場合 

・ 国家インターネット情報弁公室が規定するその他のデータ越境移転行為 

このように、中国域外からのアクセスも越境移転に該当するため、日本企業の親会社から中国子会

社の有するデータへのアクセスも越境移転規制により制限されうる。 

  

(3) 安全評価の流れ 

安全評価の流れは概ね以下のとおりである。 

①リスクの自己評価：データ処理者自身によるデータの越境移転に係るリスク自己評価と評価報告の作

成 

②安全評価の申請：データ処理者が、省級インターネット情報部門へ申請し、同情報部門による形式審

査（5営業日）が行われる（評価弁法第 7条第 1項）。書類に不備がなければ、国家インターネット情報

部門による受理審査（7営業日）及び安全評価が実施される（評価弁法第 7条第 2項）。 

③安全評価結果の通知：原則として、国家インターネット情報部門が、データ処理者に受理通知を発し

てから 45営業日以内に結果を通知する。但し、事案が複雑又は資料の補充、修正が必要な場合には、適

当な期間が延長される（評価弁法第 12条第 1項）。安全評価の有効期間は、評価結果が発行された日か

ら 2年間となる（評価弁法第 14条）。 

④再審査：安全評価の結果に異議がある場合には、結果を受領した日から 15営業日以内に、国家インタ

ーネット情報部門に対して再審査の申し立てをすることが可能で、再審査の結果をもって最終決定とさ

れる（評価弁法第 13条）。 

 

 
63 中国語：数据出境安全评估办法 

国家インターネット情報弁公室「データ越境移転安全評価弁法」（http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-07/08/content 5

699851 htm） 
64 中国語：数据出境安全评估申报指南（第一版） 

国家インターネット情報弁公室「データ越境移転安全評価申告指南（第一版）」（http://www.cac.gov.cn/2022-08/31/c 16635

68169996202 htm） 
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(4) リスクの自己評価 

安全評価の申請をする前提として、データ処理者にお て、自身でデータ越境移転リスクの自己評

価を行い、自己評価に係る報告書を作成して安全評価の申告の際に提出することが求められている 

（評価弁法第6条第2号）。自己評価において重点的に評価すべきとされている事項は以下のとおりで

ある（評価弁法第5条）。 

データの越境移転及びデータ受領者におけるデータ処理の目的、範囲、方法等の適法性等 

・ 越境移転するデータの規模、範囲、種類、機微度、データの越境移転による国家の安全、公共の利益、

個人又は組織の権益に与えるリスク 

・ データ受領者が承諾する責任義務、責任義務の履行に係る管理、技術措置、能力等がデータ越境移転

に係るセキュリティを保障できるか否か 

・ データの越境移転中及び移転後における改竄、破壊、漏洩、紛失、移転又は違法取得、違法利用等の

リスク、個人情報の権益を維持するためのルートの円滑さなど 

・ データ受領者と締結する予定のデータ越境移転に関する契約又はその他の法律文書においてデータセ

キュリティ保護責任義務が十分合意されているか否か 

・ その他データ越境移転のセキュリティに影響を与える可能性のある事項 

 

(5) 安全評価 

国家インターネット情報部門における安全評価に際しては、以下を重点的に評価すべきとされてい

る（評価弁法第8条）。 

・ データの越境移転の目的、範囲、方法等の適法性、正当性、必要性 

・ データ受領者の所在国又は地区におけるデータセキュリティ保護政策法規及びサイバーセキュリテ

ィ環境の、越境移転したデータセキュリティに対する影響、データ受領者のデータ保護水準が中国

の法令及び強制的国家基準の定める要求に達しているか否か 

・ 越境移転するデータの規模、範囲、種類、機微度、データの越境移転中及び移転後に改竄、破壊、

漏洩、紛失、移転又は違法取得、違法利用等が生じるリスク 

・ データセキュリティ及び個人情報権益保護への十分かつ有効な保障の有無 

・ データ受領者と締結する予定の、データ越境移転に関する契約又はその他の法律文書においてデー

タセキュリティ保護責任義務が十分合意されているか否か 

・ 中国の関係法令の遵守状況等 

・ 国家インターネット情報部門が評価すべきと認めるその他の事項 

 

(6) 有効期間 

安全評価の有効期間は、評価結果が発行された日から起算して 2 年間であり、有効期間経過後も引き

続きデータの越境移転をする必要がある場合には、有効期間が到来する 60 営業日前までに改めて安全

評価の申請をする必要がある（評価弁法第14条第1項、第2項）。また、データの越境移転に係る目的、

方法、範囲、種類、データ受領者における用途、方法等に変化が生じた場合等、越境したデータのセ

キュリティに影響を及ぼす事由がある場合には、有効期間内であっても改めて安全評価を申請しなけ

ればならない（評価弁法第14条第1項）。 

 

3. 個人情報保護認証実施規則 

(1) 概説 

個人情報保護法は、中国域内の個人情報処理者が、中国域外へ個人情報を提供する場合の適法性要

件の一つとして、「国家インターネット情報部門の規定に従って専門機構による個人情報保護認証を

行ったこと」を定めている（個人情報保護法第38条第1項第2号）。個人情報保護認証の具体的な内容

について、2022年11月4日、国家市場監督管理総局と国家インターネット情報弁公室より「個人情報保

護認証実施規則65（以下、「実施規則」という。）」が公表された。 

 

 
65 中国語：个人信息保护认证实施规则 

国家インターネット情報弁公室「個人情報保護認証実施規則」（http://www.cac.gov.cn/2022-11/18/c 1670399936983876 ht

m）  
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(2) 適用範囲と認定根拠 

実施規則は、個人情報処理者が行う個人情報の収集、保存、使用、加工、伝送、提供、公開、削除

及び越境移転等取扱活動に対する認証に適用される（実施規則第1条）。 

一般的な個人情報処理者については、GB/T35273「個人情報安全規範66」が認証根拠となる。また、

越境取扱活動を行う個人情報処理者については、2022年6月24日に公表されたTC260-PG-20222A「個人

情報越境取扱活動安全認証規範67」も合わせて適用される。同認証規範については、2022年12月16日に

改正版である「個人情報越境取扱活動安全認証規範V2.068」が施行されている。 

 

(3) 認証実施手順 

認証の実施に関する具体的な手順は、以下のとおりである（実施規則第3条、第4条）。 

 

ア 認証の委託 

認証機関は、認証委託者の基本資料、認証委任状、関連する補足資料等の認証委託に必要な資料を

規定し、また、認証委託資料に基づき、個人情報の種類と量、取り扱う個人情報取扱活動の範囲、技

術検証機関等を含める認証枠組みを決定し、認証委託者に通知するものとする（実施規則第4条第1

項）。 

 

イ 技術検証 

技術検証機関は、認証枠組みに従って技術検証を実施し、認証機関及び認証委託者に対して技術検

証報告を発行する（実施規則第4条第2項）。 

 

ウ オンサイト監査 

認証機関は、オンサイト監査を実施し、認証委託者に対してオンサイト監査報告を発行する（実施

規則第4条第3項）。 

 

エ 認証結果の評価と承認 

認証機関は、認証委託資料、技術検証報告、オンサイト監査報告及びその他の関連資料に基づいて

総合的な評価及び認証の決定を行う。認証要求に適合している場合は、認証証明書を発行し、不適合

の場合は、認証委託者に期限を定めて改善を要求することができ、改善後になお不適合である場合に

は、書面により認証委託者に認証の終了を通知する（実施規則第4条第4項）。 

 

オ 認証取得後の監督 

認証機関は、認証の有効期間中に、認証された個人情報処理者に対する継続的な監督を行い、監督

の頻度を合理的に決定するものとする。認証機関は、認証された個人情報処理者が認証の要件を継続

して満たしていることを確認するために、認証後の監督を実施する適切な措置を講じる必要がある。

認証機関は、認証取得後の監督結果とその他の関連資料に対して総合評価を行い、合格する場合は、

認証証明書を引き続き保持することができ、合格できない場合、認証機関は状況に基づいて認証証明

書を一時停止又は撤回しなければならない（実施規則第4条第5項）。 

 

(4) 認証証明書と認証マーク 

認証証明書の有効期限は3年である。認証委託者は、延長を希望する場合は、期限の6か月前までに

認証委託を提出する必要があり、認証機関は認証取得後の監督と同様の方法を採用し、認証要求に適

合する場合は新しい証明書に換えなければならない（実施規則第5条第1項）。 

 

 
66 中国語：信息安全技术 个人信息安全规范 

国家市場監督管理総局、国家標準化管理委員会「個人情報安全規範」（https://www.tc260.org.cn/piss/files/zwb.pdf） 
67 中国語：网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范 

全国情報セキュリティ標準化技術委員会「個人情報越境取扱活動安全認証規範」（https://www.tc260.org.cn/upload/2022-06-2

4/1656064151109035148.pdf） 
68 中国語：网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范 V2.0 

全国情報セキュリティ標準化技術委員会「個人情報越境取扱活動安全認証規範 V2.0」（https://www.tc260.org.cn/front/postDe

tail html?id=20221216161852） 
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4. 個人情報越境移転標準契約規定（意見募集稿） 

(1) 概説 

個人情報保護法は、中国域内の個人情報処理者が、中国域外へ個人情報を提供する場合の適法性要

件の一つとして、「国家インターネット情報部門が作成した標準契約に従い、提供先と契約を締結し、

双方の権利義務を約定していること」を定めている（個人情報保護法第38条第1項第3号）。2022年6月

30日、国家インターネット情報弁公室により、「個人情報越境移転標準契約規定69（以下「標準契約規

定案」という。）」及びその付属として、「個人情報越境移転標準契約（以下「標準契約案」とい

う。）」の雛形が公表され、パブリックコメントが募集された。主な内容は以下のとおりである。 

 

(2) 適用対象 

以下の条件を全て満たす個人情報処理者は、標準契約を締結する方法により、中国域外に向けて越

境提供を行うことができる（標準契約規定案第4条）。これらの条件に該当しない場合は、標準契約で

はなく、上述2.のデータ越境移転安全評価弁法による安全評価を経ることが必要となる。 

・ 重要情報インフラ運営者ではない 

・ 個人情報の処理量が 100 万人未満である 

・ 前年の 1 月 1 日から現在までの個人情報の越境提供が累計 10 万人未満である 

・ 前年 1 月 1 日から現在までのセンシティブ個人情報の越境提供が 1 万人未満である 

 

(3) 影響評価 

適用対象となる個人情報処理者は、中国域外に向けて越境提供を行う前に、事前に個人情報保護影

響評価（以下「影響評価」という。）を行う必要があり、主として以下の内容を評価する（標準契約

規定案第5条）。個人情報保護法においても影響評価を行うべき項目が定められているが、標準契約規

定案は個人情報の越境提供における影響評価をさらに詳細にしている。 

・個人情報処理者及び域外の提供先による個人情報処理の目的、範囲、方法等の適法性、正当性及び必

要性 

・越境提供される個人情報の数量、範囲、種類、機微度、個人情報の越境提供による個人情報の権益が

生じうるリスク 

・域外の提供先が誓約した責任・義務、及びその責任・義務を履行するための管理及び技術措置、能力

等により、越境提供された個人情報のセキュリティを保障できるか否か 

・個人情報が越境提供された後の漏洩、毀損、改竄、濫用等のリスク、個人情報の本人がその個人情報

の権益を保護するルートが円滑であるか否か 

・域外の提供先の所在国又は地域の個人情報保護政策・法規が標準契約の履行に与える影響 

・個人情報の越境提供のセキュリティに影響を及ぼす可能性のあるその他の事項 

 

(4) 標準契約の主要な内容 

標準契約には以下の内容が含まれると規定している（標準契約規定案第6条）。 

・ 個人情報処理者と域外の提供先の基本情報（名称、住所、連絡担当者の氏名、連絡方法等を含むが

これに限られない） 

・ 個人情報の越境移転の目的、範囲、種類、機微度、数量、方法、保存期間、保存場所等 

・ 個人情報処理者と域外の提供先が個人情報を保護する責任と義務及び個人情報の越境移転がもたら

す可能性があるセキュリティリスクを防止するために採る技術・管理措置等 

・ 域外の提供先が所在する国又は地域の個人情報保護政策法規の本契約条項の遵守に対する影響 

・ 個人情報主体の権利及び個人情報主体の権利を保障するルートと方法 

・ 救済、契約解除、違約責任、紛争解決等 

 

別紙の標準契約案は、以下の9つの条項と2つの付属文書で構成されている。条文の項目や注意を要

する規定等は以下のとおりである。 

 
69 中国語：个人信息出境标准合同规定（征求意见稿） 

国家インターネット情報弁公室「個人情報越境移転標準契約規定（意見募集稿）」（http://www.cac.gov.cn/2022-06/30/c 165

8205969531631 htm） 







24   

 

(3) 分級分類管理 

工業・情報化部は、工業・情報化領域データの分類分級、重要データ・核心データの識別認定、デ

ータの分級保護等の標準規範を制定する（管理弁法第7条第1項）。工業・情報化領域データ処理者は、

定期的にデータを整理し、関連する標準規範に基づいて、重要データと核心データを識別して具体的

なリストを作成しなければならない（管理弁法第7条第3項）。 

工業・情報化領域のデータは、産業の要求、特徴、業務需要、取得源、用途等の要素に基づいて、

研究開発データ、生産運営データ、管理データ、維持管理データ、業務サービスデータ等に分類され

る（管理弁法第8条第1項）。 

工業・情報化領域のデータは、データがひとたび改竄、破壊、漏洩又は違法取得、違法利用等がさ

れると、国家の安全、経済の運営、社会の安定、公共の健康と安全等に危害が及ぶ程度を考慮して、

一般データ、重要データ、核心データの3つの分級に分かれる（管理弁法第8条第2項）。 

工業・情報化領域データ処理者は、重要データと核心データのリストを現地の産業監督管理部門に

届け出なければならない。届出の内容には、データの取得源、種類、級別、規模、媒体、取扱目的・

方法、使用範囲、責任主体、対外共有、越境移転、安全保護措置等の基本状況が含まれるが、データ

の内容自体は含まれない（管理弁法第12条第1項）。届出内容に重大な変化が生じた場合、工業・情報

化領域データ処理者は、変化が発生してから3か月以内に届出変更手続を行わなければならない。重大

な変化とは、重要データと核心データの規模（データの条目数量又は保存総量等）が30％以上変化し

た場合、又はその他届出内容が変化した場合をいう（管理弁法第12条第3項）。 

 

(4) データ全ライフサイクルのセキュリティ管理 

データの収集、保存、使用、加工、伝送、提供、公開、廃棄、越境移転、移転、委託のデータの各

ライフサイクルについて、一般データ、重要データ、核心データごとのセキュリティ要求を明確にし

ている（管理弁法第13条～第25条）。特に注意を要する内容は以下のとおりである。 

工業・情報化領域データ処理者は、中国域内で収集、生成された重要データと核心データについて、

法律・行政法規に域内で保存する要求がある場合は、中国域内に保存しなければならない。また、確

かに域外へ提供する必要がある場合は、法律・行政法規に基づいてデータ越境移転の安全評価を行わ

なければならない（管理弁法第21条第1項）。 

工業・情報化部は、関連する法律、中国が締結又は参加している国際条約・協定や平等互恵原則に

基づき、外国の工業、電気通信、無線通信の執行機関による工業・情報化領域データの提供請求につ

いて処理する。工業・情報化部の承認がなければ、工業・情報化領域データ処理者は外国の工業、電

気通信、無線通信の執行機関に対して中国域内に保存した工業・情報化領域のデータを提供すること

ができない（管理弁法第21条第2項）。 

核心データの越境提供、移転、委託処理をする場合、工業・情報化領域データ処理者は、セキュリ

ティリスクを評価し、必要な安全保護措置を採り、現地の産業監督部門による審査後に工業・情報化

部に報告しなければならない。工業・情報化部は関連規定により審査する（管理弁法第24条）。 

工業・情報化領域のデータ処理者は、データの全ライフサイクルの処理過程において、データ処理、

権限管理、人員の操作等のログを、最低6か月は保存しなければならない（管理弁法第25条）。 

 

(5) モニタリング警告、緊急対応管理、検査、認証、評価管理 

工業・情報化部は、データセキュリティリスクのモニタリングメカニズムを構築（管理弁法第26条

第1項）し、工業・情報化領域データセキュリティインシデントの緊急対応策を制定する（管理弁法第

28条第1項）。 

工業・情報化領域処理者は、データセキュリティインシデントが発生した後、緊急対応策に従い、

直ちに緊急処置を行い、重要データと核心データのセキュリティインシデントに関して、即座に現地

の産業監督管理部門へ報告しなければならず、処置の完了後に、規定の期限内に報告をまとめ、毎年

現地の産業監督管理部門に、データセキュリティインシデントの処置状況を報告しなければならない

（管理弁法第28条第3項）。 

工業・情報化部は、関連する標準に基づき産業のデータセキュリティの検査と認証業務（管理弁法

第30条）を行い、産業のデータセキュリティの評価管理制度を制定して評価機構の管理業務を行う

（管理弁法第31条）。 
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(6) 監督検査、法律責任 

工業・情報化処理者には、産業の監督管理部門の監督検査への協力義務がある（管理弁法第32条第2

項）。 

産業の監督管理部門は、データ処理活動に比較的大きなセキュリティリスクが発見された場合は、

権限と手続の規定に従い、工業・情報化領域データ処理者に対して事情聴取を行い、改善やリスクを

取り除く措置を採ることを要求することができる（管理弁法第35条）。 

管理弁法の規定に違反する行為がある場合、産業の監督管理部門は、関連法律法規により、情状の

重大さの程度に基づいて、違法所得の没収、過料、暫定的な業務停止、業務停止、業務許可証の取消

しなどの行政処罰を行う。犯罪を構成する場合は、法律に従い刑事責任が追及される（管理弁法第36

条）。 

 

6. サイバーセキュリティ法の改正に関する決定（意見募集稿） 

(1) 概説 

2022年9月14日、サイバーセキュリティ法の改正に関する決定の意見募集稿71（以下「決定案」とい

う。）が公表され、パブリックコメントが募集された。2021年は7月15日に行政処罰法が、9月1日にデ

ータセキュリティ法が、11月1日に個人情報保護法が施行されたが、2017年6月1日に施行されたサイバ

ーセキュリティ法にも類似の規定があり、その適用関係が不明確となって た。これらの規定との調

整を行うため、決定案では2017年6月1日に施行されたサイバーセキュリティ法について以下のような

改正案を定めている。法律の適用関係が明確化される一方で、厳罰化されている。 

 

(2) 法的責任の厳格化 

従来は個別に法的責任を定めていたサイバーセキュリティ法第59条、第60条、第61条、第62条を統

合した上で、以下のとおり責任を厳格化している（決定案第1条第1項）。 

サイバーセキュリティの等級に応じたセキュリティ保護義務（サイバーセキュリティ法第21条）、

ネットワーク製品・サービスの国家標準の強制要求への準拠、セキュリティ上の欠陥・脆弱性等のリ

スクへの対応義務（サイバーセキュリティ法第22条第1項）及びネットワーク製品・サービスの保守継

続提供義務（サイバーセキュリティ法第22条第2項）、ネットワーク基幹製品、サイバーセキュリティ

専用製品の国家標準の強制要求への準拠義務（サイバーセキュリティ法第23条）、ネットワーク運営

者に対するユーザーの真実の身分情報取得義務（サイバーセキュリティ法第24条第1項）、緊急対応策

の制定、実行（サイバーセキュリティ法第25条）、サイバーセキュリティ情報の公表規制（サイバー

セキュリティ法第26条）、ネットワーク運営者の国家の安全維持保護、犯罪捜査への協力義務（サイ

バーセキュリティ法第28条）の規定に違反し、又はネットワーク運用の安全性に危害を与える等の結

果を生じさせた場合は、関連主管部門により改善が命じられ、警告が与えられ、通告が行われる。是

正を拒否し又は情状が重大である場合は、100万元以下の過料に処する他、暫定的な業務停止命令、業

務停止及び改善命令、ウェブサイトの閉鎖、関連業務の許可証の取消し、営業許可証の取消しを行う

ことができる。また、直接責任を負う担当者と他の直接責任者に対して1万元以上10万元以下の過料に

処することができる。 

変更点としては、過料の金額が増額された他、「暫定的な業務停止命令、業務停止及び改善命令、

ウェブサイトの閉鎖、関連業務の許可証の取消し、営業許可証の取消し」という行政処罰が追加され

て る。また、現行法上は、違反に対する罰則が特に定められていなかったネットワーク基幹製品、

サイバーセキュリティ専用製品の国家標準の強制要求への遵守義務（サイバーセキュリティ法第23

条）、ネットワーク運営者の国家の安全維持保護、犯罪捜査への協力義務（サイバーセキュリティ法

第28条）も罰則の対象に含まれており、刑罰の範囲が拡大している。 

また、個人情報保護法第66条第2項では、特に重大な違反行為に対する加重処罰を規定しているが、

決定案においても重大な違反行為に対する加重処罰が規定されている。具体的には、違反行為が特に

重大である場合、100万元以上5000万元以下又は前年度売上高の5％に相当する過料が課される。直接

責任を負う担当者・他の直接責任者に対し、10万元以上100万元以下の過料が課され、また、主管部門

 
71 中国語：关于公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见稿）》意见的通知 

国家インターネット情報弁公室「サイバーセキュリティ法の改正に関する決定（意見募集稿）意見の通知」（http://www.g

ov.cn/xinwen/2022-09/14/content 5709805 htm） 
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の決定により、一定の期限内において関連企業の董事、監事、高級管理職に従事すること、又はサイ

バーセキュリティ管理とネットワーク運営に関する重要な職務を担当することが禁止される。 

 

(3) 重要情報インフラ運営者に関する法的責任の厳格化 

サイバーセキュリティ法は、重要情報インフラ運営者に対して、一般的なネットワーク運営者への

規制に加えて、重要情報インフラ構築におけるセキュリティ要求（サイバーセキュリティ法第33条）、

加重されたセキュリティ保護義務（サイバーセキュリティ法第34条）、ネットワーク製品・サービス

の調達においてベンダーとの間でセキュリティ・秘密保持責任を明確化する義務（サイバーセキュリ

ティ法第36条）、定期的なセキュリティリスクの検査評価・報告義務（サイバーセキュリティ法第38

条）を規定している。これらの義務に違反した場合の法的責任について、上述（2）と同様の刑罰が規

定されている（決定案第1条第1項、第2項）。 

また、サイバーセキュリティ法では、重要情報インフラ運営者によるネットワーク製品・サービス

の調達が国家の安全に影響を与えるおそれがある場合に当局の安全審査に合格することを要求してい

る（サイバーセキュリティ法第35条）ところ、この違反の罰則に、一年度の売上高の5％以下の罰金が

追加されている（決定案第4条第1項）。 

この他、サイバーセキュリティ法は、重要情報インフラ運営者に対し、中国域内で収集、生成した

個人情報及び重要データについて、中国域内で保存する義務、越境移転の際に安全評価を行う義務

（サイバーセキュリティ法第37条）を課しているが、この違反の罰則（サイバーセキュリティ法第66

条）については、データセキュリティ法第46条、個人情報保護法第66条等にも類似の規定があるため、

「関連する法律、行政法規により処罰する（決定案第4条第2項）」と規定されている。 

 

(4) 個人情報保護に関する法的責任の改正 

サイバーセキュリティ法第22 条第3項、第 41 条〜第 44 条において、ネットワーク運営者の個人情報

保護義務（適法・正当・必要原則の遵守、必要な措置を講じることにより個人情報のセキュリティを

確保すること、個人の要求に応じて個人情報を削除・修正すること等）が規定されているが、これら

の義務に対する責任は個人情報保護法にも規定されているため、個人情報保護法における関連規定に

従うと規定されている（決定案第3条）。 

 

7. インターネット情報部門による行政執行手続規定（意見募集稿）72 

(1) 概説 

2022年7月21日に、国家インターネット情報弁公室は、タクシーの配車アプリケーションサービスを

展開するDiDiグローバル社に対して、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保

護法の違反を理由として、80億2600元の罰金、同社の董事長兼CEOと総裁に対して100万元の罰金を科

した73。上述のとおり、サイバーセキュリティ法は、個人情報保護法に平仄を合わせる形で厳罰化がな

される見通しであり、このような高額の刑罰が科される事案も出てきている中で、データ三法の行政

執行の透明性がより一層重要になっている。 

2022年9月8日、インターネット情報部門による行政執行手続について、国民、法人及びその他の組

織の合法的な権益を保護し、国家の安全と公共の利益を守るために、「行政処罰法」、「サイバーセ

キュリティ法」、「データセキュリティ法」、「個人情報保護法」に基づき、「インターネット情報

部門による行政執行手続規定（意見募集稿）（以下「手続規定案」という。）」が公表され、同年10

月8日までパブリックコメントが募集された。 

従来は、2017年6月1日より施行されている「インターネット情報コンテンツ管理行政執行手続規定74

（以下「原規定」という。）」が、インターネット情報コンテンツの行政処罰案件を管轄していた

 
72 中国語：网信部门行政执法程序规定（征求意见稿） 

国家インターネット情報弁公室「インターネット情報部門による行政執行手続規定（意見募集稿）」（http://www.cac.gov.c

n/2022-09/08/c 1664174174624227 htm） 
73 国家インターネット情報弁公室「DiDiグローバル株式有限会社に対する法に基づくサイバーセキュリテ審査に関する行

政処罰の決定」（http://www.cac.gov.cn/2022-07/21/c 1660021534306352 htm）  
74 中国語：互联网信息内容管理行政执法程序规定 

国家インターネット情報弁公室「インターネット情報コンテンツ管理行政執行手続規定」（http://www.cac.gov.cn/2017-05/0

2/c 1120902931 htm） 
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1. 関連政府方針 

国務院が2021年10月9日に公表した「十四五」国家知的財産権保護及び運用計画104では、中国の今後

5年間の知的財産権の保護及び運用に関する国家の計画が示されている。知的財産権保護法制との関係

では主に以下の点に関して大局的な方針が示されている。 

① 知的財産権に関する法律政策体系の改善 

② 司法による保護の強化 

③ 行政による保護の強化 

④ 多元的な紛争解決方法の整備による保護の強化 

⑤ 知的財産権の発生源の保護強化 

 

2. 関連法令 

(1) 専利法関連 

ア 専利法  

全国人民代表大会常務委員会の決定により、2020年 10月 17日に改正専利法が公布され、2021年 6

月 1日から施行された105。専利法の改正内容のうち、知的財産権保護との関係で重要な内容は以下の

とおりである。 

① 出願等に係る信義誠実原則の明文化（第20条第1項） 

専利出願又は専利権の行使は、信義誠実の原則に従わなければならず、専利権を濫用して公共の

利益又は他人の合法的な権益を損なってはならないとされた。第 20 条第 1 項は、2020 年 11 月 27

日に公表された特許法実施細則の改正提案（意見募集稿）106において、拒絶事由（改正提案第 53

条第 2号）、無効事由（改正提案第 65条第 2項）として列挙されている。 

② 実用新案等評価報告（第66条第2項） 

実用新案及び意匠特許の有効性に関する見解を知識産権局が示す特許権評価報告書について、中

国法では警告時又は訴訟提起時に提示することが義務付けられていないが、民事訴訟においては

特許の有効性について判断されないため、無審査で登録される実用新案及び意匠特許については

特許の有効性について、知識産権局の権利の有効性に関する評価を得ておいた方が訴訟経済に資

することになる。そのため、特許権侵害紛争が実用新案及び意匠特許に関連する場合、人民法院

は、特許権者又は利害関係者に対し、特許権評価報告書の提出を要求することができる。今回の

改正によって、さらに「特許権者、利害関係者又は被疑侵害者も、特許権評価報告書を自発的に

提出することができる」ことが追記された。 

また、2021年6月1日から「改正施行後の特許法の関連審査業務処理に関する暫定弁法107」の改正

が施行されており、被疑侵害者自身も、書面形式により、国家知識産権局に対して、特許権評価

報告の発行を請求することができるようになった（同弁法第8条）。2023年1月11日から同弁法の改

正108が施行されており、書面形式のみならず、電子形式での請求が可能となった（同弁法改正第8

 
104 中国語：“十四五”国家知识产权保护和运用规划  

国務院「「十四五」国家知的財産権保護及び運用計画の通知」（http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/28/content 56472

74 htm） 
105 中国中央人民政府「全人代常務委員会による「中国専利法」の改正に関する決定」 

（http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/18/content 5552102 htm） 
106 中国語：专利法实施细则修改建议（征求意见稿） 

国家知識産権局「特許法実施細則の改正提案（意見募集稿）について、公開意見募集の通知」（https://www.cnipa.gov.cn/art

/2020/11/27/art 75 155294 html）  
107 中国語：关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法  

国家知識産権局「改正施行後の特許法の関連審査業務処理に関する暫定弁法の公告」（https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/2

5/art 74 159631 html） 
108 国家知識産権局「改正施行後の特許法の関連審査業務処理に関する暫定弁法の公告」（https://ipraction.samr.gov.cn/zcfg/z

cwj/art/2023/art 0366a84a0b80490c9c3b239feb87335d html） 

（２）2021年版不公正貿易報告書 P.51-52 の「（２）冒認出願問題」「②外国でなされた発明等の冒認出願・

無審査制度の乱用」＜措置の概要と懸念点＞＜最近の動き＞に記載の中国の措置について、関連する法令（専

利法や商標法、およびそれらの下位法令等）を中心に、改正の動きの有無・状況を含めて 2021年以降の最新

情報を調査ください。 
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条）。 

③ 過料上限額の引上げ（第68条） 

専利を偽造、冒用した場合の行政罰としての過料の上限が、違法所得の 5 倍以下に引き上げられ

た109。また、違法所得がない場合又は違法所得が 5 万元以下である場合、25 万元以下の過料に処

するものとされた110。 

④ 損害賠償額の算定方法変更及び懲罰的損害賠償制度の導入（第71条） 

専利権侵害による損害賠償額について、現行法では実際の損害額に基づいて算定することが原則

とされていたが、改正専利法では実際の損害額又は侵害者が受けた利益の額に基づいて算定する

ことが原則とされた111。 

また、懲罰的損害賠償制度が導入され、故意に専利権を侵害し、情状が重い場合、算定した損害

額の 1倍以上 5倍以下で賠償額を算定することができるとされた。 

さらに、損害額、利益の額及びライセンス料の算定がいずれも困難である場合に裁判所が専利権

の性質等に応じて決定することができる賠償額が、現行法では 1万元以上 100万元以下であるのに

対し、改正専利法では 3万元以上 500万元以下に引き上げられた。 

さらに、権利者が立証を尽くしており、侵害行為に関する帳簿及び資料を侵害者が保有している

場合、裁判所が侵害者に対して侵害行為に関連する帳簿及び資料の開示を命じることができ、開

示を拒否した場合又は虚偽の帳簿若しくは資料を開示した場合には権利者の主張及び提出した証

拠を参考にして賠償額を判断することができる旨の規定が導入された。 

⑤ 訴訟時効の延長（第74条） 

現行法では専利権侵害の訴訟時効は 2年とされていたが（現行専利法第 68条）、改正専利法では訴

訟時効が 3年に延長された。 

 

イ 専利審査指南112 

国家知識産権局は、2022年 10月 31日に専利審査指南の再意見募集稿を公表し、パブリックコメン

トを募集している113。 

 

(2) 商標法関連 

ア 商標審査審理指南 

国家知識産権局は、2021年11月16日、商標審査審理指南114を公表しており、2022年1月1日から施

行されている。2019年に改正・施行となった商標法に対応するためのガイドラインで、方式審査

に関連した基準が新たに追加されており、方式審査に関連した上編と実体審査・審理に関連した

下編から構成されている。 

下編の第二章では、改正商標法第4条で新たに規定された「使用を目的としない悪意の商標登録出

願」の考慮要素、適用状況について、以下のように定めている。 

① 考慮要素 

使用を目的としない悪意の商標登録出願に該当するか否かを判断する場合、登録審査手続、異議、

審判手続においては、以下の要素を総合的に考慮することができる。 

 

出願人の基本状況 

存続期間の長短、登録資本の払込状況、所属業種領域及び経営範囲の具体的状況、経営状況が正

常であるか否か、取消、抹消、営業停止、清算等の非正常な事由が存在するか否かを含む。 

 

出願人の商標登録出願状況全般 

出願人の累計商標出願数及び指定商品又は役務の区分、出願人が行った商標登録出願のスパン、

 
109 改正前専利法では違法所得の 4倍以下とされていた（改正前専利法第 63条）。 
110 改正前専利法では違法所得がない場合に 20万元以下の過料に処することとされていた（改正前専利法第 63条）。 
111 原則的算定方法による算定が困難である場合にライセンス料の倍数を参照して合理的に算定する点には変更がない。 
112 専利審査の際のガイドラインに相当するものである。 
113 国家知識産権局「専利審査指南修正草案（再意見募集稿）の公開及びパブリックコメント募集に関する通知」 

（https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/10/31/art 75 180016 html） 
114 中国語：商标审查审理指南  

国家知識産権局「商標審査審理指南の公告」（https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/11/22/art_74_171575 html） 
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出願人が短期間内において新たに行った商標登録出願数及び指定商品又は役務の区分等を含む。 

 

商標の具体的な構成状況 

登録出願した商標が他人の一定の知名度を有し、又は顕著性が比較的高い商標と同一であるか、

又は類似しているか否か、行政区画の名称、山・川の名称、観光地の名称、業界用語等の公共資

源が含まれるか否か、著名人の氏名、企業の屋号、ECの名称、他人の著名で、かつ、既に識別性

が生じているキャッチコピー、美術著作物、意匠等その他の商業的標識等が含まれるか否かを含

む。 

 

出願人の商標登録出願過程及び商標登録取得後の行為 

出願人が商標登録出願過程において、及び商標登録取得後に、商標を第三者に売却し、又は譲渡

し、かつ、その売却又は譲渡前に使用の意図を有していたことを有効に立証できず、又はその不

使用行為につき合理的に説明できない場合、出願人が商標登録出願過程において、及び商標登録

取得後に、不当な利益を図る目的により、商標を積極的に他人に売り込み、又は公に販売し、他

人に強く迫り自らとビジネス提携を行わせ、又は他人に高額の譲渡費、使用許諾料、権利侵害賠

償金、訴訟和解金等を請求する行為がある場合を含む。 

 

異議、審判手続における関連証拠の状況 

異議、審判手続において、出願人が商標登録出願時に真実の使用意思を欠き、又は商標登録取得

後に、実際の使用行為がなく、かつ、使用行為の準備がなかったことを証明する証拠があり、出

願人がその使用意思を有効に立証できず、又はその不使用行為につき合理的に説明できない場合、

異議、審判手続において、係争商標の出願人が係争商標の専用権のみをもって他人に対して権利

侵害に係る苦情申立て又は訴訟を提起することにより、不当な利益を図ったことを証明する証拠

がある場合を含む。 

 

その他の考慮要素 

以下のものを含むが、これらに限られない。 

・ 出願人の発効済みの行政決定又は裁定、司法判決によって過去に商標の悪意の登録行為、他

人の登録商標専用権の侵害行為を行ったと認定された状況 

・ 出願人が悪意の商標登録出願又は商標に係る権利侵害行為により国家企業信用情報公示シス

テムにおいて重大違法信用喪失リスト等に記載された状況 

・ 出願人との間に特定の関係が存在する自然人、法人その他の組織の累計商標出願数、審査中

の商標登録出願数、指定商品又は役務の区分の状況 

・ 出願人との間に特定の関係が存在する自然人、法人その他の組織の商標の実際の取引、申込

み、申込みの誘引の状況 

 一般に、上述要素は、異議、審判手続において考慮する。 

 

② 適用状況 

以下の状況は、商標法第4条にいう使用を目的としない悪意による商標登録申請行為に該当する。

当事者が反論証拠を提供した場合を除く。 

・ 商標登録の申請数が膨大で、通常の経営活動の需要を明らかに超えており、真実の使用意図

を欠いており、商標登録秩序を乱している場合 

・ すでに一定の知名度を有している又は比較的高い顕著性を有している商標を大量に複製、模

倣、盗用し、商標登録秩序を乱している場合 

・ 同一主体が、一定の知名度又は比較的高い顕著性を有している特定の商標に対して、繰り返

して登録を申請し、商標登録秩序を乱している場合 

・ 他人の企業の屋号、企業名称の略称、ECの名称、ドメイン、一定の影響力を有する商品の名

称、包装、装飾、他人の有名で識別力のあるキャッチコピー、意匠等の商標標識と同一又は

類似の標識を大量に登録申請する場合 

・ 著名人の氏名、有名作品又はキャラクターの名称、他人の有名でかつ識別性が発生している

美術作品等の公共文化資源と同一又は類似している標識を大量に登録申請する場合 

・ 行政区画の名称、山・川の名称、観光地の名称、建築物の名称等と同一又は類似の標識を大

量に登録申請する場合 
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・ 指定商品又は役務上の一般名称、業界用語、商品又はサービスの質の直接的な表示、主要原

料、機能、用途、重さ、数等の顕著性が乏しい標識を大量に登録申請する場合 

・ 大量に商標登録申請を提出し、さらに商標を大量に譲渡し、かつ譲受人が比較的分散してお

り、商標登録秩序を乱す場合 

・ 申請者が、不当な利益をむさぼることを目的として、大量に販売、使用者又は他人に対して、

ビジネス提携を強く迫り、高額の譲渡費、使用許諾料、権利侵害賠償金等の支払いを強く要

求するなどの行為がある場合 

・ 悪意による商標登録申請行為と認定される可能性のあるその他の状況 

 

イ 商標代理監督管理規定115 

国家市場監督管理総局の決定により、2022年 10月 27日付けで商標代理監督管理規定が公布され、

同年 12月 1日から施行された。主な内容は以下のとおりである。 

① 登録できない商標の取扱い等（第15条） 

商標代理機構116は、委託者が登録申請を行おうとする商標の登録が認められない可能性が存在す

る場合、書面による通知等の方法により明確に委託者に通知しなければならない。また、商標代

理機構は、委託者が登録申請を行おうとする商標が商標法第 4 条（使用を目的としない悪意の商

標登録出願）、第 15 条（冒認出願）又は第 32 条（不正の手段による登録）の規定に該当すること

を知り、又は知るべきである場合、当該委託を受けてはならない。 

② 商標代理市場の秩序をかく乱したとみなされる行為（第29条） 

次の行為は、商標法第 68 条第 1 項第 2 号に規定する「その他不当な手段を用いて商標代理市場の

秩序をかく乱する行為」に該当する117。 

➢ 委託者が欺罔的手段若しくはその他不正な手段を用いて登録申請を行い、又は突発的な事件、

著名人、最新の話題等の情報を利用し、悪意により登録申請を行って社会主義道徳を害し、

若しくはその他の悪影響を及ぼすことを知り、又は知るべきであるにもかかわらず、受託す

る行為 

➢ 譲渡された商標が悪意により出願された登録商標であることを知り、又は知るべきであるに

もかかわらず、悪意の登録者を支援して譲渡手続をする行為 

➢ 委託者が商標権を濫用していることを知り、若しくは知るべきであるにもかかわらず受託し、

又は不当な利益のために商標権者をして商標権を濫用させる行為 

➢ 委託者が偽造、変造若しくは捏造した虚偽の資料を使用していることを知り、若しくは知る

べきであるにもかかわらず委託者による提出を支援し、又は委託者との間で悪意を通じて虚

偽の商標申請資料等を作成若しくは提出する行為 

③ 商標代理業務の停止処分等（第34条） 

市場監督管理部門は、商標法第 68 条の規定に基づき商標代理機構の違法行為に対して調査を行い、

国家知識産権局に報告する。国家知識産権局は、報告を受領し、又は商標代理機構が商標法第 68

条第 1項に違反し、情状が重いことを発見した場合、6 か月から無期限の範囲内で当該商標代理機

構の商標代理業務の受理停止を決定することができ、公告する。 

 

ウ 商標法改正草案 

2023年 1月 13日、国家知識産権局より、商標法の改正草案（意見募集稿）118が公表され、2023年

2 月 27 日までパブリックコメントが募集された。今回の改正草案では、条文の構成が 7 章第 73 条か

ら 10章第 101条となり大幅に増加している。主な改正内容は以下のとおりである。 

① 悪意による商標登録の規制強化 

中国では、先願主義を悪用して先に商標登録し高額のライセンス料や譲渡費用を要求するなどの

 
115 中国語：商标代理监管管理规定  

市場監督管理総局「商標代理監督管理規定」（http://www.gov.cn/xinwen/2022-11/29/content 5729397 htm） 
116 法に基づく登記を経て商標代理業務に従事するサービス機構及び商標代理業務に従事する法律事務所を指す（第 2条第

2項）。 
117 商標代理機構が同号に該当する行為を行った場合、是正命令及び警告を受け、1万元以上 10万元以下の過料等に処せら

れる可能性がある（商標法第 68条第 1項）。 
118 中国語：中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿） 

国家知識産権局「中華人民共和国商標法修正草案（意見募集稿）公開意見募集の通知」（https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1

/13/art 75 181410 html） 
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悪意による商標登録が問題視されており、2019年の改正では対策がなされた。今回の改正草案で

は、悪意による商標登録を防止するための規制がさらに強化されている。悪意による商標登録出

願を明確化してこれを禁止する規定を定める（第22条）とともに、悪意による商標登録出願がさ

れた場合に、当該商標の名義移転を請求できる制度（第45条から第47条）を定めている。また、

悪意による商標登録出願に対する罰則を強化しており、情状が重大な場合には5万元以上最高25万

元以下の過料、違法所得がある場合には没収を定めている（第67条）。この他、悪意による商標登

録出願によって損害を受けた場合に、損害賠償請求ができることを定める（第83条第1項）ととも

に、悪意による商標登録出願により国益、社会公共利益が損なわれた場合又は重大な悪影響を及

ぼした場合には、検察機関が提訴できる公益訴訟制度を定めている（第83条第2項）。悪意による

商標訴訟に対する損害賠償責任についても定めている（第84条）。 

② 重複登録の防止 

中国では、異議申立て、不使用審判、無効審判を防ぐために、同一の出願人が同一商標について

同一の商品又は役務で重複して登録出願することがよく見られ、消費者に混乱を与えるこのよう

な重複登録が問題視されている。そこで、重複登録禁止の基本原則により、出願人が元の登録商

標の抹消に同意した場合や一定の場合を除いて、同一権利者による同一商品又は役務における同

一商標の再登録出願を禁止する制度を定めている（第14条、第21条）。 

③ 商標の使用義務の強化 

中国では、商標登録に重きが置かれ、登録された商標が実際に使用されないことが多く、本来使

用が必要な市場主体による商標登録が阻害されていることが問題視されている。そこで、商標の

使用義務を強化する以下のような規制が定められている。まず、商標出願段階で商標の使用又は

使用承諾を要件として追加する（第5条）とともに、商標登録が許可された日から5年後の12か月

以内に、商標の使用状況又は使用しない正当な理由について説明させる義務を課している（第61

条第1項）。期間が過ぎても説明がない場合には通知がなされ、通知受領から6か月以内に説明がな

い場合には、当該商標の放棄とみなされ当該商標が抹消される（第61条第2項）。使用状況の説明

についてランダムで抜き打ち検査を行い、虚偽が発覚した場合には当該商標を取り消される（第

61条第3項）。 

④ 商標代理機構への規制強化 

中国では、2003年の規制緩和により工商登記さえすれば商標代理業務を展開できるようになった

が、監督管理が乏しかったために、一部の商標代理機構による悪意による商標登録取得や不正な

権利保護等の信用失墜行為によって、依頼者の利益と商標代理市場の秩序を損なわれていること

が問題視されていた。そこで、商標代理機構の監督管理を強化し、商標代理サービスの品質を高

めるため、商標代理機構の参入要件を定める（第68条）とともに、商標代理従事者への規律を強

化している（第69条第4項）。また、商標代理業界の自律組織に、業界の自律規範と懲戒規則を制

定させ、教育指導や懲戒実施等の自律的な規制を強化している（第70条）。この他、商標代理違法

行為の責任が強化され、違法な商標代理機構の責任者、直接の担当者及び管理責任を負う株主、

組合員は、新たに商標代理機構の責任者、株主、組合員に就任できない制限が追加された(第86条

第4項)。 

 

(3) 著作権法 

全国人民代表大会常務委員会の決定により、改正著作権法が2020年11月11日に公布され、2021年6月

1日から施行された119。知的財産権保護との関係で重要な改正内容は以下のとおりである。 

① 行政罰の強化（第53条） 

無断複製等の一定の著作権侵害行為が公共の利益をも侵害する場合について、行政罰が強化され、

停止命令、警告、違法所得の没収、権利侵害複製品及び主要な材料、工具、設備等の没収又は廃

棄処理に加えて、違法売上額が 5万元以上である場合には違法売上額の 1倍以上 5倍以下の過料、

違法経営額がない場合、算定が困難である場合又は 5 万元未満である場合、25 万元以下の過料に

処することができるとされた120。 

② 損害賠償額の算定方法変更及び懲罰的損害賠償制度の導入（第54条） 

著作権侵害による損害賠償額について、現行法では実際の損害額に基づいて算定することが原則

 
119 中国中央人民政府「全人代常務委員会による著作権法改正の決定」 

（http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/11/content 5560583 htm） 
120 改正前著作権法では、罰金額が明示されておらず、侵害品の没収等も情状が重い場合に限定されていた。 
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とされていたが、改正著作権法では実際の損害額又は侵害者が受けた利益の額に基づいて算定す

ることが原則とされた。また、損害額及び利益額を算定することが困難である場合、ライセンス

料を参考にして賠償額を決定することができるとされた。 

さらに、懲罰的損害賠償制度が導入され、故意に著作権を侵害し、情状が重い場合、算定した損

害額の 1倍以上 5倍以下で賠償額を算定することができるとされた。 

また、損害額、利益の額及びライセンス料の算定がいずれも困難である場合に裁判所が専利権の

性質等に応じて決定することができる賠償額が、現行法では 50 万元以下であるのに対し、改正著

作権法では 500元以上 500万元以下に引き上げられた。 

さらに、権利者が立証を尽くしており、侵害行為に関する帳簿及び資料を侵害者が保有している

場合、裁判所が侵害者に対して侵害行為に関連する帳簿及び資料の開示を命じることができ、開

示を拒否した場合又は虚偽の帳簿若しくは資料を開示した場合には、権利者の主張及び提出した

証拠を参考にして賠償額を判断することができる旨の規定が導入された。 

 

(4) 知的財産の保護に関するその他の関連法令 

ア 科学技術進歩法 

全国人民代表大会常務委員会の決定により、改正科学技術進歩法が 2021年 12月 24日に公布され、

2022年 1月 1日から施行された121。同法は抽象的な方向性を示す基本法的性格を有する法律であると

ころ、知的財産保護との関係で重要な内容は以下のとおりである。 

① 知的財産戦略等（第13条） 

国家は、知的財産戦略を制定及び実施し、知的財産制度を設計して十分なものとし、知的財産権

を尊重する社会環境を醸成し、知的財産権を保護し、自主的な創造を奨励する。企業、社会組織

及び科学技術人員は知的財産権の意識を高め、自主創造能力を強化し、知的財産権の創造、運用、

保護、管理及びサービス能力を高め、知的財産権の質を向上させる。 

② 財政性資金を用いて発生した知的財産権の帰属等（第32条） 

財政性資金を利用して設立された科学技術計画プロジェクトから生まれた科学技術成果について

は、国家の安全、利益及び重大な社会公共利益を棄損しないことを前提に、プロジェクト担当者

に対して法に基づいて知的財産権を取得する権利が付与される。かかる知的財産については、国

家の安全、利益及び重大な社会公共利益のために必要がある場合、国家は無償で実施し、第三者

に対して有償又は無償で実施することを許可することができる。 

③ 国内使用の奨励（第34条） 

国家は、財政性資金を利用して設立された科学技術計画プロジェクトから生まれた知的財産権に

ついて、まず国内で使用することを奨励する。かかる知的財産権を国外の組織又は個人に対して

譲渡し、又は独占的な実施を許諾する場合、当該プロジェクトの管理機構の認可を得なければな

らない。但し、法令に別段の定めがある場合には当該規定に従うものとする。 

 

イ 知的財産権侵害民事事件での懲罰的損害賠償の適用に関する解釈 

最高人民法院は、知的財産侵害に係る懲罰的損害賠償請求事件の審理に関して、「知的財産権侵害

民事事件での懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」122（2021年 3月 2日公布、同月 3日施行）という

司法解釈を公表した。主な内容は以下のとおりである。 

① 請求時期（第2条） 

原告が懲罰的損害賠償を請求する場合、訴え提起時に明確な賠償額又は計算方法及び根拠となる

事実及び理由を明確にしなければならない。 

原告が第一審の弁論終結前に懲罰的損害賠償請求を追加した場合には人民法院はこれを許可する

ものとし、第二審で追加した場合は当事者に協議させることができ、協議が成立しない場合には

別途訴えを提起するよう告知する。 

② 故意の認定（第3条） 

 
121 中国語：「中华人民共和国科学技术进步法」 

新華社「科学技術進歩法」 

（http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/25/content 5664471 htm） 
122 中国語：「最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释」 

最高人民法院「知的財産権侵害民事事件での懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」（http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-

288861 html） 
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知的財産権侵害に係る故意の認定について、以下の事由に該当する場合には人民法院は故意あり

という初期的な認定をすることができる。 

➢ 原告又は利害関係者から通知、警告を受けた後に、被告が権利侵害行為を継続した場合 

➢ 被告又はその法定代表者若しくは管理人が、原告又は利害関係者の法定代表者、管理人若しく

は実質的支配者である場合 

➢ 被告と原告又は利害関係者の間に、労働、労務、合弁、許可、販売、代理、代表等の関係があ

り、かつ侵害対象の知的財産に接触している場合 

➢ 被告と原告又は利害関係者の間に業務上のやり取りがあり、又は契約等の実行されたビジネス

があり、かつ侵害対象の知的財産に接触している場合 

➢ 被告が海賊版を利用し、又は登録商標の侵害行為を行った場合 

➢ その他故意を認定できる事情がある場合 

③ 重大な情状の認定（第4条） 

知的財産権侵害に係る重大な情状の認定について、以下の事由に該当する場合には人民法院は故

意ありと認定することができる。 

➢ 権利侵害を理由として行政処罰又は判決により責任を負った後、再び同様又は類似の侵害行為

を行った場合 

➢ 知的財産権侵害を業として行っている場合 

➢ 権利侵害の証拠を偽造、毀損又は隠匿した場合 

➢ 保全決定の履行を拒絶した場合 

➢ 権利侵害によって得た利益又は被った損失が巨額である場合 

➢ 権利侵害行為が国家安全、公共利益又は人身の健康に危害を及ぼすおそれがある場合 

➢ その他情状が重大と認定することができる事情がある場合 

 

 

1. 民法典の制定 

中国では、従来民法に関する法令が複数に分かれて制定されていたが123、これらの法令を統合して

若干の内容変更を行う形で、2020年 5月 28日に民法典が公布され、2021年 1月 1日に施行された124。

知的財産権のライセンスとの関係で重要な点は以下のとおりである。 

① 技術提供者による保証義務（第870条） 

民法第 870 条では、技術譲渡契約の譲渡人又は技術ライセンス契約のライセンサーは、自らが提

供する全ての技術について合法な権利を有しており、当該技術が完全で、瑕疵がなく、有効であ

り、契約の目的を実現することができることを保証しなければならないとされている。 

この規定は技術輸出入管理条例第 25 条と同一であり、民法典施行後は、少なくとも法令上は内国

民待遇が実現されていると評価できる。但し、国外ライセンサーの保証義務を軽減する形で内国

民待遇が実現されたわけではなく、内国民にも適用される保証義務を加重する方法によって内国

民待遇が実現されたにとどまるため、日本企業が中国において技術ライセンスを行う場合に負う

法的保証義務に実質的な影響はないものと考えられる。 

② 改良した技術成果の分配（第875条） 

民法第 875 条では、当事者が互恵の原則に基づいて、契約上で専利の実施、技術的秘密の使用後

に改良した技術成果の分配方法を定めることができ、規定が不存在又は不明確であって、民法第

511 条の規定によってもなお確定することができないときは、一方当事者が改良した技術成果につ

いて他方当事者はこれを享受する権利を有しないとされている。 

この条項は、従来の契約法第 354条の規定を引き継ぐものである。 

 

 
123 具体的には、民法総則、民法通則、物権法、担保法、契約法、不法行為法、婚姻法、相続法、養子縁組法である。 
124 全国人民代表大会「民法典」 

（http://www npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml） 

（３）2022 年版不公正貿易報告書 P.52-54の「（３）特許・ノウハウ等のライセンス等への規制」＜措置の概

要と懸念点＞＜最近の動き＞に記載の中国の措置について、関連する法令（中国契約法、技術輸出入管理条

例、輸出禁止・輸出制限技術リスト）を中心に改正の動きの有無・状況を含めて 2021年以降の最新情報を調

査ください。 
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2. 輸入禁止・輸入制限技術リスト125の改訂 

商務部は、2021 年 11 月 2 日に、対外貿易法及び技術輸出入管理条例を根拠とする輸入禁止・輸入制

限技術リストの改訂版を公表し、同リストは即日施行126され、同日付で 2007 年版の同リストは廃止さ

れた127。 

2007年版と 2021年版を比較すると、2021年版では、輸入禁止又は制限の対象となる技術の項目数に

ついて、106項目（84％）が削除、4項目が追加、2項目が修正されており、輸入に関する規制は大きく

緩和されたといえる。 

新たに追加された 4項目は、高病原性病原微生物、高度偽造技術、データ暗号技術、果物野菜鮮度保

持技術（果物野菜の殺菌技術に用いるカルベンダジム技術）である。修正された 2項目は、農業遺伝子

組み換えバイオ応用テクノロジー（現代のバイオテクノロジーの手段によって改良された遺伝子エン

ジニアリング植物種子種苗、動物種畜種禽、水産種苗・微生物菌株）、電池生産技術（電池生産設備・

技術の項目名から設備の文字が削除された。）である。その他の記載技術は以下のとおりである。 

輸入禁止技術は、化学原料及び化学製品製造業（農医薬生産技術、シアン化ナトリウム生産工芸、

石油化学工業用水処理製剤の配合成分）、非金属鉱物製品業（耐火材料技術）、有色金属製錬、圧延加

工業（シアン化法電器めっき真鍮連続作業ライン技術）、自動車製造業（自動車フロン空調システム技

術及び石綿摩擦材料製品技術）、電気機械及び機材製造業（鉛含有の絶縁塗料技術、ハロゲン族元素含

有の銅張積層板技術、電池製造技術、フロン冷却技術）。 

輸入制限技術は、紡績業（捺染技術）、化学原料及び化学製品製造業（硫酸生産技術、顔料生産技

術）、汎用設備製造業（高速印刷機製造技術）、電気機械及び機材製造業（高エネルギー消費の家庭用

電気機器製品製造技術）、電力、熱生産・供給業（超臨界発電技術、臨海前発電ユニット設計、製造技

術）、貨幣金融サービス（人民元印刷特有の偽造防止技術、工芸）。 

 

3. 輸出禁止・輸出制限技術リスト128の改訂案 

 商務部は、2022年 12月 30日に、対外貿易法と技術輸出入管理条例を根拠とする輸出禁止・輸出制

限技術リストの改訂案を公表し、パブリックコメントを募集した129。 

 今回の改訂案では、32つの技術項目が削除、36つの技術項目が修正、7つの技術項目が新しく追加

され、改訂後の技術の項目数は全部で 139項目となる。商務部は、今回の修正により、技術項目が大

幅に削除され、技術項目の規制要点が詳細にされ、国際的な技術協力を強化するための積極的な条件

が新しく作られるとしている。 

 削除された技術項目は、農業、食品業、紡績業、化学工業、設備製造業等の伝統的な産業の技術項

目が多く、このような伝統的な技術への規制は緩和されている傾向が見られる。 

 一方で、追加された技術項目は、クローン・遺伝子編集技術や合成生物技術等のバイオテクノロジ

ー、 アアース採掘技術、太陽光発電のシリコンウェハー生成技術、車載用の ーザー、レーダー等

の重要なハイテク産業の技術項目が多く、国の安全保障や社会公共の利益上重要なハイテク産業への

規制は強化されている傾向が見られる。 

 

（４）2022年版不公正貿易報告書P.54の「（４）標準必須特許を巡る訴訟における禁訴令の発出」＜措

置の概要＞および＜国際ルール上の問題点＞に記載の中国の措置について、2021年以降に禁訴令の請求

がなされた訴訟に関する情報（禁訴令の請求の認否にかかわらず、禁訴令の請求がなされた中国国内の

訴訟及び禁訴令の対象となった中国国外の訴訟に関する、事件番号、原告、被告、請求の理由、判決及

び／又は裁定の概要及び全文、事件の経緯）、禁訴令に係る中国政府又は中国法院による指針等の情報

を調査ください。 

参考：ジェトロ北京事務所「中国裁判における標準必須特許（SEP）に係る法令・判例調査及び域外適

用の影響に関する研究調査」2022年3月 

 
125 中国語：中国禁止进口限制进口技术目录 
126 商務部「《中国輸入禁止輸入制限技術リスト》の公布」（http://fms mofcom.gov.cn/article/a/ae/202111/20211103215354.sht

ml） 
127 商務部「《中国輸入禁止輸入制限技術リスト》の廃止について」（http://www.mofcom.gov.cn/article/zcfb/zcwg/202202/202

20203280177.shtml） 

（http://fms mofcom.gov.cn/article/a/ae/201911/20191102909332.shtml） 
128 中国語：中国禁止出口限制出口技术目录 
129 商務部「中国輸出禁止輸出制限技術リストの修正について 公開意見募集の通知」（http://www.mofcom.gov.cn/article/zq

yj/zqjy/202212/20221203376695.shtml）  
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107/19）、カールスルーエ上訴裁判所で上訴中の 6 U120/20、EP1186177（事件番号 2 O 111/19） 

・ ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所 EP1440515（事件番号 4c O 53/19） 

・ インドのニューデリー高等裁判所 IN241109、IN295753 以及 IN252965[事件番号 CS（COMM）
581/2019]  

・ ブラジルのリオデジャネイロ州裁判所 P10211263-9（事件番号：0131462-77.2020.8.19.0001） 

・ ノキア及びその関連会社は、本案の終審判決が出る前に、その他の法域の裁判所において、レノボ

の製品に対して提起する特許侵害訴訟手続において獲得する可能性のある仮に及び/又は永久に権利

侵害を差し止める判決又は決定を執行することができない。 

⑤ 請求の理由： 

ノキア及びその関連会社は、ドイツ、アメリカ、インド、ブラジル等の裁判所で大規模にレノボに

対する特許侵害訴訟を提起し、かつ禁止救済を得る可能性があり、これらは本案の審理において継

続的な威圧となっている。もしノキア及びその関連会社がレノボに対して提起しているいずれかの

特許侵害訴訟において、権利侵害の差し止め判決又は決定を執行した場合、レノボは現実に緊迫し

た威圧を受けることになり、レノボは、ノキアが提示する明らかに FRAND 原則に適合しないライセ

ンス条件を受諾し、グローバルな和解に応じなければならなくなる。深圳市中級人民法院の本案審

理も重大な妨害を受け、たとえ裁判所が判決をしても、当該判決を実際に執行できなくなる。2020

年 9月 30日、ドイツのミュウヘン裁判所は、事件番号 21 O 13026/19の特許権侵害案件において、レ

ノボに EP1433316欧洲特許の権利侵害の差し止めを命じる判決をした。2020年 10月 20日、被申請者

は、当権利侵害差し止め判決の仮執行を申請した。しかし、2020年 10月 30日、ミュウヘン高等裁判

所は、ミュウヘン裁判所の判決理由が成立するのに十分ではない可能性があると判断し、当該仮執

行判決は中止された。現在、レノボは、ノキアからのグローバルな訴訟に緊迫して直面しており、

日に日にその圧力が増している。申請者がノキア及び関連会社に対して行為保全を申請することを

支持していただきたい。 

⑥ 裁定の概要： 

深圳市中級人民法院は、禁訴令の申請を却下した。レノボとノキアは、H.264 標準必須特許のライセ

ンス協議が合意に達することができず、多くの国で並行して訴訟が行われている。本件訴訟と両当

事者がドイツ、アメリカ、インド、ブラジル等の国で行っている訴訟には一定程度の関連性がある。

レノボ北京とレノボ深圳は、本裁判所に行為保全申請を提出し、ノキア及びその関連会社に対し、

本案の終審判決が出される前に、ドイツのミュウヘン地方裁判所、マインハイム地方裁判所、デュ

ッセルドルフ地方裁判所、インドのデ ー136高等裁判所、ブラジルのリオデジャネイロ州裁判所及

びその他の法域の裁判所において、特許侵害訴訟手続で獲得する可能性があるいかなる仮の又は永

久の差し止め判決又は決定を執行することができないことを請求している。上述の域外の裁判所の

案件はいずれも判決が出ていない状態であり、これらの案件については、レノボ社が勝訴する又は

双方が調停により紛争解決ができる可能性がある。言い換えれば、被申請者が執行して申請者の権

益を害することができる域外の裁判所の判決又は決定がまだ存在しない。そのため、申請者の申請

に対して、行為保全の法律規範に従い、判断することができないとして、深圳中級法院は、レノボ

北京、レノボ深圳の行為保全申請を却下した。 

 

4. 禁訴令に係る中国政府又は中国人民法院による指針等 

「最高人民法院ウェブサイト137」、「中国司法部ウェブサイト138」、「北大法宝」、「中国知識産権

情報ネット139」、「国家知的財産権戦略ネット140」や中国の検索エンジン百度のネット検索において調

査を行ったが、禁訴令に係る中国政府又は中国人民法院による指針等は確認できなかった。 

なお、禁訴令に対する規定ではないが、2019年 1月 1日から施行されている「知的財産権紛争の行為

保全案件の法律適用審査の若干問題に関する規定141」第 7条では、行為保全の申し立ての審査に関する考

 
136 裁定では、デリーと書かれているが、ニューデリーの誤記と思われる。 
137 最高人民法院ウェブサイト（https://www.court.gov.cn/） 
138 中国司法部ウェブサイト（http://www.moj.gov.cn/） 
139 中国語：中国知识产权资讯网  

中国知識産権報社「中国知識産権情報ネット」（http://www.iprchn.com/index html） 
140 中国語：国家知识产权战略网  

中国知識産権報社「国家知識産権戦略ネット」（http://www nipso.cn/） 
141 中国語：关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定  

最高人民法院「知的財産権紛争の行為保全案件の法律適用審査の若干問題に関する規定」（https://www.court.gov.cn/zixun-x
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慮要素を定めており、①申立人の請求が事実の基礎と法律の根拠を有しているか否か（保護を請求され

る知的財産権の効力が安定しているかを含む。）、②行為保全措置を講じないことにより、申立人の合

法的権益に補填しがたい損害又は案件の裁決の執行が困難になるなどの障害を生じさせるか否か、③行

為保全措置を講じないことにより申立人が被る損害が行為保全措置を講じることにより被申立人が被る

損害を上回るか否か、④行為保全措置の実施が社会公共の利益を損なうか否か、⑤その他考慮すべき要

素を総合考慮しなければならないと規定している142。 

 なお、禁訴令ではなく、標準必須特許に関するものであるが、標準必須特許権利者の権利行使を制限

する方向での下位法令案が出されている。2022年 6月 24日に、独占禁止法が改正され、同年 8月 1日よ

り施行された。独占禁止法改正に際して、同年 6月 27日には独占禁止法の下位法令の改正案が公表さ

れ、そのうち「知的財産権の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定143」では、知的財産領

域の独占禁止法の適用について調整しており、標準必須特許権利者の権利行使を制限する方向の規定が

追加されている（改正案第 16条第 2号、第 3号）。 

 

一方的措置・その他 

（１）2022年版不公正貿易報告書 P55の「（１）外国の法律と措置の不当な域外適用を阻止する弁法」と

「（２）反外国制裁法」について、当該法令が具体的に適用された事例も含めて新たな動向があれば調

査・報告ください。 

1. 概説 

2022年は、半導体の対中輸出規制の大幅な強化、ウイグル強制労働防止法による輸入規制の強化な

ど米国による対中規制が強化され、これに対して中国の外交部の報道官からも抗議が数多くなされた。

このため、中国において、外国の法律と措置の不当な域外適用を阻止する弁法（以下「阻止弁法」と

いう。）及び反外国制裁法による対抗措置が行われる懸念が高まっているが、2022年は民間企業に直

接的な影響が出る対抗措置は確認されていない。主な対抗措置は以下のとおりである。 

 

2. 外国の法律と措置の不当な域外適用を阻止する弁法 

(1) 概説 

阻止弁法の主管部門である商務部のウェブサイト144にて、阻止弁法の適用事例を調査したが確認さ

れなかった。また、阻止弁法が問題となった裁判例が2件確認されたが、阻止弁法による損害賠償請求

を認めた事例は確認されなかった。 

2022年10月7日、米国が半導体に関する中国の輸出規制を大幅に強化しているが、これらの措置は再

輸出規制などの域外適用の範囲を広げるもので、この措置による中国の半導体産業への影響は大きく、

中国において阻止弁法上の措置が採られる可能性があるため、今後の動向に注視する必要がある。 

 

(2) 裁判例 

ア 概説 

 阻止弁法第9条第1項では、「中国の公民、法人又はその他組織は、関連する主体が禁止令の対象

となる外国の法律及び措置を遵守したことによって自己の合法的な権利・利益が侵害されたとき、中

国の法院に訴訟の提起及び強制執行の申立てを行うことができる」と定めている。阻止弁法について

検討されている公表事例として、以下2つの裁判例が確認されたが、阻止弁法による損害賠償請求を認

めた事例は確認できなかった。 

 

 

iangqing-135341 html） 
142 広州海自法院のウェブサイトで公表されている禁訴令に関する評論において、禁訴令の考慮要素として当該規定を参照

し得ることが記載されている（https://www.gzhsfy.gov.cn/hsmh/web/content?gid=93982）。 
143 中国語：禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定（征求意见稿） 

市場監督管理総局「知的財産権の濫用により競争を排除・制限する行為に関する規定」（https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/20

2206/t20220627 348161 html） 
144商務部ウェブサイト（http://search mofcom.gov.cn/allSearch/?siteId=0&keyWordType=title&acSuggest=%E4%B8%8D%E5%8

F%AF%E9%9D%A0%E5%AE%9E%E4%BD%93%E6%B8%85%E5%8D%95%E8%A7%84%E5%AE%9A）（2023年 2月 21日

確認） 
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２．ASEAN 諸国（タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピ

ン）  

２－１．タイ  

サービス貿易 

 

1. 海外のデジタルプラットフォーム（OTT）に対する規制 

タイでは、Google、Facebook、Alibabaなどの外国のデジタルサービスプロバイダーに付加価値税の

支払いを義務づける法令が2021年2月11日に発効された155。同法令により、タイ国内においてインター

ネットサービスを提供する非居住会社及びプラットフォーマー（年間180万バーツ（約54,400米ドル）

以上の利益を上げるものに限る。）は、同年9月1日以降の売上の7%のVATを支払う必要がある。なお、

インターネットサービスには、ゲーム、Eコマース、ホテル予約、メディアストリーミングプラットフ

ォームが含まれる。 

また、OTTサービス提供者は、インターネットを通じて映像等を提供する場合には、タイの国家放送

通信委員会（National Broadcasting and Telecommunications Commission：NBTC）から認可を得る必要が

ある（the Notification of the NBTC re: Criteria and Procedures for Permitting Radio or Television Broadcasting 

Network Services）ほか、OTTコンテンツについても、コンテンツの種類ごとに関連する法令（著作権

法、個人データ保護法、コンピュータ犯罪法等）を遵守する必要がある。 

なお、NBTC及びTIME Consulting Co., Ltd.が公表した「OTTの競争条件と規制に関する報告書」にお

いては、イギリスのBritbox、シンガポールのHOOQ、韓国のWavveなどの先行事例を参考に、国産コン

テンツ振興のための国産コンテンツプラットフォームの立ち上げや、OTT事業者に対してローカルコン

テンツ枠の確保を課すことなど、ローカルコンテンツの推進のための各種施策を提言しており、今後

も継続的に検討されるものと考えられる。 

 

 

2. タイの個人情報保護法（PDPA）の施行 

PDPAは2019年5月27日に官報に掲載され、当初は2020年5月27日に全面的に適用が開始される予定で

あったが、COVID-19の影響によりPDPAの適用開始日は2度延期され、2022年6月1日に全面的に適用が

開始された。また、PDPAの規制対象及び適用される地理的範囲は以下の通りである。PDPAは、①タ

イ所在の情報管理者156・情報処理者157が、個人データの収集、使用又は開示をする場合（当該行為を

タイ国内で行うか否かを問わない。）、又は②タイ国外所在の情報管理者・情報処理者が、（i）タイ

所在者に商品又はサービスを提供する場合（対価の有無を問わない。）、若しくは(ii)タイ国内におけ

る行動の監視を行う場合に適用される。②のとおりタイ国外の法人（外国法人）にもPDPAの適用があ

り得る。情報管理者は、原則、本人から事前に個人データの収集、使用又は開示について同意を取得

した場合にのみ、当該収集、利用又は開示を行うことができること、個人に対して個人データの消去

請求権や修正の権利を認めることなどが法令によって定められており、当該法令に違反した場合は、

 
155 タイ政府（http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/011/T 0001.PDF）（2023年 1月 31日確認） 
156 個人データの収集、使用及び開示に係る決定権限を有する個人又は法人 
157 情報管理者に代わって又はその指示で、個人データの収集、使用及び開示を行う個人又は法人 

（１）ASEAN 各国のサービス貿易に対する措置のうち、電子商取引に係る措置（外国メディア・コン

テンツ規制、OTT 規制、データ流通規制等）に関して、新たな規制の導入や既存措置への変更等があれ

ば調査・報告ください。特にタイ、インドネシア（データローカライゼーション政策）及びベトナムで

導入・検討されている政策について、調査・報告ください。 
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違反事項によっては、罰金や禁固、過料が課される場合がある158159160。  

 
158 タイ政府個人情報保護委員会（PDPC）（https://www.mdes.go.th/mission/82）（2023年 1月 31日確認） 
159 タイ政府個人情報保護委員会（PDPC）「個人情報保護法の告示、準則等」（https://www.mdes.go.th/mission/detail/2319-%

E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E

0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E

0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%

B8%84%E0%B8%A5）（2023年 1月 31日確認） 
160 タイ政府個人情報保護委員会（PDPC）「個人情報保護法に関するインフォグラフィック」（https://www.mdes.go.th/missi

on/detail/2317-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%

E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E

0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C）（2

023年 1月 31日確認） 
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関税 

 

1. 関税構造 

2022年度のWTOの資料161によれば、2021年のタイの非農産品の譲許税率は71.5％、平均実行税率は

8.4％、そして単純平均譲許税率は25.7％となっている。また、衣料品及び輸送機械の平均実行税率は

29.6%と22.8%となっており、2019年から変化はない。 

その他記載されている高関税品目（洗濯機・冷蔵庫（HSコード8418）：最高 30%、自動車部品（HS

コード8708）：最高30%、自転車（HSコード8712）：最高：30%）の税率には変更は見られない。また、

その他の高関税品目（平均実行税率 35%以上）として、10人以上の人員（運転手を含む。）の輸送用

の自動車（HSコード8702、平均実行税率：40%、最高：40%）、貨物自動車（HSコード8704、平均実

行税率：36%、最高：40%）、車体（HSコード8707、平均実行税率：54%、最高：80%）、モーターサ

イクル、補助原動機つきの自転車及びサイドカー（HSコード8711、平均実行税率60％、最高：60％）

がある162。 

 

2. デジタルサイネージ・プロジェクターに係る関税 

デジタルサイネージの HS コードとしては、8529.90が考えられる。8529.90 の詳細は、8529.90.20、

8529.90.40、8529.90.51、8529.90.53、8529.90.54、8529.90.55、8529.90.59、8529.90.91、8529.90.94、

8529.90.99 が含まれいずれの品目も関税は賦課されない。プロジェクター（HSコード8528.59）も上述

のデジタルサイネージ同様、輸入関税は賦課されない。なお、物品の輸入目的によっては、関税がか

かることがある163。 

 

3. タイにおける関税体系について 

タイにおいては、関税法 B.E.2560（2017 年）及びその関税率布告によって、関税体系が規律されて

いる。 

基本的な体系としては、一般税率及びASEAN共通効果特恵関税（CEPT）税率、自由貿易協定（FTA）

の適用税率、一般特恵関税制度（GSP）税率、世界的貿易特恵関税制度（GSTP）税率から構成されて

おり、関税の種類としては、基本的に従価税となっているが、一部の品目には重量税が課されており、

このほかにも付加価値税（VAT）、個別物品税が課されることがある164。 

対日輸入適用税率については、基本的には一般税率であるが、経済上の連携に関する日本国とタイ

王国との間の協定（JTEPA）若しくは日・ASEAN 包括的経済連携（AJCEP）に基づく原産地規則を満

たせば、それら協定のタイ国譲許表に定める条件に従って関税を撤廃、又は引き下げられることにな

る。JTEPA の下では、ギアボックス、クラッチ、シートベルトなど 80 品目で輸入関税が撤廃された。

但し、対象品目はHS8702~8705（乗用車、貨物自動車、バスなど）に限られ、かつ輸入者は自動車製造

 
161 WTO ”WORLD TARIFF PROFILES 2022”（ https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）178頁

（2022年 12月 25日確認） 
162 FedEx 「WorldTatiffオンラインデータベース」, （https://ftn fedex.com/wtonline/jsp/navframe.jsp?pageName=wtoMain.jsp&cu

rrent=Search%20Options）（2022年 12月 25日確認） 
163 例えば、空気分離フィルター（8529.90.20）については、基本的には無関税であるが、ラジオやテレビに使用される場合

には、10％の関税がかかることになる。 
164 JETRO「関税制度」（https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/trade 03 html）（2022年 12月 25日確認） 

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.65,66 の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載のある関

税率や、「最近の動き」の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵攻に

よる関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）に変

更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及び実行関税

率、譲許税率を報告ください。特に、デジタルサイネージ・ プロジェクターについて、ITA の対象品目

で無税であるにもかかわらず有税として通関されたという事例を聞いております。現地税関の方針や通

達等でそのような現状があるのか、可能な範囲で調査ください。 
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会社若しくは自動車部品製造会社に限定されており、タイ工業省工業経済局の輸入証明書を取得する

必要がある165166。 

4. 新型コロナウィルスの影響による関税措置 

（1） COVID-19への対処又は防止のため輸入される物品に対する関税の免除に関する財務省の通達167 

関税を免除される医療品及び医療機器には、医薬品が12品目（医薬品の完成品11品目、医薬品用化

学製品1品目）、医療機器が38品目（検査機器やマスクなど）、洗浄・消毒用有毒物質が2品目（次亜

塩素酸ナトリウム濃縮液、過酸化水素濃縮液）が含まれており168、本措置は、2021年4月28日付けで、

1年間の延長が公表された（2021年4月1日から2022年3月31日まで有効）169。本措置は、延長されず現

在においては失効している。 

 

（2） COVID-19発生の影響を受けたタイ国内輸入業者のための原産地証明書の表示に関するタイ税関

の通知（No 81/2563）170 

一般的に、タイ国内輸入業者は、FTAに基づく関税の減免の主張を裏付けるために、輸入申告時に原

産地証明書の原本の提出を求められている。2020年3月4日、税関は、輸入時に原本が入手できない場

合に限り、ASEAN-中国FTAに基づく輸入についてのみ、輸入者が原産地証明書のコピーを提出するこ

とを認める暫定措置を発表した。様式Eの原本は、物品が税関から通関された日から30日以内に提出し

なければならない。 

その後、上述の措置は2020年4月16日に取り消され、既存の全てのFTAに基づく原産地証明書に適用

される新たな措置に取って代わった。新制度では、輸入日から30日以内に原産地証明書の原本を提出

できない場合、輸入業者が期限を30日延長できるようにした。本措置は、2021年9月21日付け税関通達

により、原産地証明書（C/O）の受け付け要件を緩和する措置を2022年3月31日まで延長した171。本措

置は、その後延長されたものの2022年9月で失効している。 

 

5. 露のウクライナ侵攻による関税に係る制裁措置 

 タイとロシアの伝統的友好関係の影響もあり、特段制裁措置は取られていない。 

  

 
165 JETRO「EPAの原産品判定基準と特恵関税：タイ向け輸出」（https://www.jetro.go.jp/world/qa/04E-080302 html）（2022

年 12月 25日確認） 
166 外務省「Agreement between Japan and the Kingdom of Thailand 

for an Economic Partnership」（https://www mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/epa0704/op.pdf）（2022年 12月 25日確認） 
167 タイ財務省 “Announcement Link”（http://www.customs.go.th/data files/0b00bf21584cec58a888af12ec45917b.pdf）（2022年 12

月 25日確認）タイ財務省 “Notification Link”（http://www ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/083/T 0019.PDF）（2022

年 12月 25日確認） 

タイ財務省 “List of exertion good”（http://www ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/092/T 0015.PDF）（2022年 12月 25

日確認） 
168 JETRO「2021年 5月 11日付 保健省公表リスト（医療用品・医療機器の輸入関税免除品目）」（https://www.jetro.go.jp/vi

ew_interface.php?blockId=31881983）（2022年 12月 25日確認） 
169 タイ財務省 “Announcement Link”（http://www ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/090/T 0005.PDF）（2022年 12月 25

日確認） 
170 タイ財務省 “Announcement Link”（http://www ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/101/T 0007.PDF）（2022年 12月 25

日確認） 
171 JETRO（https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/09/4ffb1d77188ec490.html）（2022年 12月 25日確認） 
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5. 電気通信法の改正 

2022年10月下旬、OTT通信サービスに対して、通信サービスの提供条件、サービスプロバイダーの責

任、国内及び国外のサービスプロバイダーの登録、消費者保護に関する規定を定めた改正電気通信法

の草案が公開され192、パブリックコメントに付された。当該法律は、国内だけでなく、国外の事業者

にも適用がある。 

 

  

 
192 電気通信法（https://mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB DuThaoVanBan=2137&replyUrl=/pa

ges/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx）（2023年 1月 1日確認） 
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る、と規定した。 

※ 国内保存対象データ： 

ベトナムにおけるサービス利用者の個人情報に関するデータ、ベトナムにおけるサービス利用者が

作成したデータ（サービス利用アカウント名、サービス利用時間、ク ジットカード情報、Eメール

アドレス、直近のログイン・ログアウトのIPアド ス、登録電話番号）、ベトナムにおけるサービス

利用者の関係（友人、利用者が接続又は交流するグループ）。 

※ 保存方式、期間等 

政令53号で以下の通り規定された。 

➢ 保管方式：対象企業が決定する。 

➢ 保管期間：要求通知を受けてから少なくとも24か月 

➢ ベトナムで支店・駐在員事務所を維持する期間：要求通知を受けてからベトナムにおける事業

がなくなるまで 

※ ガバメントアクセス 

所轄当局は、国家の安全保障を害し、社会秩序・安寧に重大な影響を生じるサイバーセキュリティ

法令上の違反行為があった場合、その裁量により、データの開示要請、データ収集、削除要請等を

含む措置を講じることができる。 
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２－３．インドネシア  

サービス貿易  

 
 

1. 電子システム及び電子取引の運営に関する政府規則2019年71号 

インドネシアでは、データローカライゼーションに関して、2019年10月10日に、政府規則2012年82

号のデータセンター設置義務の内容を変更する政府規則2019年71号が施行された219。政府規則2019年

71号に基づき、公的分野における電子システム運営者は、インドネシア国内にデータセンターを設立

し、個人データを処理する必要があるが、他方で、民間分野における電子システム運営者は、金融業

等個別法で異なる規制が行われる事業分野を除き、インドネシア国内にデータセンターを設置する義

務はなく、国外でデータを処理することも認められている。なお、法令上は、一定の場合に、監督機

関によるガバメントアクセスが認められていることに留意が必要である。 

 

2. OTT規制 

現行のインドネシアにおけるOTT規制は、郵便、テ コミュニケーション及び放送に関する政府規則

2021年46号220、電子システム及び電子取引の運営に関する政府規則2019年71号、電子システムを通じ

た取引に関する政令2019年80号221、電子システムを通じた取引における事業関係者の事業ライセンス、

広告、発展及び監督に関する商業大臣規則2020年50号222、及び民間電子システム運営者に関する通信

情報大臣規則2020年5号223（同2021年10号により改正224）等が存在する。主な内容は、インドネシアで

事業活動を行っているOTT事業者に対して、通信情報省に対する登録義務等が存在する。また、インド

ネシア国外からOTT事業を行う場合に、一定の要件を満たすとインドネシア国内における駐在員事務所

の任命義務等が発生する点にも留意が必要である。電子システムの維持に関する規制、苦情処理手続

及びコンテンツ規制等も定められている。 

 

3. インドネシアの個人情報保護法（PDP法） 

個人データの保護に関する法律2022年27号はインドネシアで初の網羅的な個人情報保護法として

2022年10月17日に成立し、同日に施行されている225。PDP法は、個人及び法人等が、インドネシア国

内に所在し個人データの処理等を行う場合並びにインドネシア国外に所在しインドネシア国籍者で

ある個人データ主体に法的影響を及ぼす場合等に適用される。個人データの処理における、個人デ

ータ主体の同意や、修正の権利等、GDPRを参考とした規定となっている。 

 
219 インドネシア法務人権省「政府規則 2019年 71号」（https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/LN185-PP71.pdf）（2

023年 1月 31日確認）） 
220 インドネシア政府「郵便、テレコミュニケーション及び放送に関する政府規則 2021年 46号」）（https://peraturan.go.id/c

ommon/dokumen/ln/2021/pp46-2021bt.pdf）（2023年 1月 31日確認） 
221 インドネシア政府「電子システムを通じた取引に関する政令 2019年 80号」（https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2

019/pp80-2019bt.pdf）（2023年 1月 31日確認） 
222 インドネシア政府「電子システムを通じた取引における事業関係者の事業ライセンス、広告、発展及び監督に関する商

業大臣規則 2020年 50号」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160273/permendag-no-50-tahun-2020）（2023年 1月 31日

確認） 
223 インドネシア政府「民間電子システム運営者に関する通信情報大臣規則 2020年 5号」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/

Details/203049/permenkominfo-no-5-tahun-2020）（2023年 1月 31日確認） 
224 インドネシア政府「民間電子システム運営者に関する通信情報大臣規則 2020年 5号の 2021年 1号改正」（https://peratur

an.bpk.go.id/Home/Details/203121/permenkominfo-no-10-tahun-2021）（2023年 1月 31日確認） 
225 個人情報保護法）（https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf）（2023年 1月 31日確

認） 

（１）ASEAN 各国のサービス貿易に対する措置のうち、電子商取引に係る措置（外国メディア・コン

テンツ規制、OTT 規制、データ流通規制等）に関して、新たな規制の導入や既存措置への変更等があれ

ば調査・報告ください。特にタイ、インドネシア（データローカライゼーション政策）及びベトナムで

導入・検討されている政策について、調査・報告ください。 
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関税 

1. 関税構造 

2021年におけるインドネシアの非農産品の譲許率は95.5%、単純平均譲許税率は35.8%であり、昨年

と比べて大きな変化はない。また、非農産品の平均実効税率は8.0%であり、衣類（平均23.9%）、輸送

機械（平均13.5%）と、2018年から変化はない226。 

なお、2017年2月27日に財務大臣令2017年第31号において、日本インドネシア経済連携協定（JIEPA）

に基づく特定用途免税制度（USDFS)により関税が0%となる品目数（HSコードで251品目＋12品目）に

変更はない。また、2018年1月22日付の工業大臣規定2018年第3号において指定した、特定用途免税制

度を通じた特別便宜の利用が可能な工業分野に変化はない。 

また、関税が引き上げられた IT製品（特に 8517類の携帯電話関連）はない。 

 

2. デジタルサイネージ・プロジェクターに関する関税 

インドネシアでは、テレビに組み込まれないカラーのモニター・プロジェクター（HS コード

8528.59.10）がデジタルサイネージ・プロジェクターに該当する。テレビに組み込まれないカラーのモ

ニター・プロジェクター（HS コード 8528.59.10）の輸入関税率は、10.0％であり、そのほかに VAT 及

び源泉徴収税（withholding tax）として、それぞれ 10.0％の税率がかけられている227。 

 
226 WTO ”WORLD TARIFF PROFILES 2022” （107頁）（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.p

df）（2022年 12月 26日確認） 
227 FedEx 「WorldTatiff オンラインデータベース」（https://ftn fedex.com/wtonline/jsp/navframe.jsp?pageName=wtoMain.jsp&cur

rent=Search%20Options）（2022年 12月 25日確認） 

（１）2022 年度版不公正貿易報告書 P.78,79 の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載のある

関税率や、「最近の動き」（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵攻による

関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）の内容に

変更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及び実行関

税率、譲許税率を報告ください。IT 製品（特に 85 類 17 項の携帯電話関連）で関税が引き上げられた

品目は無いか、追加関税引上げ品目があった場合は、品目番号（ＨＳコード）、品目名、どのくらい税

率が引き上げられたのか、また譲許税率の範囲内か調査ください。また、関税が引き上げられた背景に

ついて、現地報道など可能な範囲で調査ください。またタイと同様に、デジタルサイネージ・プロジェ

クターについて、ITA の対象品目で無税であるにもかかわらず有税として通関されたという事例を聞い

ております。現地税関の方針や通達等でそのような現状があるのか、可能な範囲で調査ください。 
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3. インドネシアにおける関税体系について 

インドネシアにおいては、1995年第 10号通関法（2006年 11月 15日付法律第 17号）によって、関税

体系が規律されている。その他にも、輸入関税、罰金、追徴金の還付手順（2005 年 5 月 26 日付財務大

臣規定 2005年第 38 号（No.38/PMK.04/2005））といった規定により規律される。 

基本的な体系としては、一般税率（輸入関税、輸出関税）、ASEAN 共通効果特恵関税（CEPT）税率、

自由貿易協定（FTA）の適用税率、一般特恵関税制度（GSP）税率、世界的貿易特恵関税制度（GSTP）

税率から構成されており、関税の種類としては、基本的に従価税となっている。 

対日輸入適用税率については、日本インドネシア経済連携協定（JIEPA）、ASEAN 日本包括的経済連

携（AJCEP）を利用することで関税の減免が受けられる。例えば、JIEPA に基づく、特定用途免税制度

（USDFS）を利用することで、自動車、電気電子、重機・建機、エネルギーなど特定の用途のための

輸入に対して、関税が免除される228。 

 

 

4. 新型コロナ対策の輸入品免税措置の改定 

  インドネシア政府は、新型コロナウイルス対策の目的で輸入する物品の輸入税等、諸税を免除する

財務大臣規則第 34/PMK.04/2020 を 2020 年 4 月に制定して229、2020 年 7 月（財務大臣規則第

 
228 JETRO「関税制度」（https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/trade 03 html）（2022年 12月 25日確認） 
229 インドネシア政府 「財務大臣規程 2020年第 34号」（http://repository.beacukai.go.id/download/2020/04/24b0a4122ce259f620

158035bc24c42e-salinan-pmk-34.pdf）（2022年 12月 25日確認） 
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83/PMK.04/2020）230、2020年 10月 （財務大臣規則第 149/PMK.04/2020）231、2021 年 7 月（財務大臣規

則第 92/PMK.04/2021）232及び 2022年 11月（財務大臣規則第 164/PMK.04/2022）233の 4回にわたり改正

した。2020 年 10 月及び 2022 年 11 月の改正により、ハンドサニタイザーや消毒剤、マスク（N95 マス

ク以外）、医薬品（モルヌピラビル・ニルマトレルビル等以外）、保育器等が免税対象から外れ、他

方で 2021年 7月の改正により酸素濃縮器や酸素生成器が新たに免税対象となった。 

免税措置を受けたい物品が輸入規制対象品の場合は、国家防災庁（BNPB）の推薦状を取得する必要

があり、輸入時に税関へ推薦状を提出すれば、同庁や所管省庁が定めた一定の枠内で当該輸入規制や

諸税の免除を受けることができる。推薦状の取得や免税申請の手続は、「インドネシア・ナショナ

ル・シングルウィンドウ（INSW）」から行うことができる。 

 

5. 露のウクライナ侵攻による関税に係る制裁措置等の具体的な内容 

特段制裁措置は取られていない。 

 

6. インドネシア政府による原材料の輸出禁止措置 

インドネシア政府は、加工産業の発展を意図して、一部の原材料については輸出禁止措置を取って

いる。2019年に1.7％未満の品位のニッケルの輸出禁止が規定された234ほか（なお、当該措置について

はWTOパネルが設置され、1994年GATT協定に反することが認定されている235）、2023年6月にはボー

キサイト鉱石の輸出禁止を行うことが大統領より発表されている236。報道ベースの情報ではあるが、

銅やすずについても輸出禁止の可能性が取り沙汰されている237 238。 

  

 
230 インドネシア政府「財務大臣規則第 83/PMK.04/2020」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140493/pmk-no-83pmk0420

20）（2023年 1月 31日確認） 
231 インドネシア政府「財務大臣規則第 149/PMK.04/2020」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/148019/pmk-no-149pmk04

2020）（2023年 1月 31日確認） 
232 インドネシア政府「財務大臣規則第 92/PMK.04/2021」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/172512/pmk-no-92pmk0420

21）（2023年 1月 31日確認） 
233 インドネシア政府「財務大臣規則第 164/PMK.04/2022」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231872/pmk-no-164pmk04

2022）（2023年 1月 31日確認） 
234 インドネシア政府「エネルギー鉱物資源大臣規則 2019年第 11号」（https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142232/perme

n-esdm-no-11-tahun-2019）（2023年 1月 31日確認） 
235 WTO”DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials”（https://www.wto.org/english/tratop e/dispu e/cases e/ds592 e.

htm）（2023年 1月 31日確認） 
236 インドネシア内閣官房局”2023年 6月よりボーキサイト鉱石の輸出禁止を行う旨の大統領声明”（https://setkab.go.id/pemer

intah-putuskan-larang-ekspor-bijih-bauksit-mulai-juni-2023/）（2023年 1月 31日確認） 
237 CNBCIndonesia”Jokowi Setop Ekspor Tembaga, Hal Ini Bisa Terjadi Pada RI”（https://www.cnbcindonesia.com/news/2023011213

0741-4-404975/jokowi-setop-ekspor-tembaga-hal-ini-bisa-terjadi-pada-ri）（2023年 1月 31日確認） 
238 REUTERS”Explainer: What is Indonesia's proposed tin export ban about? ”（https://www reuters.com/markets/commodities/what-is

-indonesias-proposed-tin-export-ban-about-2022-10-20/）（2023年 1月 31日確認） 
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・DGIPと地方局における文民国家公務員捜査官（PPNS）の構成員の増強 

・モールの認証 

・プラットフォーム及び国際企業との基本合意書 

・知的財産意識の向上を図るための、主要地域での移動式知的財産クリニック 

・知的財産に関する電子商取引規則の起草 

 

それぞれ、詳細は以下のとおりである。 

・IPタスクフォース253 

 インドネシア政府は、2020年に、オフライン市場及びオンライン市場で流通する模倣品に対抗す

るため、知的財産タスクフォース（Satgas Ops）を立ち上げた。インドネシアは、2022年において

も、米国通商代表部（USTR）の報告書254における優先監視リスト（PWL）に掲載されているとこ

ろ、その状況を解消することが IPタスクフォース立ち上げの主な目的である。2022年においては、

IPタスクフォースのプログラムは、知的財産分野の法執行能力を高めるための能力強化と育成に重

点を置いて実施された。IPタスクフォースは、①法務人権省の知財総局（DGIP）、②インドネシア国

家警察（POLRI）の犯罪捜査庁（Bareskrim）、③財務省の税関総局（DGCE）、④通信情報省

（MOCI）の情報アプリケーション総局（Ditjen Aptika）、⑤食品医薬品監督庁（BPOM）、⑥商業省

（MOT）、⑦外務省、⑧保健省、⑨教育・文化・研究・技術省の 9つの法執行機関及び関係省庁で構

成されている。 

IPタスクフォースの成果は、「③取締り件数の推移」で前述したとおりである。 

 

・文民国家公務員捜査官（PPNS）の構成員の増強 

2020年から 2022年にかけて、知的財産権侵害の報告件数は 46件にのぼった。このような件数の

増加に対応するため、2022年 12月 8日に、DGIP及び法務人権省のインドネシア全域の地方局を網

羅する、61名の知的財産 PPNSが任命され、知的財産保護の法執行の最適化が図られた255。 

 

・モールの認証 

DGIPは、ショッピングセンター認証の主要プログラムを実施し、25の州にある 77のショッピン

グセンターを認証した256。この認証は、その施設が真正商品の販売業者を受け入れていることを保

証するためのものである。実店舗とオンラインモールの両方がこの認証の対象となるが、オンライ

ンモールの認証手続はまだ策定されていない。実店舗のショッピングセンター及びモールの場合、

申請者が認証を得るためには、テナントの少なくとも 70％が DGIPに登録された商標と一致する商

品を販売しているという証拠を示す必要がある。 

 

・プラットフォーム及び国際企業との基本合意書 

DGIPは、法執行の強化のためには教育と積極的な協業が必要であるとの認識のもと、2022年にお

いて、以下の取組みを行った。 

 

➢ 世界知的所有権機関（WIPO）との基本合意書 

 
253 DGIP ”Indonesia Komitmen Lindungi Kekayaan Intelektual Melalui Satgas Ops”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/indo

nesia-komitmen-lindungi-kekayaan-intelektual-melalui-satgas-ops?kategori=liputan-humas）（2023年 1月 26日確認） 

254 米国通商代表部”2022 Special 301 Report”（https://ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2022%20Special%20301%20Report.p

df）（2023年 1月 26日確認） 
255 DGIP ”61 PPNS KI Dilantik, Bantu Optimalkan Penegakkan Hukum Pelindungan KI”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/

61-ppns-ki-dilantik-bantu-optimalkan-penegakkan-hukum-pelindungan-ki?kategori=liputan-humas）（2023年 1月 26日確認） 
256 DGIP ”Tahun Tematik Merek 2023, Program DJKI, Bangun Kesadaran Cinta dan Bangga Buatan Indonesia”（https://www.dgip.go.

id/artikel/detail-artikel/tahun-tematik-merek-2023-program-djki-bangun-kesadaran-cinta-dan-bangga-buatan-indonesia?kategori=liputan

-humas）（2023年 1月 26日確認） 
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2022年 9月 5日、DGIPは、スイス知的財産庁との知的財産法執行分野での協力に関する駐ス

イス・インドネシア大使との会談で、11月にジュネーブで DGIPと WIPO間の協力協定

（MoU）に署名することを計画した257。 

DGIPは、WIPOと共同して、国家知的財産研修センター（IPアカデミー）の設立準備も行っ

ている。その準備に当たり、DGIPと WIPOは、協力実施へのコミットメントとして、趣意書に

署名する予定である258。 

 

➢ Tokopediaとの基本合意書 

海賊版の流通を撲滅するための努力は、政府及び民間部門によって継続的に行われている。

DGIPは、2022年 9月 29日付け基本合意書に基づき、インドネシア最大の電子商取引プラット

フォームの一つである Tokopediaと協力し、マーケットプレイス・プラットフォーム上の模倣品

を撲滅するための活動を行った259。 

 

➢ 国際的なブランドオーナー及びインドネシアの電子商取引プラットフォームとの間の基本合

意書 

DGIPは、オンライン売買サイトでの取引件数の多さを踏まえ、韓国260と日本のブランドオー

ナーの代表者を招聘し、電子商取引における知的財産の執行に関する協力協定（MoU）を締結

した261。 

 

➢ DGIPの CODAとの協力 

インドネシア政府は、2022年 12月 8日、IPタスクフォースを通じて、著作権侵害をコントロ

ールするための取組みの一環として、日本の一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構

（CODA）の事務所を訪問した262。 

 

➢ 日本特許庁からの知見の獲得 

DGIPは、2022年 12月 6日、調査紛争解決総局を通して、インドネシア国家警察庁の犯罪捜

査庁（Bareskrim POLRI）とともに日本の特許庁を訪問し、海賊版の撲滅に向けた日本政府の活

動について知見を得た263。 

 

・移動式知的財産クリニック及び IPツーリズム活動 

DGIPは、インドネシアの 33州で 37回、MIC（移動式知的財産クリニック）を開催し、9000人以

上の人々が知的財産登録のコンサルテーションと援助を受けた。また、DGIPは、2022年 6月 14日

 
257 DGIP ”Delegasi DJKI Lakukan Courtesy Call dengan Dubes RI Bahas Persiapan Kerja Sama dengan Kantor KI Swiss”（https://ww

w.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/delegasi-djki-lakukan-courtesy-call-dengan-dubes-ri-bahas-persiapan-kerja-sama-dengan-kantor-ki-sw

iss?kategori=liputan-humas）（2023年 1月 26日確認） 
258 DGIP ”DJKI dan WIPO Persiapkan IP Academy di Indonesia”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-dan-wipo-persiapk

an-ip-academy-di-indonesia?kategori=liputan-humas）（2023年 1月 26日確認） 
259 DGIP ”Kolaborasi Tokopedia dan DJKI Perangi Peredaran Barang Bajakan”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kolaboras

i-tokopedia-dan-djki-perangi-peredaran-barang-bajakan?kategori=liputan-humas）（2023年 1月 26日確認） 
260 DGIP ”Lindungi Masyarakat dari Peredaran Barang Palsu, DJKI Inisiasi Kerja Sama dengan KOTRA”（https://www.dgip.go.id/arti

kel/detail-artikel/lindungi-masyarakat-dari-peredaran-barang-palsu-djki-inisiasi-kerja-sama-dengan-kotra?kategori=liputan-humas）（2

023年 1月 26日確認） 
261 DGIP ”DJKI Rencanakan Benchmarking ke Negara dengan Indeks KI Terbaik di Asia”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artike

l/djki-rencanakan-benchmarking-ke-negara-dengan-indeks-ki-terbaik-di-asia?kategori=agenda-ki）（2023年 1月 26日確認） 
262 DGIP ”Tingkatkan Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta, DJKI Kunjungi CODA Jepang”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-a

rtikel/tingkatkan-penanggulangan-pembajakan-hak-cipta-djki-kunjungi-coda-jepang?kategori=liputan-humas）（2023年 1月 26日確

認） 
263 HUKUM ONLINE ”Bahas Pemberantasan Barang Bajakan, DJKI Lakukan Transfer Pengetahuan Bersama JPO」（https://www.hu

kumonline.com/berita/a/bahas-pemberantasan-barang-bajakan--djki-lakukan-transfer-pengetahuan-bersama-jpo-lt6390c8f893cd3/?page

=1）（2023年 1月 26日確認） 
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にバリ島で IPツーリズム活動を実施した。バリ州は IPツーリズムプログラムの初期プロジェクト

で、IPを観光の一部とし、観光の魅力と地域経済の活力を向上させることを目的としている。 

 

・DGIPによる、マーケットプ イスでの模倣品の流通を阻止するための規則の起草 

DGIPは、現在、USTRが発行した優先監視リストからの除外に向けたインドネシアの取組み

を支援するため、市場内での模倣品流通の防止と撲滅のための規則を起草している。当該規則

の目的は、知的財産権を侵害する模倣品が市場内において違法に流通することへの対応に特化

した効果的な規制であり、DGIPは、2022年 10月に同規制の策定に向けた計画に関するディス

カッションを行った264。 

 

3. 改正特許法に関する最新動向265 

特許法第 20条に関する状況は以下のとおりであり、昨年度の報告から変更はない。 

 

2020年 11 月 2 日、特許法第 20 条を含む 79 の法律を改正する雇用創出オムニバス法（2020年法律第

11号）が施行された。 

2021 年 11 月に、インドネシア憲法裁判所は、雇用創出オムニバス法は、法律の制定手続の正式な要

求事項に違反していたため、瑕疵があり、憲法に適合しないとして、2023年 11月 25日までに改正され

る必要があるとの判断を下した。 

それまでの 2年間、雇用創出オムニバス法は効力を有し続けるが、インドネシアの政府は、同法に基

づく戦略的及び広範な影響のある措置・政策については差し控えることが求められており、また、同

法に関する新しい施行規則を制定することも禁止されている。但し、アイルランガ・ハルタルト経済

問題調整相は、既存の施行規則は存続すると述べている266。 

 

特許法第 20 条については、特許権の国内実施に係る 2018 年大臣令第 15 号267及びこれに代わり制定

された 2019年大臣令第 30号268により、インドネシア国内で発明を実施することができない特許権者に

対し、一定の手続を経ることにより 5 年間の猶予を与えることとされていたが、特許庁は、2020 年 11

月 2日に雇用創出オムニバス法が施行されてから、同大臣令に基づく猶予申請を受理していない。 

 

また、2021 年 2 月、インドネシア政府は、雇用創出オムニバス法による法改正について、45 の大臣

令と 4 の大統領令を発したが269  270、知的財産に関しては、法務人権省により、雇用創出オムニバス法

の改正を反映し、3つの大臣令（2021年大臣令第 12号、第 13号、第 14号）が発せられている。 

2021 年大臣令第 14 号271により、強制特許ライセンスの手続に関する前掲 2019 年大臣令第 30 条は、

以下のとおり改正されることとなった。 

(ア) 特許権者が雇用創出オムニバス法第 107 条第 2 項に定める義務（インドネシアでの特許の再実施）

に関する義務を履行できなかった場合に、法務人権大臣は強制ライセンスを行うことができる。 

 
264 DGIP ”DJKI Susun Peraturan untuk Hentikan Peredaran Barang Palsu di Lokapasar”（https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/d

jki-susun-peraturan-untuk-hentikan-peredaran-barang-palsu-di-lokapasar?kategori=agenda-ki）（2023年 1月 26日確認） 
265 別添の Rouse法律事務所提供資料を参照 
266 Kompas.com “UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Menko Airlangga: Aturan Pelaksana Tetap Berlaku”（https://money kom

pas.com/read/2021/11/25/165641026/uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-menko-airlangga-aturan-pelaksana?page=all）（2023

年 1月 26日確認） 
267 Ministerial Regulation No.15 of 2018 
268 Ministerial Regulation No.30 of 2019 
269 Rouse法律事務所 “Indonesia: Regulations on implementation of Job Creation Law”（https://rouse.com/insights/news/2020/indones

ia-the-new-omnibus-law-on-job-creation-and-amendments-to-ip-laws）（2023年 1月 26日確認） 
270 TEMPO.CO “Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Berikut Daftarnya”（https://nasional.tempo.co/read/1435018/p

emerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-daftarnya）（2023年 1月 26日確認） 
271 Minister of Law and Human Rights Regulation No 14 of 2021 on the Amendment to Minister of Law and Human Rights Regulation 

No. 30 of 2019 on Procedures for the Granting of Compulsory Patent Licensing 
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２－４．マレーシア  

関税 

 

1. 関税構造 

2022年度のWTOの資料277によれば、2021年のマ ーシアの非農産品の譲許税率は 81.9％、平均実行

税率は 14.9％、そして単純平均譲許税率は 5.2％となっている。 

 

2. デジタルサイネージ・プロジェクターに係る関税278 

マレーシアでは、昨年度から変更なく、パネルディスプレイ（HS コード 8529.90.5300）がデジタル

サイネージに該当するものと考えられ、輸入関税率はないが、別途GST（物品サービス税）が10.0％賦

課されることになる。もっとも、プロジェクター（HS コード 8528.59.1000）については、輸入関税率

が 25.0％であり、別途 GSTが 5.0％賦課されることになる。 

 

3. マレーシアにおける関税体系について 

マレーシアにおいては、関税法（Custom Acts (1967, Act 235)）によって、関税体系が規律されており、

国際貿易産業省（The Ministry of International Trade and Industry）の大臣による通達によって、その時々

の関税率等を公表することになっている279。その他にも、相殺関税及びアンチダンピング関税法（Cou

ntervailing and Anti-Dumping Duties Act 1993）、物品税法（Excise Act 1976）及びフリーゾーン法（Free Zo

ne Act 1990）が存在する。 

基本的な体系としては、一般税率及び各 FTA 並びに EPA による優遇税率から構成されており280、関

税の種類としては、基本的に従価税となっているが、一部の品目には重量税が課されており、この他

にも 2018年からは一部の製品には 物品サービス税（The Goods and  Service Tax ）が課されることもあ

る281。 

日本とマ ーシア間における対日輸入適用税率については、主に 2006年 7月 13日に発効された日本

‐マレーシア経済連携協定（JMEPA）及び 2008 年 4 月に署名された ASEAN‐日本経済連携協定（AJCEP）

が大きく影響を与えている。JMEPA においては、2016 年までに全ての農産物及び工業製品に対する段

階的な引き下げ、又は撤廃が行われている282。他方、AJCEP においては、ノーマル・トラックに課せ

られていた 93.57％の関税を撤廃している。 

 
277 WTO ”WORLD TARIFF PROFILES 2022” （127頁）（https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_tariff_profiles22_e.p

df）（2022年 12月 26日確認） 
278 FedEx 「WorldTatiffオンラインデータベース」, （https://ftn fedex.com/wtonline/jsp/navframe.jsp?pageName=wtoMain.jsp&cu

rrent=Search%20Options（2022年 12月 26日確認） 

 
279 Custom Acts (1967, Act 235)第 12条（http://www.customs.gov my/ms/PERUNDANGAN%20GAZETTE/CUSTOMS%20ACT%2

01967.pdf） 
280 JETRO「関税制度」（https://www.jetro.go.jp/world/asia/my/trade 03 html）（2023年 1月 31日確認） 
281 米国商務省”Malaysia - Import Tariffs”（https://www.privacyshield.gov/article?id=Malaysia-Import-Tariffs#）（2023年 1月 31

日確認） 
282 JMEPAに基づくマレーシアの関税減免実行表（https://fta miti.gov my/miti-fta/resources/auto%20download%20images/55828d

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.88,89 の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点 ＞に記載のある

関税率や、＜最近の動き＞の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵攻

による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）に

変更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及び実行関

税率、譲許税率を報告ください。特にデジタルサイネージ・プロジェクターについて、ITA の対象品目

で無税であるにもかかわらず有税として通関されたという事例を聞いております。現地税関の方針や通

達等でそのような現状があるのか、可能な範囲で調査ください。 
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4. 新型コロナウイルスの影響による関税措置 

（1） ASEAN経済会合において、152品目の非関税に合意 

2020年 11月 10日に開催された東南アジア諸国連合（ASEAN）の経済閣僚が出席する第 19 回 ASEA

N 経済共同体において、マ ーシア貿易産業省のアズミン・アリ上級相（経済担当）兼貿易産業相は、

新型コロナウイルス感染症対策で域内の貿易が低迷する中、生活必需品の流通を円滑化するため、医

薬品や医療機器のほか、個人防護具（PPE）や食品等を非関税にすることに合意し、覚書を締結した283。 

 

（2） COVID-19の影響による関税の一時撤廃 

2020年 3月 24日付けで、マレーシア財務省は、同年 3月 25日から COVID-19が終息したと政府が宣

言するまでの間、医療機器、検査機器、個人用防護具、使い捨ての製品の関税及び売上税等を免除す

る旨を発表した。具体的に関税撤廃の影響を受けた製品の関税分類番号は 8418.50.91.00、6307.90.40.00、

3926.20.90.00、4818.90.00.00、3917.33.91.00、3926.90.39.00である。 

 

5. 露のウクライナ侵攻による関税に係る制裁措置等の具体的な内容 

特段制裁措置は取られていない。  

 

cd657f2.pdf） 
283 マレーシア国際貿易産業局 “MEDIA RELEASE 37th ASEAN SUMMIT AND RELATED MEETINGS: 19th ASEAN ECONOM

IC COMMUNITY (AEC) COUNCIL MEETING SIGNING OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) ON THE IM

PLEMENTATION OF NON-TARIFF MEASURES ON ESSENTIAL GOODS ASEAN ECONOMIC MINISTERS’ TROIKA OPEN-

ENDED DIALOGUE WITH TRADE MINISTER”（https://www.miti.gov my/miti/resources/Media%20Release/Media Release - 37t

h ASEAN Summit and Related Meetings 19th ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting Signing of the Memor

andum of Understanding (MoU) on the Implementation of Non-Tariff Measures on Essential Goods.pdf）（2022年 12月 25日

確認） 
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２－５．フィリピン  

関税 

 

1. 関税構造 

非農産品の単純平均譲許税率は 23.5%（2021 年）で、前年比 0.1%上昇している。非農産品の単純平

均実行税率は 5.5%（2021 年）で、前年から変更はない。非農産品の譲許税率は、61.8%となり前年比

0.1%下落した284。高関税品目については、2021 年の税率で、繊維製品、電気機器の最高譲許税率が共

に50%のまま維持されている。また、繊維製品、電気機器の最高実行税率についても、繊維製品が20%、

電気機器が 30%と変更はなかった285。その他、自動車の最高実行税率は 30%で変更はない286。 

 

2. 新型コロナウイルスの影響による関税措置 

現在において、特段の措置なし。 

 

3. 露のウクライナ侵攻による関税に係る制裁措置等の具体的な内容 

特段制裁措置は取られていない。 

 

  

 
284 WTO “World Tariff Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）（2023年 1月 1

3日確認） 
285 WTO “World Tariff Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）（2023年 1月 1

3日確認） 
286 フィリピン関税委員会 “Tariff Search Facility”（https://finder.tariffcommission.gov.ph/index.php?page=tariff-finder3 

）（2023年 1月 13日確認） 

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P90.91 の「関税構造」について、＜措置の概要＞、＜懸念点＞に

記載のある関税率や、＜最近の動き＞の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウ

クライナ侵攻による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠

法）を含む。）に変更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、そ

の品目名及び実行関税率、譲許税率を報告ください。 
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３．米国  

内国民待遇  

 

 

 

2022年版の記載から変化がなく、商業貨物（commercial cargo）に対する0.125%の従価税を賦課する制

度が継続している287。 

 

 

2022年 9月、バイデン大統領は、テキサス州の港から、ハリケーンの被害を受けた米国自治領プエルト

リコに向けた石油の緊急輸送に関して、ジョーンズ法の適用除外を承認した288。 

また、2022年 12月 23日、ジョーンズ法の適用除外に関して変更を加える法律が成立した。当該法律に

よる主な変更点は、①ジョーンズ法の適用除外を判断する際、米国船舶の稼働率を遡及的に調査するこ

とが禁止された点、②国土安全保障省（Department of Homeland Security）ではなく大統領に対して、ジョ

ーンズ法の適用除外を単独で判断する権限が付与された点、及び③ジョーンズ法の適用除外に関する情

報の透明性及び伝達性の向上が求められた点、の 3点である289。 

  

 
287 Office of the Federal Register “Electronic Code of Federal Regulations”（https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=se19.1.24 12

4&rgn=div8）（2021年 12月 30日確認） 
288 U.S. Department of Transportation Maritime Administration “Domestic Shipping”（https://www maritime.dot.gov/ports/domestic-s

hipping/domestic-shipping）及び Reuters “BP-chartered diesel tanker docks in Puerto Rican after U.S. waiver”（https://www reuters.c

om/world/us/foreign-tanker-enters-puerto-rican-port-after-us-waives-shipping-rule-2022-09-29/）（2023年 1月 23日確認） 
289 CONGRESS.GOV “Public Law 117-263”（https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7776/text）及び White House 

“Press Release: Bill Signed: H.R. 7776”（https://www.whitehouse.gov/briefing-room/legislation/2022/12/23/press-release-bill-signed-h

-r-7776/）（2023年 1月 23日確認） 

（２）ジョーンズ法につき、2022年版不公正貿易報告書 P.97における状況について最新情報を調査くだ

さい。 

 

（１）港湾維持税につき、2022年版不公正貿易報告書 P.97記載の状況以降について、最新情報を調査く

ださい。 
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知的財産 

（１）2022年版不公正貿易報告書 P.112-113「（1）商標制度（オムニバス法第 211 条）」について、2021

年以降の最新情報を調査ください。  

 1998 年オムニバス法第 211 条を WTO のルールに適合させる方法については、2 つの考え方の対立が存

在する290。 

1 つの考え方は、同条を改正し、キューバ政府に接収された資産に関連する商標について権利を主張す

る全ての人々について、国籍と関係なく適用されるようにすることで、キューバ国民のみに適用される

という同条の問題点を解消するものである。 

 もう一つの考え方は、同条を全て削除するものである。 

 第 117 回合衆国議会（2021 年 1 月 3 日から 2023 年 1 月 3 日まで）において、前者の考え方に基づく法

案としてNo Stolen Trademarks Honored in America Act291 292、後者の考え方に基づく法案としてUnited States-

Cuba Relations Normalization Act293、United States-Cuba Trade Act of 2021294が提出されているが、いずれの法

案も成立には至っていない。 

 

（２）2022年版不公正貿易報告書 P.113の「（2）著作権制度」について、2020 年以降の最新情報を調査

ください。具体的には、ビデオゲーム貸与権と著作権例外について、TRIPS 協定違反が疑われる点にお

ける進捗を確認ください。 

 ビデオゲームのプログラムを貸与権付与の対象から除外する米国著作権法第 109条(b)(1)(B)(ii)と、ロイ

ヤルティを支払うことなく公共の場所（ ー、店舗、レストラン等）でラジオやテレビの音楽を流すこ

とを一定の条件下で認めている同法第 110 条(5)(B)については、現行法でも残存しており、改正は行われ

ていない295。また、第 117回合衆国議会に提出された法案にも、これらの規定の改正に関するものは見当

たらない296。 

なお、同法第 110条第 5項については、米国は、DSU第 21条第 6項に基づき、「合衆国政府は、合衆国

議会と協力するとともに、EU との間で、本件について相互に満足できる結論に達することができるよう

に協議を続ける。」という内容を含む報告書を、毎月 WTOに提出し続けている297。 

  

 
290 Congressional Research Service “Cuba: U.S. Policy in the 115th Congress”（https://fas.org/sgp/crs/row/R44822.pdf）58頁 
291 CONGRESS.GOV “S.1748 - No Stolen Trademarks Honored in America Act”（https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senat

e-bill/1748）（2023年 1月 26日確認） 
292 CONGRESS.GOV “H.R.3455 - No Stolen Trademarks Honored in America Act”（https://www.congress.gov/bill/117th-congress/ho

use-bill/3455）（2023年 1月 26日確認） 
293 CONGRESS.GOV “H.R.3625 - United States-Cuba Relations Normalization Act”（https://www.congress.gov/bill/117th-congress/h

ouse-bill/3625）（2023年 1月 26日確認） 
294 CONGRESS.GOV “S.249 - United States-Cuba Trade Act of 2021” （https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/24

9）（2023年 1月 26日確認） 
295 U.S. Copyright Office “Copyright Law of the United States”（https://www.copyright.gov/title17/）（2023年 1月 26日確認） 
296 U.S. Copyright Office “Legislative Developments”（https://www.copyright.gov/legislation/）（2023年 1月 26日確認） 
297 WTO 「WT/DS160/24に関する提出文書の検索結果一覧」（https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE Search/FE S S006.asp

x?Query=(@Symbol=%20wt/ds160/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true）（2023年

1月 26日確認） 
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関 税 

 

1. 関税率 

2021年の非農産品単純平均譲許税率は3.2％で、2020年から変更はない。非農産品について、2021年の

譲許率は100％、単純平均実行関税率は3.1％で、2020年から変更はない298。 

不公正貿易報告書記載の非農産品に関する譲許税率は、履物（最高48％を維持）、ガラス製品（最高

38％を維持）、アパレル製品（最高32％を維持）、ほうき・ブラシ類（最高32％を維持）、陶磁器（最

高28％を維持）、毛織物（最高25％を維持）、トラック（最高25％を維持）、鞄類（最高20％）、皮革

製品（最高20％を維持）、綿織物（最高16.5％を維持）、チタン（最高15％を維持）となっている299。 

 

2. 最近の動き 

「最近の動き」について、ITA拡大交渉及び日米貿易協定のいずれも変更はない300。 

一方、2020年3月10日、USTRは、スーパー301条に基づき2019年9月1日から課税されていた追加関税

（2019年9月1日から2020年2月13日までは15%、2020年2月14日からは7.5%）につき、その対象から一部製

品（8品目）を一時的に除外すると公表した。なお、当該措置は、2019年9月1日に遡って発効した301。上

述の措置の根拠法はスーパー301条である。上述の措置の実施期間は、当初は2019年9月1日から2020年9

月1日までであったが、度重なる延長を経て、2023年2月28まで延長された302。上述の措置の対象品目に

は、医療用衣類、紙製病院用ベッドシート、医療用ゴム手袋、外科用被布等、医療関連の品目が多く含

まれている。当初、USTRは上述の措置の目的を説明していなかったが、期間延長の際に、COVID-19の

感染拡大防止が目的である旨を説明している。 

また、ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁措置として、米連邦議会は、2022年4月7日、ロシア

に対する最恵国待遇を撤廃すること、並びにロシア及びベラルーシに対して2024年1月1日まで追加関税

を課す権限を大統領に付与することなどを内容とする法案を可決し、2022年4月8日、バイデン大統領が

当該法案に署名した303。一方、侵攻によって特に打撃を受けているウクライナの鉄鋼産業に対する支援

を目的として、商務省は、2022年5月9日、ウクライナ産の鉄鋼製品に対する関税を同年6月1日から1年間

免除する旨を公表し、同年同月27日、バイデン大統領が当該免除措置を決定した304。 

 

 
298 WTO “World Tariff Profiles 2021”（https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles21_e.pdf）及び WTO “World Tarif

f Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf） 
299 WTO “Tariff Download Facility”（http://tariffdata.wto.org/default.aspx）（2023年 1月 23日確認） 
300 USTR “2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report”（https://ustr.gov/sites/default/files/2022%20Trade%20Policy%20Agen

da%20and%202021%20Annual%20Report%20(1).pdf）及び USTR “U.S.-Japan Trade Agreement Negotiations”（https://ustr.gov/cou

ntries-regions/japan-korea-apec/japan/us-japan-trade-agreement-negotiations） 
301 USTR “Notice of product exclusions: China's acts, policies, and practices related to technology transfer, intellectual property, and inn

ovation”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-10/pdf/2020-05000.pdf） 
302 USTR “Notice of Product Exclusion Extensions: China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Pr

operty, and Innovation”（https://ustr.gov/sites/default/files/2022-11/COVID%20extensions%20FRN.pdf） 
303 Congressional Research Service “Russia’s Trade Status, Tariffs, and WTO Issues”（https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/I

F12071）及び Public Law 117–110 (04/08/2022)（https://www.congress.gov/117/plaws/publ110/PLAW-117publ110.pdf） 
304 商務省 “Raimondo Announces Temporary Suspension of 232 Tariffs on Ukraine Steel”（https://www.commerce.gov/news/press-rel

eases/2022/05/raimondo-announces-temporary-suspension-232-tariffs-ukraine-steel）及び White House “A Proclamation: Adjusting I

mports of Steel Into the United States (Ukraine)”（https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/05/27/a-procla

mation-adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states-ukraine/）（2023年 1月 23日確認） 

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.98, 99 の「(1)関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載のあ

る関税率や、「最近の動き」の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵

攻による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）

に変更・アップデート情報があれば報告ください。また、他に高関税の品目があれば、その品目名及び

実行関税率、譲許税率を報告ください。 

 



81   

 

ITCにおいて2022年の改定項目に時計の関税算定方法は含まれておらず、時計の算定方法は、従前どお

り、部品ごとに関税額を計算して合算する方法である305。よって、昨年から変化はない。 

  

 
305 ITC “Harmonized Tariff Schedule (2022 Preliminary Edition)”（https://hts.usitc.gov/view/release?release=2022HTSAPrelimC）乃

至 ITC “Harmonized Tariff Schedule (2022 Revision 11)”（https://hts.usitc.gov/view/release?release=2022HTSARev11） 

（２）2022 年度版不公正貿易報告書 P.99 の「(2)時計の関税算定方法」について、最近の動きについて

何らかの変化があるかどうか調査・報告ください。 
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サービス貿易 

 

1. FIRRMA及びCFIUS 

2020年5月21日、財務省は、2020年2月13日に施行されたFIRRMAの一部条項に対する改正案を公表した。

従前、FIRRMAに基づくCFIUSへの事前申告（notification）義務の対象は、特定27産業分野における重要

技術（critical technologies）に関する一定の投資に限られていた。上述の改正案は、「特定27産業分野に

おける」という限定を削除し、CFIUSへの事前申告義務について、当該重要技術を当該投資者へ輸出した

ならば、米国政府の許可が必要になるであろう場合は、原則として事前申告義務が生じると変更するも

のである306。なお、「重要技術（critical technologies）」の意義自体に変更はない。 

2020年9月15日、財務省は、CFIUSへの事前申告義務の要件について、北米産業分類システム（NAICS）

コードに基づく要件を米国輸出管理規則（EAR）に基づく要件に変更した最終規則を公表した。この最

終規則は2020年10月15日に施行されたが、2020年5月21日公表の上述の改正案を若干修正したものの、概

ね上述の改正案に沿った内容となっている307。 

また、2022年9月15日、バイデン大統領は、CFIUSに対し、申告内容を審査する際、以下の5点を考慮す

るよう命じる大統領令を発令した。すなわち、①米国の国家安全保障に影響しうる、米国の重要なサプ

ライチェーンの回復力に対する影響、②マイクロエレクトロニクス、人工知能、バイオテクノロジー及

びバイオマニュファクチャリング、量子コンピューティング、先端クリーンエネルギー、気候適応技術

など、米国の国家安全保障に影響する分野における米国の技術的リーダーシップに対する影響、③米国

の国家安全保障に影響しうる業界の投資動向、④米国の国家安全保障を損なうおそれのあるサイバーセ

キュリティリスク、並びに⑤US Personの機密情報に対するリスクの5点である308。 

なお、最近確認できた公表事例としては、2022年、スイス企業Viston United Swiss AGのカナダ子会社が、

オイルサンド抽出及び浄化技術の開発及び実施を行う米国上場企業Petroteq Energy Inc.の発行済普通株式

全部を公開買付にて取得するのに際してCFIUSに任意で申告したところ、同年8月22日、CFIUSは当該申

告を棄却した309。当該棄却決定を受け、Viston United Swiss AGは、同年同月29日、当該公開買付を取り下

げる旨を発表した310。 

 

 

 
306 財務省 “Provisions Pertaining to Certain Investments in the United States by Foreign Persons”（https://www.govinfo.gov/content/p

kg/FR-2020-05-21/pdf/2020-10034.pdf） 
307 財務省 “Provisions Pertaining to Certain Investments in the United States by Foreign Persons”（https://www.govinfo.gov/content/p

kg/FR-2020-09-15/pdf/2020-18454.pdf） 
308 White House “Executive Order on Ensuring Robust Consideration of Evolving National Security Risks by the Committee on Foreign

 Investment in the United States”（https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/09/15/executive-order-on-ensu

ring-robust-consideration-of-evolving-national-security-risks-by-the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states/） 
309 Petroteq Energy Inc. “CFIUS Rejects Joint Voluntary Notice Concerning Viston Tender Offer”（https://ir.petroteq.com/news-presen

tations/press-releases/detail/444/cfius-rejects-joint-voluntary-notice-concerning-viston）（2023年 1月 23日確認） 
310 Petroteq Energy Inc. ”Viston United Swiss AG has Announced the Withdrawal of Takeover Bid to Acquire Shares of Petroteq”（htt

ps://ir.petroteq.com/news-presentations/press-releases/detail/446/viston-united-swiss-ag-has-announced-the-withdrawal-of）（2023年

1月 23日確認） 

（１）【 外国投資リスク審査現代化法 （FIRRMA）（2019年国防権限法）、エクソン・フロリオ条

項】ＣＦＩＵＳの審査等の実施状況のアップデート、および最近１年の動き（法令改正関連の動き含

む）を調査ください。 
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1. EU・米国間のデータ移転枠組み構築に向けた取組み 

(1) Schrems II判決に至る経緯 

欧州一般データ保護規則（GDPR）は、EU域外への個人データの移転を原則として禁止しているが、

GDPRの前身であるデータ保護指令においてもそうであったように、欧州委員会が十分性認定を行った

移転先に対しては移転を行うことができる314。米国とEUの間では、「プライバシー・シールド」と呼

ばれる枠組みが合意され、EU域内からプライバシー・シールドに参加する米国企業に対しては、十分

性認定に基づく移転が認められていた。しかし、2020年7月16日、欧州司法裁判所は、いわゆるShrems 

II判決の中で、プライバシー・シールドが無効であるとの判断を示した315。Shrems II判決に至るまでの

経緯は以下のとおりである。 

 

① セーフ・ハーバー協定の締結とShrems I判決 

EUと米国の間において大量の個人データ移転が行われてきた経緯から、EU及び米国の間では、2000

年7月、「セーフ・ハーバー協定」が締結され、EU域内から、当該協定に定められた基準を遵守してい

る米国企業への個人データの越境移転が認められることとなった。 

しかし、2013年6月、元米国中央情報局員（CIA）のスノーデン氏が、米国の国家安全保障当局によ

る個人データの取得に問題があることを公けに指摘したことを契機に、米国内での個人データの取扱

いに問題があるという意見が強まった。そのような中で、2015年10月、欧州司法裁判所は、いわゆる

Shrems I判決の中で、セーフ・ハーバー協定が無効であるとの判断を示した316。 

 

② プライバシー・シールドの採用 

Shrems I判決を受け、米国及びEUが、EU域内から米国への個人データの越境移転の方策について政

府間交渉を重ねた結果、欧州委員会は、2016年7月、セーフ・ハーバー協定に代わる枠組みとして、プ

 
314 GDPR 45条 
315 Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian 

Schrems（http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=11388612）（2023年 1月 28日確認） 
316 Court of Justice of the European Union in Case C-362/14 – Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner（http://curia.euro

pa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=226066

40）（2023年 1月 28日確認）  

 

（2）【電子商取引】以下の事項について調査・報告ください。また、可能な範囲で関連する米・有力

シンクタンク（例：CFRや CSIS）の分析等も共有ください。 

2020年 9月に発表された、EUとの「大西洋プライバシーフレームワーク」実施に向けた大統領令

について、関係省庁における具体的な履行状況をはじめとした公的機関による政策動向や、大統

領令以後の、米ＥＵ間・米英間（注：英国は同大統領令を踏まえ米英十分性認定を進めるとの声

明を発表）での越境データ移転に関する米産業界（例：Business Software Allianceや ITI）の反応や

対応状況。 

また、2022年 3月の「大西洋プライバシーフレームワーク」基本合意時に、米側の措置としてＥ

Ｕが発表した、「EUから移転されたデータの処理事業者に対して、「大西洋プライバシーフ ームワ

ーク」の原則遵守の商務省を介した自己認証を求める規定を含む強力な義務」に関する連邦政府の

対応状況。 

その他、（もしそうした動向があれば）カリフォルニアなど州レベルで導入及び検討されているデ

ータ流通規制に関する公的機関の政策動向や、米産業界の反応や対応状況。 
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ライバシー・シールドを認めた317。 

 

③ Shrems II判決 

2020年7月16日、欧州司法裁判所によって、Schrems II判決が下された。 

 

(2) Schrems II判決の影響 

① プライバシー・シールドの終焉 

欧州司法裁判所は、Schrems II判決において、EU域内から移転された個人データが第三国の法律に基

づき当該国の政府機関による監視の対象になる場合においても、移転される個人データはGDPRの適用

を受け、適切な保護措置によりGDPRにより保障される保護と同等の水準の保護が提供される必要があ

ることを確認した。その上で、同判決は、EU域内から米国に越境移転された個人データへ米国当局が

安全保障目的でアクセスすることを可能とする米国法上の枠組みは、米国当局による個人データの監

視に何らの制限が課せられておらず、米国当局を相手取った訴えの提起が認められていない点等にお

いて、個人データの保護水準がGDPR上求められている水準と実質的に同等の水準を満たしていないと

判示し、プライバシー・シールドは無効であると判断した。 

 

② SCCに基づく越境移転への影響 

個人データのEU域内からの越境移転をGDPRに基づき適法に行うための手段の1つとして、欧州委員

会が定める越境移転のための標準契約条項（Standard Contractual Clauses、SCC）に基づく契約を、移転

先との間で締結する方法がある。Schrems II判決においては、欧州委員会が定めたSCCは引き続き有効

であると判断されたため、同判決以降のEU域内から米国への個人データの越境移転については、SCC

を利用することにより適法に行うことが可能である。 

しかしながら、Schrems II判決においては、SCCを利用して適法に個人データを越境移転させるため

には、移転先である第三国の法律に基づく保護及びSCCに基づく保護措置がGDPR上の保護と同等の水

準か否かを事案ごとに確認し、検証の結果、十分でないとの結論にいたった場合には、GDPR上の保護

水準を満たす実効的な追加措置を講じなければならないとされた。同判決においては、米国当局の監

視権限を認める米国法の問題点が指摘されているため、EU域内から米国に対してSCCを用いて個人デ

ータを移転しようとする場合には、この指摘を踏まえて、GDPR上の保護水準をどのように満たすかを

検討する必要がある。この点に関しては、米国政府が、EU域内から米国への個人データの越境移転を

行おうとしている事業者向けに、米国法等に関する情報提供を行うことを目的として、ホワイトペー

パーを公表している318。また、同判決を踏まえ、欧州委員会により、EU域内から第三国へ個人データ

の域外移転を行おうとしている事業者による当該第三国の個人データ保護水準の検証方法やGDPR上の

保護水準を満たすための追加措置の具体例等についてのガイドラインが公表された319。 

その後、欧州委員会は、2021年6月4日に、Schrems II判決の内容も踏まえた新たなSCCを発表した320。

新たなSCC発表以前の古いSCCを用いて締結された契約は、移行期間の終了時である2022年12月27日ま

でに新たなSCCを用いた契約に変更することが求められていた。このため、現在、SCCに基づく越境移

転を行うためには、新たなSCCに基づく契約を締結している必要がある。 

 

③ 拘束的企業準則（BCRs）に基づく越境移転への影響 

個人データのEU域内からの越境移転をGDPRに基づき適法に行うための手段の1つとして、拘束的企

 
317 欧州委員会 “Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European 

Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield”（https://eur-lex.europa.eu/leg

al-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L .2016.207.01.0001.01.ENG） （2023年 1月 28日確認） 
318 米国商務省 “Information on U.S. Privacy Safeguards Relevant to SCCs and Other EU Legal Bases for EU-U.S. Data Transfers after

 Schrems II”（https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t0000000kyhX）（2023年 1月 28日確認） 
319 欧州委員会 “Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of pro

tection of personal data, Adopted on 10 November 2020”（https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb recommendations

202001 supplementarymeasurestransferstools en.pdf）（2023年 1月 28日確認） 
320 欧州委員会“European Commission adopts new tools for safe exchanges of personal data”（https://ec.europa.eu/commission/pressc

orner/detail/en/ip 21 2847）（2023年 1月 28日確認） 
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業準則（BCRs）321を定める方法がある。Schrems II判決の考え方はBCRsにも適用される322。したがっ

て、BCRsに基づく個人データ移転が可能かどうかは、移転先が所在する第三国の法律に基づく保護及

びBCRsに含まれる保護措置がGDPR上の保護と同等の水準か否かによって判断されることになり、検

証の結果、十分ではないとの結論にいたった場合には、GDPR上の保護水準を満たす実効的な追加措置

を講じる必要がある。 

 

(3) 大西洋間データ・プライバシー・フ ームワーク（DPF）の実施に向けた取組み 

① 2022年3月―原則合意 

米国及びEUの間では、Schrems II判決を受け、2020年8月以降、同判決の要求を満たす、プライバシ

ー・シールドの代わりとなる枠組みについての政府間交渉が行われた323 324。 

当該政府間交渉の末、米国政府及び欧州委員会は、2022年3月、プライバシー・シールドに代わる枠

組みとして、「大西洋間データ・プライバシー・フ ームワーク」（Trans-Atlantic Data Privacy 

Framework, DPF）という枠組みを設けること及びその基本的な内容について合意した325 326。 

米国は、DPFにおいて、米国のシグナルインテリジェンス（signals intelligence、シギント（SIGINT））

活動に関する以下のような施策を実施することを約束した327。 

・プライバシー及び市民的自由を保護するため、米国のシギント活動を規制する措置の強化 

・拘束力のある独立した権限をもつ救済メカニズムの確立 

・シギント活動に関する既存の厳格かつ重層的な監視制度の強化 

また、米国は上述の施策の具体例として、DPFが以下の各点を保証するものであることを表明した。 

・シギント活動は、国家安全保障上の目的を促進するために必要な場合にのみ可能となり、個

人のプライバシーや市民的自由の保護に過大な影響を与えるものとなってはいけないこと 

・EUの個人は、新たな重層構造の救済メカニズムによって救済を求めることでき、当該メカニ

ズムには、請求に対する判断を行い、必要な救済策を提示する完全な権限を有する米国政府

外から選定された者により構成される独立したデータ保護審査裁判所による救済を含むこと 

・米国諜報機関が、新たなプライバシー及び市民的自由に係る基準について、効果的な監視を

行えるような手段を導入すること 

 

② 2022年10月―大統領令への署名 

その後も上述の各点を踏まえて政府間交渉が重ねられ、バイデン大統領は、DPFの導入に向けて、

2022年10月7日、シギント活動に関するプライバシー及び市民的自由の保護を強化するための大統領令

 
321 EU内の企業が同一企業内で個人データを越境移転する際に、当該移転を適法ならしめるために遵守されるべき当該企業

内部における個人データ保護方針のことをいう（GDPR第 4条第 20号）。 
322 欧州委員会 “Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 - Data Pr

otection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems, Adopted on 23 July 2020, 6)及び 9) ”（https://edpb.europa.e

u/sites/edpb/files/files/file1/20200724 edpb faqoncjeuc31118.pdf）（2023年 1月 28日確認） 
323 欧州委員会 “Joint Press Statement by European Commissioner for Justice Didier Reynders and U.S. Secretary of Commerce Wilbur

 Ross” (https://commission.europa.eu/news/joint-press-statement-european-commissioner-justice-didier-reynders-and-us-secretary-com

merce-wilbur-2020-08-10 en) （2023年 1月 28日確認） 
324 欧州委員会 “Intensifying Negotiations on transatlantic Data Privacy Flows: A Joint Press Statement by European Commissioner for

 Justice Didier Reynders and U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo”（https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ST

ATEMENT 21 1443）（2023年 1月 28日確認） 
325 欧州委員会 “European Commission and United States Joint Statement on Trans-Atlantic Data Privacy Framework” (https://ec.europ

a.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2087) （2023年 1月 28日確認） 
326 ホワイトハウス “United States and European Commission Joint Statement on Trans-Atlantic Data Privacy Framework” (https://ww

w.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/25/united-states-and-european-commission-joint-statement-on-trans-atlant

ic-data-privacy-framework/)（2023年 1月 28日確認） 
327 ホワイトハウス “FACT SHEET: United States and European Commission Announce Trans-Atlantic Data Privacy Framework” (htt

ps://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/25/fact-sheet-united-states-and-european-commission-announce-tr

ans-atlantic-data-privacy-framework/)（2023年 1月 28日確認） 
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に署名した328。同大統領令においては、主に以下の事項が定められている329。 

・シギント活動に対する更なる保護措置を導入すること（この保護措置には、シギント活動に

ついて、規定された国家安全保障上の目的を追求するためにのみ実施すべきこと、国籍及び

居住国に関わらず全ての人々のプライバシー及び市民的自由を考慮すべきこと、並びに、検

証済みの諜報上の優先事項を促進するために必要な場合に限り、それに見合った程度と方法

で実施すべきことを含む。） 

・シギント活動により取得した個人情報の取り扱いに関する要件を定め、法務、監督及びコン

プライアンス担当の公務員の責任を拡大して、コンプライアンス違反の事態を是正するため

の適切な措置が確実に採られるようにすること 

・米国諜報機関に対して、本大統領令に含まれている新たなプライバシー及び市民的自由の保

護措置を反映する形で、同機関の規則及び手続を改定すること 

・米国のシギント活動において収集又は取り扱われた個人情報が、本大統領令を含む米国法に

違反して収集又は取り扱われたと主張する個人のために、独立した拘束力のある審査と救済

を受けられる重層的なメカニズムを導入すること330 

・プライバシー・市民的自由監視委員会は、諜報機関の規則及び手続が本大統領令に沿った内

容であることを確認し、是正手続を年に1度見直すべきこと（諜報機関が市民的自由保護官

（Civil Liberties Protection Officer、CLPO）及びデータ保護審査裁判所（Data Protection Review 

Court、DPRC）の判断に従った対応を行っているかどうかの見直しを含む。） 

 

③ 2022年12月―欧州委員会による、DPFの十分性を認定する決定案の発表 

欧州委員会は、上述の大統領令に盛り込まれた保護措置が十分か検討し、DPFがEUにおける個人デ

ータの保護と同等の保護を提供していると結論付けた上で、2022年12月13日、DPFの十分性を認定する

決定案を発表するとともに、決定案の正式な採択に向けた手続を開始したと発表した331。DPFにおいて

は、プライバシー・シールドと同様に、DPFの枠組みに参加して所定の義務を遵守することを誓約した

米国企業への移転が認められることとなる。 

今後欧州委員会は、EU加盟国の代表者で構成される委員会の承認を求め、承認を得た後に欧州議会

の審査を受けた上で最終的な十分性を認定する決定を採択する。 

十分性を認定する決定が正式に採択された後1年以内に、欧州委員会、EUのデータ保護当局及び米国

の管轄当局により、十分性認定の前提となった保護措置の実施状況が確認され、その後も定期的な検

証がなされることになる。 

 

④ 米国産業界等における反応 

プライバシー・シールドの代わりとなる枠組みとしてのDPFの実施については、米国情報技術産業協

議会（Information Technology Industry Council）332がこれを歓迎する声明を出しているほか、Amazon 

 
328 ホワイトハウス “Executive Order On Enhancing Safeguards For United States Signals Intelligence Activities” (https://www.whiteh

ouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/10/07/executive-order-on-enhancing-safeguards-for-united-states-signals-intelligence-

activities/)（2023年 1月 28日確認） 
329 ホワイトハウス “FACT SHEET: President Biden Signs Executive Order to Implement the European Union-U.S. Data Privacy Fra

mework” (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/07/fact-sheet-president-biden-signs-executive-order-

to-implement-the-european-union-u-s-data-privacy-framework/)（2023年 1月 28日確認） 
330 具体的には、まず、国家情報長官室の市民的自由保護官（Civil Liberties Protection Officer、CLPO）が大統領令を含む米

国法違反の事実の有無について調査を行い、法令違反が認められた場合に適切な救済措置を決定する。次に、CLPOによる

決定に対して、個人又は諜報機関から異議申し立てがあった場合、司法長官が設立するデータ保護審査裁判所（Data Protec

tion Review Court、DPRC）が、法令違反の有無について独立した審査を行い、法令違反が認められた場合には適切な救済

措置について拘束力を伴う最終決定を行う。 
331 欧州委員会 “Data protection: Commission starts process to adopt adequacy decision for safe data flows with the US” (https://ec.eur

opa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip 22 7631) （2023年 1月 28日確認） 
332 https://www.itic.org/news-events/news-releases/iti-european-commission-s-draft-adequacy-decision-on-data-transfers-to-the-u-s-will

-ensure-citizens-privacy-provide-business-certainty 
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Web Services333、Google334及びMicrosoft335などもこれを歓迎する旨の声明を出している。 

 

(4) 今後の動向 

欧州裁判所は、Schrems II判決において、EU域内から第三国への個人データの越境移転に関してSCC

が利用可能であると判示しており、当該判決の考え方はBCRsにも適用される。したがって、今後、

DPFの十分性を認定する決定が正式に採択されるまでの期間については、EUから米国企業へ個人デー

タを移転する場合には、SCCやBCRsによる適切な対応をとることが考えられる336 337。 

 

2. 米国外への個人データの移転に関する規制 

米国には、個人データの米国外への移転を一般的に規制する法令は存在しない。 

米国においては、米国初の包括的なデータ保護法と言われるカリフォルニア州消費者プライバシー

法（California Consumer Privacy Act, CCPA）をはじめ、複数の州で包括的なデータ保護法が制定されて

いるものの、連邦 ベルでの包括的なデータ保護法は現時点において存在せず、制定に向けた議論が

行われている段階である。最近では、米国データプライバシー保護法案（American Data Privacy and 

Protection Act、ADPPA）が、2022年7月に、米下院のエネルギー・商業委員会において超党派の賛成を

受け、米下院本会議に上程されることが決定された338。各州の包括的データ保護法及びADPPAのいず

れも、米国外への個人データの移転を制限するものではない。但し、ADPPAの法案（2022年7月時点）

では、適用のある事業者は、収集した個人データが、中国、ロシア、イラン又は北朝鮮に移転され、

これらの国で処理若しくは保存され、又はその他の方法でこれらの国からアクセスできるか否かをプ

ライバシーポリシーにおいて公表することを義務付けられている339。 

また、2022年6月に米上院の銀行・住宅・都市委員会に法案として提出された「米国民データを国外

監視から保護する法律」（Protecting Americans' Data From Foreign Surveillance Act of 2022）は、米国輸出

管理改革法（Export Control Reform Act of 2018、ECRA）を改正し、米国外へのセンシティブな個人デー

タの大量輸出等を規制することをその内容としている340 341。同法案においては、米国商務長官が規制

対象となる個人データの類型と量的基準を定めるものとされており、事業者は、規制対象となる個人

データを外国に（再）輸出し、又は外国内で移転する場合には、米国当局の許可を得ることが義務付

けられている。但し、輸出等を行う外国が、米国商務長官が作成する国家安全保障の侵害リスクが低

い国のリストに含まれる場合には、許可は不要とされている。また、米国商務長官は高リスク国のリ

ストも作成するものとされており、当該リストに含まれる国への輸出等については、原則として許可

を与えないこととされている。 

 

 
333 https://aws.amazon.com/jp/blogs/security/aws-welcomes-new-trans-atlantic-data-privacy-framework/（2023年 1月 28日確認） 
334 https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/trans-atlantic-data-privacy-framework-building-long-term/（2023年 1月 28日

確認） 
335 https://blogs microsoft.com/eupolicy/2022/03/25/eu-us-data-agreement-an-important-milestone-for-data-protection-microsoft-is-com

mitted-to-doing-our-part/（2023年 1月 28日確認） 
336 なお、EU域内及び日本の間の個人データの越境移転に関しては、2019年 1月に相互に十分性認定をしていることか

ら、EU域内から日本に個人データの越境移転を行う企業は、SCCを利用することなく適法に個人データを越境移転するこ

とが可能である（GDPR第 45条第 1項）。EU離脱後の英国についても、相互の十分制認定は維持されている。なお、個

人情報保護委員会は、十分制認定により EU域内又は英国から移転を受けた個人データについて事業者が遵守すべきルール

として、「個人情報の保護に関する法律に係る EU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに

関する補完的ルール」（https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Supplementary Rules.pdf）を公表している。 
337 この点は、欧州委員会が 2022年 10月 7日に公表した Q&A（https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda 22

6045）においても触れられている。 
338 議会調査局 “Overview of the American Data Privacy and Protection Act, H.R. 8152” (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-vZv426D8AhVHRd4KHcWfBNMQFnoECA4QAw&url=https%3A%

2F%2Fcrsreports.congress.gov%2Fproduct%2Fpdf%2FLSB%2FLSB10776%23%3A~%3Atext%3DThe%2520bill%2520would%2520

prohibit%2520most%2Cto%2520conduct%2520algorithm%2520impact%2520assessments.&usg=AOvVaw0ny262Vu00eeXBDg3HaQ

wk) （2023年 1月 28日確認） 
339 ADPPA Sec. 202(b)(9) 
340 米国議会図書館 “S.4495 - Protecting Americans' Data From Foreign Surveillance Act of 2022” （https://www.congress.gov/bill/11

7th-congress/senate-bill/4495/text?r=27&s=1）（2023年 1月 28日確認） 
341 ロン・ワイデン上院議員 “Wyden, Lummis, Whitehouse, Rubio and Hagerty Introduce Bipartisan Legislation to Protect American

s’ Private Data from Hostile Foreign Governments” (https://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-lummis-whitehouse-rub

io-and-hagerty-introduce-bipartisan-legislation-to-protect-americans-private-data-from-hostile-foreign-governments) （2023年 1月 28

日確認） 
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1. ECRA 

ECRAにおいて、エマージング技術及び基盤的技術は、米国の国家安全保障上重要な技術と規定され

るのみで、明確な定義が存在しな 。エマージング技術及び基盤的技術の意義を明確化する規則が施

行される予定であるものの、現時点でこれに関する規制（案）は公表されていない。但し、既に37品

目のエマージング技術がECRAに基づく規制の対象となっており、また、産業安全保障局（BIS）は、

基盤的技術の規制案を発表し、パブリックコメントを募集した350。 

また、BISは、2020年10月5日、ワッセナー・ア ンジメント（Wassenaar Arrangement）の2019年12月

本会議において合意されたエマージング技術につき、その輸出管理を履行するため、EAR及び規制品

目リスト（Commerce Control List）を改定する最終規則を施行した351。 

また、2022年10月7日、BISは、中国に対する輸出に関して、①一定の半導体製造装置、並びに②一

定の先端コンピューティングチップ及びこれを組み込んだコンピューター並びにこれらに関連する技

術及びソフトウェアを規制品目リストに追加し、①を同日に、②を同年同月21日に施行した352。さら

に、2022年10月7日、BISは、反テロリズムを根拠とする輸出規制に関して、より低いレベルのコンピ

ューティング集積回路及びこれを組み込んだコンピューター並びにこれらに関連する技術及びソフト

ウェアを規制品目リストに追加し、同年同月21日に施行した353。 

 

2. EAR 

(1) 直接製品規制 

BISは、2020年5月15日及び2020年8月17日にEARを改正した354。これらの改正により、Huawei及び

その関連企業にのみ適用される特殊な輸出制限が追加された。 

2020年5月15日の改正により、①一定の米国原産の技術又はソフトウェアを用いて米国外で製造さ

れた直接製品が、②Huawei又はその関連企業によって製造又は設計されている場合、Huawei等に輸

出、再輸出又は国内移転するときは、（当該事実を知り又は知りうるときは）事前にBISの許可が必

要となった。 

さらに、2020年8月17日の改正により、①一定の米国原産の技術若しくはソフトウェアを用いて米

国外で製造された直接製品又はそのような直接製品である米国外の工場、施設、設備等により生産

 
350 DOC “Fiscal Year 2022 President’s Budget Submission”（https://www.commerce.gov/sites/default/files/2021-06/fy2022 bis congr

essional budget justification.pdf） 
351 DOC “Implementation of Certain New Controls on Emerging Technologies Agreed at Wassenaar Arrangement 2019 Plenary”（http

s://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2020/2632-85-fr-62583/file） 
352 BIS “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’

s Republic of China (PRC)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-p

ress-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file）及び DOC “Implementation of Additional Exp

ort Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entit

y List Modification”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-13/pdf/2022-21658.pdf） 
353 BIS “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’

s Republic of China (PRC)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-p

ress-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file）及び DOC “Implementation of Additional Exp

ort Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entit

y List Modification”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-13/pdf/2022-21658.pdf） 
354 DOC “Commerce Addresses Huawei’s Efforts to Undermine Entity List, Restricts Products Designed and Produced with U.S. Techn

ologies”（https://2017-2021.commerce.gov/news/press-releases/2020/05/commerce-addresses-huaweis-efforts-undermine-entity-list-res

tricts html）及び DOC ”Commerce Department Further Restricts Huawei Access to U.S. Technology and Adds Another 38 Affiliates to

 the Entity List”（ https://2017-2021.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/commerce-department-further-restricts-huawei-access

-us-technology-and html）（2023年 1月 23日確認） 

（３）再輸出管理制度につき、2021 年版不公正貿易報告書 P100-P.102 記載の状況について、最新情

報を調査ください。また、輸出管理改革法（ECRA）（2019 年国防権限法）、輸出管理規則

（EAR）、エンティティ・リスト、輸出管理に関する運用・個別措置について、最新情報を調査くだ

さい。 
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された製品が、②Huawei又はその関連企業が、(i)生産、購入若しくは注文する部品又は装置の開発

若しくは製造に使用される場合、又は(ii)購入者、中間荷受人、最終荷受人、若しくはエンドユーザ

ー等となる場合、Huawei等に輸出、再輸出又は国内移転するときは、事前にBISの許可が必要となっ

た。なお、Huawei等への輸出について、BISに許可申請した場合、BISは原則として許可しない方針

で審査すると述べている355。2021年10月21日、下院は、Huawei及びSemiconductor Manufacturing 

International Corporation（SMIC） に対する輸出許可データを公表した356。当該データによれば、2020

年11月9日から2021年4月20日までの期間に、Huawei向けについては合計約614億ドル、113件の輸出

許可が、また、SMIC向けについては合計約419億ドル、188件の輸出許可が与えられている。商務省

は、Huawei向けの輸出許可については、2019年6月のG20サミット後に公表されたトランプ政権の方

針に基づいていると説明しており、また、SMIC向けの輸出許可については、2020年12月18日に発効

した輸出許可方針に基づいていると説明している。また、Huawei向けの輸出許可のうち直接製品規

制に基づくものは、5G 未満の通信関連品目に限ってケース・バイ・ケースで判断するという基準を

示している。 

また、2022年10月7日、BISは、上述したHuawei向け直接製品規制に加え、以下の3類型の直接製品

規制を新設し、同年同月21日に施行した357。 

第1に、上述した2020年8月17日の改正によるHuawei向け直接製品規制と同様の規制を、先端コン

ピューティング又はスーパーコンピューターに関連する28の中国企業等にも導入した。規制対象と

なる28の中国企業等は、エンティティ・リスト358掲載者のうち脚注4が付された者である。 

第2に、①一定の米国原産の技術又はソフトウェアを用いて米国外で製造された直接製品が、②一

定の先端コンピューティングに関連する製品であって、③中国向けであること若しくはEAR99に該

当しない中国向けコンピューター、部品等に組み込まれること、又はマスク、半導体のウェハー若

しくは半導体のダイ（die）のために中国に本店を置く企業によって開発された技術であることを認

識し又は認識しうるとき、当該直接製品の輸出、再輸出及び同一国内移転を許可制とした。 

第3に、①一定の米国原産の技術又はソフトウェアを用いて米国外で製造された直接製品が、②(i)

中国向けのスーパーコンピューターの開発、製造若しくは修理等の用に供されること又は(ii)中国向

けのスーパーコンピューターの部品等に組み込まれ若しくは部品等の開発若しくは製造の用に供さ

れることを認識し又は認識しうるとき、当該直接製品の輸出、再輸出及び同一国内移転を許可制と

した。 

 

(2) 軍事エンドユース及び軍事エンドユーザー規制の拡大 

BISは、2020年4月28日、軍事エンドユース及び軍事エンドユーザー規制を拡大する改正EARを発

表し、同年6月29日に施行した359。主な変更点は、以下の5つである。 

 
355 DOC “Huawei Entity List Frequently Asked Questions (FAQs)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/pdfs/2447-huawei-

entity-listing-faqs/file）（2023年 1月 23日確認） 
356 U.S. House of Representatives “Export Control Licensing Decisions for Huawei (November 9, 2020-April 20, 2021)”（https://docs h

ouse.gov/meetings/FA/FA00/20211021/114149/HMKP-117-FA00-20211021-SD001.pdf）及び U.S. House of Representatives “Export

 Control Licensing Decisions for SMIC (November 9, 2020-April 20, 2021)”（https://docs house.gov/meetings/FA/FA00/20211021/114

149/HMKP-117-FA00-20211021-SD002.pdf） 
357 BIS “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’

s Republic of China (PRC)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-p

ress-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file）及び DOC “Implementation of Additional Exp

ort Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entit

y List Modification”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-13/pdf/2022-21658.pdf） 
358 BIS “Supplement No. 4 to Part 744 - ENTITY LIST”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2326-supple

ment-no-4-to-part-744-entity-list-4/file）（2023年 1月 23日確認） 
359 DOC “Expansion of Export, Reexport, and Transfer (in-Country) Controls for Military End Use or Military End Users in the People’s

 Republic of China, Russia, or Venezuela”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/federal-register-notices/fed

eral-register-2020/2545-85-fr-23459/file）及び DOC “Expansion of Export, Reexport, and Transfer (In-Country) Controls for Military 

End Use or Military End Users in the People’s Republic of China, Russia, or Venezuela; Correction”（https://www.bis.doc.gov/index.p

hp/documents/regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2020/2556-85-fr-34306/file） 
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第1に、軍事エンドユーザー規制の対象として、従前のロシア及びベネズエラに加え、中国が追加

された。その結果、中国に対する輸出、再輸出及び国内移転については、その時点で、中国の軍事

エンドユーザー（陸海空軍、沿岸警備隊、警察、政府諜報機関、及び偵察組織などが含まれる。）

が最終需要者であることを知り又は知りうる場合は、たとえ民生用途であっても、BISの許可が必要

となった。 

第2に、軍事エンドユース規制における「エンドユース」（最終用途）について、従来は、直接用

途（兵器その他の防衛物資の部品等）及び間接用途（兵器の設計、開発、試験、修理及び保守）と

いう区分が存在したが、より広い範囲を含めるため、防衛物資の稼働、設置、保守、修理、オーバ

ーホール及び分解修理のいずれかを用途とすれば足りることとなった。 

第3に、中国、ロシア及びベネズエラに対する輸出、再輸出及び国内移転が軍事エンドユース規制

又は軍事エンドユーザー規制に該当する場合、原則として輸出許可申請は拒絶されることとなった

（15CFR§744.21(e)）。 

第4に、中国、ロシア及びベネズエラに輸出される一定品目につき、地域の安定を理由とした新た

な規制が導入された。 

第5に、中国、ロシア及びベネズエラに対する輸出について、電子輸出申告書の提出を要する範囲

を拡大した。従前は貨物価額が2,500米ドル未満であれば原則として電子輸出申告書の提出が免除さ

れていたが、中国、ロシア及びベネズエラに対する輸出については、貨物価額にかかわらず、原則

として電子輸出申告書の提出を要することとなった。 

2021年12月9日、BISは、軍事エンドユーザーのリストを公表した360。同リストによって追加され

た軍事エンドユーザーは、全て中国又はロシアの法人である。 

 

(3) 武器禁輸国に関する許可例外の厳格化 

BISは、2020年4月28日、武器禁輸国に関する許可例外に関して改正EAR及びEAR改正案を発表し

た。具体的な変更点は、以下の2つである。 

第1に、武器禁輸国に対して、安全保障上の輸出規制対象のうち比較的機微度が低い品目を輸出、

再輸出又は国内移転する場合に、エンドユーザー及びエンドユース双方が民生のときはBISの許可を

不要とするというCIV制度を廃止した。CIV制度は、中国を含む安全保障上の懸念がある国々を対象

としていたが、BISは、この改正の理由として、これらの国々において民生技術開発及び軍事技術開

発の統合が進んでいる点を指摘している。この改正は、2020年6月29日に施行された361。 

第2に、APR制度から、中国を含む安全保障上の懸念がある国々を除外するという改正案を発表し

た。APR制度の下では、安全保障上の懸念が最も小さいグループに属する国から第三国に対して、安

全保障上の輸出規制対象のうち一定の品目を再輸出又は同一国内移転する場合で、当該再輸出元の

国の許可方針に従って、輸出先の国への再輸出又は同一国内移転が認められるときには、BISの許可

を不要とするものである。BISは、この改正案の理由として、輸出元の安全保障及び外交政策が米国

と同様とは限らない点を指摘している。この改正案は、2020年6月29日までパブリックコメントの対

象とされたが、現時点で施行されていない362。 

 

(4) 半導体製造関連及びスーパーコンピューター関連エンドユース規制の新設 

2022年10月7日、BISは、上述した軍事エンドユース規制とは別に、半導体製造関連に特化したエ

ンドユース規制及びスーパーコンピューター関連に特化したエンドユース規制を新設し、前者を同

 
360 BIS “Supplement No. 7 to part 744 – ‘Military End User’ (MEU) List”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-d

ocs/2714-supplement-no-7-to-part-744-military-end-user-meu-list/file） 
361 DOC “Elimination of License Exception Civil End Users (CIV)”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-28/pdf/2020-0

7240.pdf） 
362 DOC “Modification of License Exception Additional Permissive Reexports (APR)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/

regulations-docs/federal-register-notices/federal-register-2020/2547-85-fr-23496/file） 
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日に、後者を同年同月21日に施行した。今回新設された半導体製造関連及びスーパーコンピュータ

ー関連エンドユース規制は、以下のいずれかに該当する貨物であることを認識し又は認識しうると

き、当該貨物の輸出、再輸出及び同一国内移転を例外なく許可制とするものである363。 

① 中国向けのスーパーコンピューターの開発、製造又は修理等の用に供される集積回路、コンピ

ューター及び電子部品等 

② 一定の集積回路を製造する中国の半導体工場において、集積回路の開発又は製造に使用される

EAR対象品目全般 

③ 中国の半導体工場（一定の集積回路を製造している場合、又はそのような集積回路を製造する

ことができるか不明な場合。）において、集積回路の開発又は製造に使用される材料、ソフト

ウェア及び技術等 

④ 中国において集積回路の開発又は製造に用いられる物の開発、製造又は修理等の用に供される

材料、ソフトウェア及び技術等 

 

なお、上述の貨物の輸出、再輸出及び同一国内移転は許可制ではあるが、米国又はカントリー・

グループA:5若しくはA:6に属する国に本店を置く企業の中国拠点向けの輸出等を除き、原則として

不許可とされている。 

 

(5) BISによる公告を通じたEAR対象外品目の提供等に対する規制 

2022年10月7日、BISは、EAR改正公告を通して、US PersonによるEAR対象外品目の提供等を一定

の場合に許可制にする規制を導入し、同年同月12日に施行した。ここにいう‟US Person”とは、米国

籍又は米国永住権を有する者、米国法に基づき又は米国内において設立された法人（外国法人の米

国支店を含む。）、及び米国内に所在する法人、団体又は自然人等をいう364。当該規制は、以下の

いずれかに該当することを認識し又は認識しうるとき、当該行為を許可制とするものである365。 

① 中国向け又は中国国内におけるEAR対象外品目の出荷、移送若しくは移転又はそれらの支援若

しくは役務提供であって、当該行為が、一定の性能を有する集積回路の開発又は製造の支援と

なること 

② 中国向け又は中国国内におけるEAR対象外品目の出荷、移送若しくは移転又はそれらの支援若

しくは役務提供であって、当該行為が、一定の性能を有するか否か明らかではない集積回路の

開発又は製造の支援となること 

 

なお、上述の行為は許可制ではあるが、米国又はカントリー・グループA:5若しくはA:6に属する

国に本店を置く企業の中国拠点向けの輸出等を除き、原則として不許可とされている。 

 

3. エンティティ・リスト 

2020年8月27日、BISは、中国企業24社をEARのエンティティ・リストに追加した。BISの下部組織で

あるエンドユーザー検討委員会（End-User Review Committee）は、リストへの追加理由として、これら

 
363 BIS “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’

s Republic of China (PRC)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-p

ress-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file）及び DOC “Implementation of Additional Exp

ort Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entit

y List Modification”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-13/pdf/2022-21658.pdf） 
364 BIS “FAQs for Interim Final Rule - Implementation of Additional Export Controls: Certain Advanced Computing and Semiconducto

r Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entity List Modification”（https://www.bis.doc.gov/index.php/doc

uments/product-guidance/3181-2022-10-28-bis-faqs-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-items-rule-2/file） 
365 BIS “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’

s Republic of China (PRC)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-p

ress-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file）及び DOC “Implementation of Additional Exp

ort Controls: Certain Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items; Supercomputer and Semiconductor End Use; Entit

y List Modification”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-13/pdf/2022-21658.pdf） 
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の企業が南シナ海における人工島及び軍事拠点の建設を支援していることを挙げている366。 

また、国防総省は、2020年6月、国防権限法（NDAA1999）に基づき、中国軍に所有又は管理されて

いる中国企業20社のリストを作成して公表し、2020年8月28日に追加のリストを公表した367。当該リス

トはエンティティ・リストとは異なるものの、大統領は、当該リストに掲載された企業に対して、資

産凍結等の制裁を与える権限を有している368。なお、当該リストの記載されている企業の一部は、既

にエンティティ・リストにも掲載されている。 

バイデン政権下でも、少数民族に対する強制労働等の人権侵害に関与していること等を理由に、中

国企業がエンティティ・リストに追加されている369。2021年12月17日、BISは、新たなエンティティ・

リストを公表した370。同リストに掲載された法人の大半は中国及びロシアの法人であり、SIMC及びそ

の関連企業も含まれている。同リストに掲載された法人に対する規制対象品目の輸出許可申請は、原

則として拒絶される。また、2022年2月24日、BISは、ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁措置

として、ロシア軍に関連するエンドユーザー49社をエンティティ・リストに追加し、その後も随時ロ

シアの法人をエンティティ・リストに追加している371。 

なお、上述2.(1)のとおり、2022年10月7日、BISは、エンティティ・リスト掲載者のうち脚注4が付さ

れた者であり、先端コンピューティング又はスーパーコンピューターに関連する28の中国企業等に対

する規制を導入し、同年同月21日に施行した。 

また、2022年10月7日、BISは、31の中国企業等を未検証エンドユーザーリスト（Unverified List）に

追加し、同日施行した。未検証エンドユーザーリスト掲載者に対するEAR対象品目の輸出等は、許可

例外の適用を受けられず、輸出等の許可が不要な場合でも未検証エンドユーザーリスト掲載者から供

述書（UVL statement）を取得する必要があるといった規制が適用される。なお、未検証エンドユーザ

ーリスト掲載者の所属国政府が米国当局による調査への協力を拒否した場合、エンティティ・リスト

にも追加される可能性がある372。その後、2022年12月16日、BISは、36の中国企業等（中国企業の日本

子会社1社を含む。）をエンティティ・リストに追加する一方で、エンドユーザー・チェックにより懸

念のないことが確認された25の中国企業等を未検証エンドユーザーリストから除外しつつ、エンドユ

ーザー・チェックを完了できなかった9のロシア企業等を未検証エンドユーザーリストからエンティテ

ィ・リストに移すことを発表し、いずれも同日施行した373。 

 

4. その他 

2020年5月15日、トランプ大統領（当時）は、情報・通信技術及びサービスのサプライチェーン保全

 
366 DOC “Addition of Entities to the Entity List, and Revision of Entries on the Entity List”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

2020-08-27/pdf/2020-18909.pdf） 
367 DOD “DOD Releases List of Additional Companies, in Accordance with Section 1237 of FY99 NDAA”（https://www.defense.gov/

Newsroom/Releases/Release/Article/2328894/dod-releases-list-of-additional-companies-in-accordance-with-section-1237-of-fy/）（20

23年 1月 23日確認） 
368 国際緊急経済権限法（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）第 203条（50 U.S.C.§1702） 
369 DOC “Commerce Department Adds Five Chinese Entities to the Entity List for Participating in China’s Campaign of Forced Labor A

gainst Muslims in Xinjiang”（https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/06/commerce-department-adds-five-chinese-entitie

s-entity-list）（2023年 1月 23日確認） 
370 BIS “Supplement No. 4 to Part 744 – Entity List”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2326-supplemen

t-no-4-to-part-744-entity-list-4/file） 
371 BIS “Implementation of Sanctions Against Russia Under the Export Administration Regulations (EAR)”（https://www.govinfo.gov/

content/pkg/FR-2022-03-03/pdf/2022-04300.pdf）及び BIS ”Rules Affecting the Export Administration Regulations”（https://www.bi

s.doc.gov/index.php/federal-register-notices#fr20295）（2023年 1月 23日確認） 
372 BIS “Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People’

s Republic of China (PRC)”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3158-2022-10-07-bis-p

ress-release-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-controls-final/file）及び DOC “Revisions to the Unverified List; 

Clarifications to Activities and Criteria That May Lead to Additions to the Entity List”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022

-10-13/pdf/2022-21714.pdf） 
373 BIS “Commerce Adds 36 to Entity List for Supporting the People’s Republic of China’s Military Modernization, Violations of Huma

n Rights, and Risk of Diversion”（https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3196-2022-12-15-

bis-press-release-entity-list-additions-and-unverified-list-modifications-1/file）（2023年 2月 16日確認） 
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のための大統領令374を発令した375。これにより、外国の敵対勢力が関与する情報通信技術及びサービ

スに関する取引につき、それが米国内の情報通信技術、サービス、米国のインフラ若しくはデジタル

経済に過度のリスクをもたらす、又は米国の安全保障上容認しがたいリスクをもたらすと認定された

取引が禁止される。 

さらに、2020年8月6日、トランプ大統領（当時）は、TikTok及びWeChatに関する取引を禁止する大

統領令376を発令した377。しかし、同大統領令は、2021年6月23日、バイデン大統領により撤回された378。 

2020年9月14日、新疆ウイグル自治区で製造された一部の商品の輸入を禁止する違反商品保留命令379

が発令された380。これは、強制労働等により製造された貨物及び商品等の米国への輸入を禁止する

1930年関税法第307条381をウイグル族の人権問題に適用するものである。 

また、2022年11月25日、連邦通信委員会（FCC）は、国家安全保障に対して受け入れがたいリスクが

生じるとして、中国企業であるHuawei、ZTE、Hytera、Hikvision及びDahua並びにそれらの子会社及び

関連会社が製造する通信機器及び監視カメラの輸入及び国内販売を禁止する規則を採択したと発表し

た。FCCは、2021年11月にバイデン大統領が署名して成立した2021年安全機器法382における指令に基づ

き、かかる規則を採択することが義務づけられていた383。 

 

  

 
374 Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain (Executive Order 13873) 
375 U.S. President “Presidential Documents”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-05-17/pdf/2019-10538.pdf） 
376 Addressing the Threat Posed by TikTok, and Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to the Infor

mation and Communications Technology and Services Supply Chain (Executive Order 13942)及び Addressing the Threat Posed by We

Chat, and Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect to the Information and Communications Technolo

gy and Services Supply Chain (Executive Order 13943) 
377 U.S. President “Presidential Documents”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-11/pdf/2020-17699.pdf）及び U.S. Pr

esident “Presidential Documents”（https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-11/pdf/2020-17700.pdf） 
378 The White House “Executive Order on Protecting Americans’ Sensitive Data from Foreign Adversaries”（https://www.whitehouse.g

ov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/09/executive-order-on-protecting-americans-sensitive-data-from-foreign-adversaries/）

（2023年 1月 23日確認） 
379 Withhold Release Order, WRO 
380 U.S. Customs and Border Protection “DHS Cracks Down on Goods Produced by China’s State-Sponsored Forced Labor”（https://w

ww.cbp.gov/newsroom/national-media-release/dhs-cracks-down-goods-produced-china-s-state-sponsored-forced-labor）（2023年 1月

23日確認） 
381 19 U.S.C. 1307 
382 Secure Equipment Act of 2021 (Public Law 117-55) 
383 FCC “FCC BANS EQUIPMENT AUTHORIZATIONS FOR CHINESE TELECOMMUNICATIONS AND VIDEO SURVEILLAN

CE EQUIPMENT DEEMED TO POSE A THREAT TO NATIONAL SECURITY”（https://docs fcc.gov/public/attachments/DOC-389

524A1.pdf）及び FCC “Protecting Against National Security Threats to the Communications Supply Chain through the Equipment Aut

horization Program”（https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-22-84A1.pdf） 
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同年12月31日まで適用が延長されていた。さらに、“COMMISSION DECISION (EU) 2021/2313 of 22 

December 2021 on relief from import duties and VAT exemption on importation granted for goods needed to combat 

the effects of the COVID-19 outbreak during 2022”391に基づき、同様の措置が一部の加盟国において、引続き

適用され、2022年9月7日付け欧州員会決定392により当該措置は、同年12月31日までその適用が延長され

ている。 

また、2021年1月30日、欧州委員会は、 “Commission Implementing Regulation (EU) 2021/111 of 29 January 

2021 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation”393を採択し、

EU規則2015/479の第5条に基づき、新型コロナウィルスのワクチン並びにこれらのワクチン製造に使用す

るマスター細胞バンク及びワーキング細胞バンクを含む活性物質を輸出許可の対象とした。当該措置は、

当初6週間実施されるものとされていたが、その後、2021年3月11日394、6月29日395、及び9月29日396、欧

州委員会は、実施（改正）規則を採択し、同年12月31日まで実施されていた。2022年以降は、輸出許可

の対象とはせず、新たな監視措置で対応している397。 

 

(3) 露のウクライナ侵攻による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期

間、根拠法を含む） 

 最恵国待遇の撤回を行ったのみであって、高関税措置などの関税に係る制裁措置は取っていない。輸

入禁止や輸出禁止、金融制裁、個人に対する渡航禁止と資産凍結などの措置を取っている398。 

 

【英国】 

Brexit移行期間満了後の2021年1月1日より、英国は、EUとは異なる独自の関税体系を原則として適用し

ている。具体的には、英国の歳入関税庁（His Majesty’s Revenue and Customs）を監督当局として、2018年

租税法（クロスボーダー貿易）法（Taxation (Crossborder) Trade Act 2018））及び関連する下位規範により

設定されるUK グローバルタリフ税率が適用される。また、EUや日本を含む英国が貿易協定を締結した

国や地域との間では特恵税率が適用される399。なお、EUと北アイルランドの貿易については、EU離脱協

定及び北アイルランド議定書に基づき、グレートブリテン島とは別の関税が適用されている400。 

 

der document C(2021) 2693)”（https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/660/oj/eng）（2022年 12月 29日確認）  
391 EUR-LEX ”Commission Decision (EU) 2021/2313 of 22 December 2021 on relief from import duties and VAT exemption on imp

ortation granted for goods needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2022 (notified under document C(2021) 985

2)”（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2313）（2022年 12月 29日確認） 
392 EUR-LEX “Commission Decision (EU) 2022/1511 of 7 September 2022 on relief from import duties and VAT exemption on import

ation granted, for goods needed to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2022 (notified under document C(2022)6284)”

（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D1511）（2022年 12月 29日確認） 
393 EUR-LEX “Commission Implementing Regulation (EU) 2021/111 of 29 January 2021 making the exportation of certain products su

bject to the production of an export authorisation”（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0111）

 （2022年 12月 29日確認） 
394 EUR-LEX “Commission Implementing Regulation (EU) 2021/442 of 11 March 2021 making the exportation of certain products subj

ect to the production of an export authorisation”（https://eur-lex.europa.eu/eli/reg impl/2021/442/oj） （2022年 12月 29日確認） 
395 EUR-LEX “Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1071 of 29 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/

442 and Implementing Regulation (EU) 2021/521 related to the mechanism making certain products subject to the production of an exp

ort authorisation”（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1071） （2022年 12月 29日確認） 
396 EUR-LEX “Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1728 of 29 September 2021 amending Implementing Regulation (EU)

 2021/442 and Implementing Regulation (EU) 2021/521 related to the mechanism making certain products subject to the production of a

n export authorisation”（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1728&qid=1672321799484） （2

022年 12月 29日確認） 
397 欧州委員会 “EU replaces COVID-19 vaccines export authorisation mechanism with new monitoring tool”（https://ec.europa.eu/c

ommission/presscorner/detail/en/ip 21 6283）（2022年 12月 29日確認） 
398 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-expl

ained/ 
399 個別の輸入品についての税率については、次の英政府のウェブサイトを御参照。Gov.UK, Trade Tariff: look up commodity 

codes, duty and VAT rates “（https://www.gov.uk/trade-tariff） （2022年 12月 21日確認） 
400 北アイルランドで適用される税率については、次の英政府のウェブサイトを御参照。Gov.UK, “Northern Ireland Online Ta

riff 

Look up commodity codes, import duties, taxes and controls”（https://www.trade-tariff.service.gov.uk/xi/find commodity） （2022年
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ら発効している411。 

 

【英国】 

 Brexit の離脱移行期間終了後、EU 及び英国で製品を上市するためにはそれぞれの国において化学物質

を登録する必要があるが、EU REACHの下で登録をしていた事業者の UK REACHでの登録手続の負担を

軽減する目的で UK REACH では移行手続が設けられている。すなわち、事業者は、当初データを提出後、

一定の期限までに登録のための完全な技術的データを提供することが認められている。完全な技術デー

タを提供する期限は、化学物質のトン数と危険有害性の程度によって異なるが、離脱移行期間終了の際

の英国法の下では 2023年 10月、2025年 10月及び 2027年 10月と定められていた。もっとも、2022年 11

月、英国環境・食料・農村地域省（Department for Environment, Food and Rural Affairs、以下「Defra」）は、

2022年 7月に実施したパブリックコンサルテーションを受けて、上述の期限をそれぞれ 3年間延期するこ

とを公表している412。 

 2022年2月、Defraは、Brexit後のCLP体制を含む化学品及び農薬に関する英国での規制体制に関して、

英国政府と自治政府との役割分担を示す枠組み概要についての合意を示す文書を公表した（Chemicals and 

Pesticides Provisional Common Framework, Framework Outline Agreement and Concordat）413。同書面によれば、

スコットランドではスコットランド政府が、ウェールズではウェールズ政府が、北アイルランドでは北

アイルランド執行部が政策責任を担当することになる。 

  

 
411 EUR-LEX“amending Annexes VI to X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning 

the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)” （ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TX

T/PDF/?uri=CELEX:32022R0477）（2022年 12月 27日最終確認）  
412 Gov.UK, “Consultation outcome Summary of responses and government response”（https://www.gov.uk/government/consultations/

uk-reach-extending-submission-deadlines-for-transitional-registrations/outcome/summary-of-responses-and-government-response#next-

steps）（2022年 12月 21日確認） 
413 Gov.UK, “Chemicals and Pesticides Provisional Common Framework, Framework Outline Agreement and Concordat” 

（https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/1052055/chemicals-pesticides-provi

sional-common-framework.pdf）（2022年 12月 21日確認） 
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知的財産 

（１）スペアパーツの議論を巡っては、ドイツにおいては、修理条項を追加した改正 意匠法が 2020 年 12 

月に公布され、フランスにおいては、2020 年 10 月に「公共行動の加速化及び簡素化に関する法案」に組

み込まれる形で、自動車に関する修理条項を意匠法に追加する改正案が議会で採択されたが、法案の合

憲性審査の結果、成立には至らなかった等、EU の主要国（英国含む）において動きが見られるところ、

EU 並びに主要国（英国含む）の法制度や主要判例の動向についてご調査ください。 

1. フランスにおける意匠法改正 

フランスにおいては、2021 年 8 月 22 日に成立した「気候変動への対策及びその影響に対する回復力

強化に関する法律」（Law No. 2021-1104）422第 32条により、知的財産法に修理条項を自動車関連の一部

のスペアパーツに限定して新設するとともに、他の自動車関連のスペアパーツについては保護期間を

短縮する改正がなされた。同条 IVにより、この改正法は 2023年 1月 1日から施行されている。なお、

改正法の詳細については、昨年度の報告のとおりである。 

 

2. 欧州委員会による「EU意匠保護の近代化」に係る法案の採択 

 欧州委員会は、2022 年 11 月 28 日、「意匠に関する EU 法（規則）の見直し」423及び「意匠に関する

EU 法（指令）の見直し」424の 2 つのイニシアチブに関して、共同体意匠規則を改正する規則の法案425

及び意匠の法的保護に関する指令の法案426を採択した427。これらの法案は、欧州委員会が採択・公表

した知的財産行動計画（intellectual property action plan）で示された行動428のうちの「EU 意匠保護の近

代化」に沿ったもので、EU 全体での「修理条項」の導入を内容としている（共同体意匠規則を改正す

る規則の法案 20a条、意匠の法的保護に関する指令の法案 19条）。但し、この「修理条項」は、新たな

意匠に対してのみ法的効果を有し、既に保護が与えられている意匠については 10 年間の移行期間中、

引き続き保護されることになっている。欧州委員会は、2021 年にパブリック・コンサルテーション

（2021 年 4 月 29 日-2021 年 7 月 22 日）を実施し、同年 9月 3日付けで、そのサマリーレポートをウェ

ブページにて公表していた429。この二つの法案は、欧州議会及び EU 理事会に送付され、通常立法手続

に付される予定である。  

3. 英国における修理条項430 

 英国における修理条項に関しては、従前から、登録意匠制度に関しては修理条項が設けられており、

 
422 Legifrance“LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à s

es effets (1) ”（https://www.legifrance.gouv fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924）（2023年 1月 26日確認） 
423 欧州委員会“Intellectual property – review of EU rules on industrial design (Design Regulation)”（https://ec.europa.eu/info/law/bett

er-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Regulation- en）

（2023年 1月 26日確認） 
424 欧州委員会“Intellectual property – review of EU rules on industrial design (Design Directive)”（https://ec.europa.eu/info/law/better

-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-property-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-_en）（20

23年 1月 26日確認） 
425 欧州委員会“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 6/2002

 on Community designs and repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002”（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?

uri=CELEX%3A52022PC0666）（2023年 1月 26日確認） 
426 欧州委員会“Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal protection of designs (recast)”（htt

ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A667%3AFIN）（2023年 1月 26日確認） 
427 欧州委員会“Intellectual property: New rules will make industrial designs quicker, cheaper and more predictable”（https://ec.europ

a.eu/commission/presscorner/detail/en/ip 22 7216）（2023年 1月 26日確認） 
428 欧州委員会“An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience”（https://eur-lex.europa.eu/legal-conte

nt/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760）（2023年 1月 26日確認） 
429 欧州委員会“Public consultation”（https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Intellectual-prope

rty-review-of-EU-rules-on-industrial-design-Design-Directive-/public-consultation en）（2023年 1月 26日確認） 
430 社団法人 日本国際知的財産保護協会「各国における意匠保護の及ばない範囲の実態調査研究報告書」（https://www.jpo.g

o.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken kouhyou/h20 report 03.pdf） 
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非登録意匠制度に関しては、いわゆるMust Fit意匠431、Must Match意匠432については保護が及ばないも

のとする定めが置かれている。昨年度の報告以降、この点について特段の変更はない。 

 

  

 
431 機能的観点からその形状以外に選択の余地のない部品がこれに該当し、一般に、自動車の排気管やカップリングスリー

ブ等が挙げられる。1988 年英国著作権・意匠・特許法 第 213 条(3)(b)(i)では、「いずれかの物品がその機能を果たすことが

できるように、ある物品が他の物品に結合され又はその中、周囲若しくはこれに対して配置されることを可能にする物品

の形状又は輪郭の特徴」と定義されている。 
432 複合製品全体の外観・形状によって形状が定まるような構成部品がこれに該当し、一般に、自動車のドアパネルや外装

パネル等が挙げられる（Ford Motor Company Limited and Iveco Fiat Spa’s Design Application [1993] RPC 339 参照）。1988 年

英国著作権・意匠・特許法 第 213 条(3)(b)(ii)では、「意匠創作者が他の物品の外観の不可欠の一部をなすものと意図し、

当該他の物品の外観に依存している物品の形状又は輪郭の特徴」と定義されている。 
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基本的な体系としては、基本税率、暫定税率及び弾力関税率により構成される438。また、弾力関税

率は、ダンピング防止関税439、相殺関税440、報復関税441、緊急関税442、調整関税443、割当関税444、季

節関税445、国際協力関税446、便益関税447及び一般特恵関税448により構成される。関税の種類として

は、従価税、従量税及び混合税である。 

対日輸入適用税率には、EPA特恵税率も存在する449。 

  

 
438 関税法第 49条 
439 関税法第 51条乃至第 56条 
440 関税法第 57条乃至第 62条 
441 関税法第 63条及び第 64条 
442 関税法第 65条乃至 67条の 2 
443 関税法第 69条及び第 70条 
444 関税法第 71条 
445 関税法第 72条 
446 関税法第 73条 
447 関税法第 74条及び第 75条 
448 関税法第 76条及び第 77条 
449 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定。外務省ウェブサイト参照（https://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou htm）

（2022年 12月 1日確認） 
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措置463を同年4月30日まで延長することを公表した464。 

これらの措置は、2022年4月11日の財政部公告で同年5月1日から同年6月30日まで延長465、同年6月9日

の財政部公告により同年7月1日から同年9月30日に延長466、同年9月23日の財政部公告で同年10月1日か

ら同年12月31日まで延長467、同年12月28日の財政部公告で同年1月1日から同年3月31日までに延長され

ている468。 

 

 

 

     

 
463 財政部関務署「中華民国 110年 12月 9日財政部公告」（https://web.customs.gov.tw/singlehtml/40?cntId=1f0453dfb35740bc8

36b411769214e25） 
464 財政部関務署「中華民国 111年 2月 18日財政部公告」（https://web.customs.gov.tw/singlehtml/40?cntId=1f377a898c1e455aa

9096e6d0f94e738） 
465 財政部関務署「中華民国 111年 4月 11日財政部公告」（https://web.customs.gov.tw/singlehtml/40?cntId=c9678f6145e5407ca

02077b1a97b08d0） 
466 財政部関務署「中華民国 111年 6月 9日財政部公告」（https://web.customs.gov.tw/singlehtml/40?cntId=6ce0b223e34749b789

dd69215eca7a7f） 
467 財政部関務署「中華民国 111年 9月 23日財政部公告」（https://web.customs.gov.tw/singlehtml/40?cntId=d684d6ffd4ba40b3b

542dc96719b9893） 
468 財政部関務署「中華民国 111年 12月 28日財政部公告」（https://web.customs.gov.tw/singlehtml/40?cntId=0cada71e42f949a0

8435393e91092f9c） 
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７．豪州  

関税  

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.141, 142の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞ に記載のある

関税率や、「最近の動き」の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵攻に

よる関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）に変

更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及び実行関税

率、譲許税率を報告ください。 

 

1. 関税率 

2021年の非農産品単純平均譲許税率は 10.5％で、2020年から 0.2％低下した。非農産品について、2020

年の譲許率は96.8％で、2020年から 0.1％上昇した。一方、2021年の非農産品単純平均実行関税率は 2.6％

で、2020年から変更はない469。 

不公正貿易報告書記載の非農産品等に関する譲許税率は、アパレル製品（最高 55％を維持）、エンジン

類（最高 50％を維持）、電気機器（最高 45％を維持470）、乗用車（最高 40％を維持）となっているが、

2020年と同様、全ての品目において実行関税率は 5％以下である471。 

 

2. 最近の動き 

「最近の動き」について、ITA拡大交渉及び日豪EPAにおける変更はない472。 

2020年 5月 1日、オーストラリア国境警備隊（ABF）は、1995年関税定率法473別表 4第 57号に基づき、

COVID-19 対策に必要な物品の輸入を容易にする目的で、所定の衛生・医療品に対する関税を一時的に免

除すると発表した474。 

当該措置により、フェイスマスク、手袋、ガウン／衣類、ゴーグル、消毒剤製剤（手指消毒剤を除く）、

石鹸、COVID-19検査キット及び試薬、並びにウィルス輸送媒体等の実行関税率は最大 5％から 0%に引き

下げられた。この措置は、2020 年 2 月 1 日から 2020 年 7 月 31 日まで実施される予定だったが、2020 年

12月 31日まで延長され、さらに 2021年 6月 30日まで再延長され、2022年 6月 30日まで再々延長された
475。なお、2020年 2月 1日以降に輸入された対象品に関して支払われた関税は返金される。 

 

3. 新型コロナウィルスの影響による関税措置 

2020年5月1日、オーストラリア国境警備隊（ABF）は、1995年関税定率法476別表4第57号に基づき、

COVID-19対策に必要な物品の輸入を容易にする目的で、所定の衛生・医療品に対する関税を一時的に免

除すると発表した477。当該措置により、フェイスマスク、手袋、ガウン 衣類、ゴーグル、消毒剤製剤

（手指消毒剤を除く）、石鹸、COVID-19検査キット及び試薬、並びにウィルス輸送媒体等の実行関税率

は最大5％から0％に引き下げられた。この措置は、2020年2月1日から2020年7月31日まで実施される予定

だったが、度重なる延長を経て、2022年6月30日まで延長されたが、その後は延長されていない478。なお、

 
469 WTO “World Tariff Profiles 2021”（https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles21_e.pdf）及び WTO “World Tarif

f Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf） 
470 なお、冷蔵庫類（電気駆動式か否かを問わない。）の譲許税率は最高 47.5％を維持している。 
471 WTO “Tariff Download Facility”（http://tariffdata.wto.org/default.aspx）（2023年 1月 23日確認） 
472 DFAT “Information Technology Agreement”（https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/wto/Pages/information-technology-agree

ment）及び DFAT ”JAEPA news”（https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/jaepa/news）（2023年 1月 23日確認） 
473 Customs Tariff Act 1995 
474 ABF “Australian Customs Notice No. 2020/20”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2020-20.pdf） 
475 ABF “Australian Customs Notice No. 2020/30”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2020-30.pd

f）、ABF “Australian Customs Notice No. 2020/53”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2020-53.pd

f）及び ABF “Australian Customs Notice No. 2021/26”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2021-26.p

df） 
476 Customs Tariff Act 1995 
477 ABF “Australian Customs Notice No. 2020/20”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2020-20.pdf） 
478 ABF “Australian Customs Notice No. 2020/30”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2020-30.pdf）、

ABF “Australian Customs Notice No. 2020/53”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2020-53.pdf）及び
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2020年2月1日以降に輸入された対象品に関して支払われた関税は返金される。 

また、ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁措置として、2022年4月13日、ABFは、1901年関税法
479第273EA条に基づき、ロシアに対する最恵国待遇を撤廃し、ロシア及びベラルーシの産品に対して一律

35％の追加関税を課すと発表した480。これらの制裁措置のうち追加関税は、2022年4月25日から2022年10

月24日まで実施される予定だったが、2023年10月24日まで延長された481。一方、ウクライナに対する支

援を目的として、2022年7月11日、ABFは、1901年関税法第273EA条に基づき、ウクライナの産品に対す

る関税を一時的に免除すると発表した482。この支援措置は、2022年7月4日から12か月間実施される予定

である。 

 

     

 

ABF “Australian Customs Notice No. 2021/26”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2021-26.pdf） 
479 Customs Act 1901 
480 ABF “Australian Customs Notice No. 2022/21”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2022-21.pdf） 
481 ABF “Australian Customs Notice No. 2022/45”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2022-45.pdf） 
482 ABF “Australian Customs Notice No. 2022/32”（https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/CustomsNotices/2022-32.pdf） 
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８．カナダ  

関税  

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.144, 145の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載のある

関税率や、＜最近の動き＞の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵攻

による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む）に

変更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及び実行関

税率、譲許税率を報告ください。 

1. 関税率 

2021年の非農産品単純平均譲許税率は5.1％で、2020年から変更はない。非農産品について、2021年の

譲許率は99.7％で、2020年から変更はない。また、2021年の非農産品単純平均実行関税率は2.1％で、

2020年から変更はない483。 

不公正貿易報告書記載の非農産品等に関する譲許税率は、履物（最高20％を維持）、アパレル製品

（最高18％を維持）、鞄類（最高18％を維持）、ほうき・ブラシ類（最高15.7％を維持）、パラシュート

（最高15.7％を維持）、プレハブ建物（最高15.7％を維持）、船舶（最高15.7％を維持）、毛織物（最高

14％を維持）、鉄道関連製品（最高11.3％を維持）、刃物類（最高11.3％を維持）等がある。但し、船舶

の一部は非譲許品目で、最高実行税率は25％と2020年から変更はない484。 

 

2. 最近の動き 

2020年3月16日、カナダ国境サービス庁（CBSA）は、緊急物資免税令485第2条に基づき、同日よりさら

に通知があるまでの間、COVID-19への対応を支援する目的で、公衆衛生機関、病院、並びに第一次対応

機関（例：警察、消防、及び医療対応チームを含む地方の民間防衛グループ）等によって、又はその代

理人によって輸入される緊急物資（疫病・災害等に対応するための物資をいう。）に対する関税等を一

時的に免除した。また、2020年4月6日より、高齢者向け住宅、老人ホーム、シェルター等の公的又は民

間の介護用住宅施設によって、又はその代理人によって輸入される緊急物資についても、関税等を一時

的に免除した486。その後、CSBAは、2022年5月7日付で上述の関税免除措置を終了した487。 

また、2020年5月5日、CSBAは、特定物資免税令488第1条に基づき、COVID-19への対応を支援する目的

で、個人用防護具（PPE）を含む一定の医療用品の輸入に対する関税を一時的に免除した489。この免税措

置は、企業、流通業者、個人のカナダ人を含む、対象品の全ての輸入者が対象となる。免税対象となる

主な製品には、診断検査キット、顔と目の保護具、手袋、防護服、消毒・殺菌用品、医療機器、体温

計、ワイプ、医療用消耗品、その他の製品（石鹸等）が含まれる。上述の免税対象は、COVID-19に対応

するために重要であると世界保健機関（WHO）及び世界税関機構（WCO）が共同で特定した医療用品及

びPPEのリスト、並びにCSBAによる関連分類ガイダンスに基づく490。この免税措置は、COVID-19対策と

 
483 WTO “World Tariff Profiles 2021”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/tariff profiles21 e.pdf）及び WTO “World Tarif

f Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf） 
484 WTO “Tariff Download Facility”（http://tariffdata.wto.org/default.aspx）（2023年 1月 23日確認） 
485 Goods for Emergency Use Remission Order (C.R.C., c. 768) 
486 CBSA “Customs Notice 20-08, Imported Goods for Emergency Use in Response to COVID-19”（https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publi

cations/cn-ad/cn20-08-eng html） 
487 CSBA “Customs Notice 22-09, Expiry of Customs Notice 20-08 Imported Goods for Emergency Use in Response to COVID-19”（h

ttps://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-09-eng html） 
488 Certain Goods Remission Order (COVID-19) (SOR/2020-101) 
489 Minister of Justice “CONSOLIDATION Certain Goods Remission Order (COVID-19): SOR/2020-101”（https://laws-lois.justice.gc.

ca/PDF/SOR-2020-101.pdf）、Government of Canada “Certain Goods Remission Order (COVID-19): SOR/2020-101”（http://www.g

azette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-05-27/html/sor-dors101-eng html）、及び CBSA “Certain Goods Remission Order (COVID-19) Cust

oms Notice 20-19”（https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-19-eng html） 
490 Government of Canada “Certain Goods Remission Order (COVID-19): SOR/2020-101”（http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/20

20-05-27/html/sor-dors101-eng html） 
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して必要である限り継続する予定だったが、2022年5月7日付で終了した491。 

また、ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁措置として、CSBAは、2022年3月2日付で、関税表492

第31項(1)(b)及びこれに基づく勅令493P.C. 2022-0182, SOR / 2022-0035に基づき、ロシア及びベラルーシに

対する最恵国待遇を撤廃し、ロシア及びベラルーシの産品に対して最低35％の関税を課した494。但し、

CSBAは、2022年10月8日付で、ロシア及びベラルーシ産の一定の放射性物質に関する限度で上述の制裁

措置を撤回し、その限度で最恵国待遇を再び適用した495。これらの制裁措置の期限は定められていな

い。 

一方、ウクライナに対する支援を目的として、2022年6月9日、CSBAは、関税表第115条に基づき、ウ

クライナの産品に対する関税を一時的に免除した496。この支援措置は、2022年6月9日から1年間実施され

る予定である。 

  

 
491 Government of Canada “Certain Goods Remission Order (COVID-19): SOR/2020-101”（http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/20

20-05-27/html/sor-dors101-eng html）及び CSBA “Customs Notice 22-08, Order Repealing the Certain Goods Remission Order (COV

ID-19)”（https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-08-eng html） 
492 Customs Tariff 
493 Order in Council 
494 CSBA “Customs Notice 22-02, Order withdrawing the Most-Favoured-Nation status from Russia and Belarus”（https://www.cbsa-as

fc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-02-eng html） 
495 CSBA “Customs Notice 22-20, Withdrawal of benefit of the Most-Favoured-Nation Tariff in respect of goods that originate in Belaru

s and goods that originate in Russia”（https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-20-eng.html） 
496 CSBA “Customs Notice 22-12, Ukraine Goods Remission Order”（https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn22-12-eng htm

l） 



111   

９．ロシア  

関税 

（１）2022 年度版不公正貿易報告書 P.147,148 の「関税構造」＜措置の概要＞、＜懸念点＞に記載のある

関税率や、＜最近の動き＞の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクライナ侵攻

による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を含む） に

変更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及び実行関

税率、譲許税率を報告ください。加えて、ユーラシア関税同盟の最近の動きについて調査ください。 

 

2021年のロシアの非農産品の譲許率は100%、単純平均譲許税率は7.1%、平均実行税率は6.1%で、前年度

報告書から変更はない497。 

 高関税品目としては、いずれも譲許税率に変化がない（乗用車20%、衣料品17.5%、家具17.5%、玩具

15%、ゴム製品15%498）。 

アルメニア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギス・ロシア・ユーラシア経済連合（EAEU）の規制機

関であるユーラシア経済委員会（ユーラシア関税同盟・EEC）は、2018年には、EAEU関税コードに関す

る条約の制定、モルドバ共和国にEAEUのオブザーバー国としての地位を与え、EAEUと中国の貿易・経

済協力に関する協定の調印、EAEUとイランの自由貿易圏の創設に向けた中間協定の調印を行った。2019

年には、EAEU条約の5周年、労働者の年金給付に関する協定書の締結、EAEUとシンガポールの自由貿易

協定の締結、EAEUとセルビアの自由貿易協定の調印、EAEUと中国の貿易経済協力に関する協定の締

結、EAEUとイランの自由貿易圏の創設につながる暫定協定の発効を行った。2020年には、EECは、新型

コロナウィルス感染症対策の主要措置及び決定を採択し、ウズベキスタン共和国及びキューバ共和国に

EAEUのオブザーバーとしての地位を認めた。EAEU加盟国は、2025年までのユーラシア経済統合発展の

ための戦略的指針を承認し、イランとのFTAに関する協議を開始することに同意した499。また、2022年、

EECは、インドネシアとの自由貿易協定締結に向けた共同声明を採択し、2023年の第1四半期において交

渉の第1ラウンドを行うことが決定された500。 

ロシアにおける関税体系については、ユーラシア関税連合統一関税基本法、ロシア連邦政府決定2013

年8月30日No.754、ロシア連邦税法501等によって、規律されている。 

基本的な体系としては、輸入関税、輸出関税、季節関税、特殊関税（アンチダンピング関税、相殺関

税、特別セーフガード関税）により構成される。関税の種類としては、従価税、従量税及び混合税であ

る502。対日輸入適用税率は、MFN適用税率である503。 

  

 
497 WTO “WORLD TARIFF PROFILES 2022” 156 頁（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）

及び WTO “WORLD TARIFF PROFILES 2021” 155 頁（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/tariff profiles21 e.pdf）（202

2年 12月 25日確認） 

498 FedEx World Tariffの 8703 - Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those 

of heading 87.02), including station wagons and racing cars、61 - ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNI

TTED OR CROCHETED、62 - ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETE

D、94 - Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not else

where specified or included; illuminated signs, illuminated name- plates and the like; prefabricated buildings、95 - TOYS, GAMES AN

D SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF、40 - RUBBER AND ARTICLES THEREOFの項目を確認。

FedEx World Tariff（https://ftn fedex.com/wtonline/jsp/hsns/HSFrame.jsp?pageName=Output.jsp&putcursor=text）（2022年 12月 2

5日確認） 
499 EAEUウェブサイト（http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-history）（2022年 12月 25日確認） 
500 EECウェブサイト（https://eec.eaeunion.org/en/news/eaes-i-indoneziya-dali-start-peregovoram-po-soglasheniyu-o-svobodnoy-torg

ovle/）（2022年 12月 25日確認） 
501 WTOへのロシアの貿易円滑化協定 1.4条等に基づく通報（G/TFA/N/RUS/1）及び当該通報で引用されている各法令等、J

ETRO資料（https://www.jetro.go.jp/world/russia cis/ru/trade 03.html）（2022年 12月 25日確認） 
502 JETRO資料（https://www.jetro.go.jp/world/russia cis/ru/trade 03.html）（2022年 12月 25日確認） 
503 JETRO資料（https://www.jetro.go.jp/world/russia cis/ru/trade 03.html）（2022年 12月 25日確認） 
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１０．インド  

関税 

1.  非農産品の単純平均譲許税率は36.0％（2021年）で変更はない。非農産品の譲許率は70.1％と2021

年度からの変更はない。非農産品の単純平均実行関税率は14.9％に引き上げられた504。 

 

2.  高関税品目について、最高譲許税率は、油糧種子及び油脂が300％、飲料及びタバコが150％、並

びに、穀物及び調製品が150％のまま維持されているが、木材及び紙等は91％に引き下げられた。最

高実行税率については、果物、野菜及び植物が120％、穀物及び調製品が150％、化学薬品が100％、

繊維製品が328％、並びに、衣料品が119％に引き上げられ、飲料及びタバコが150％のまま維持され

ている505。 

 

3.  2022年度版不公正貿易報告書 P.151,152の「(1)高関税品目」＜措置の概要＞に記載の品目の関税率

としては、自動車（8703）が125％506、モーターサイクル（8711）が100％507、衣類（61及び62）が

基本的に25％508に設定されている。 

 

4.  最近の動きとして、2022年5月13日、インド政府は、小麦の輸出を禁止する通知を出した509。イン

ド政府は、当該通知の中で、当該禁止の措置は、小麦の世界的な価格上昇に対し国内の食料価格を

抑制するものであり、インドの食料安全保障を強める措置にあたると説明している。 

 

5.  日本・インド経済連携協定（Comprehensive Economic Partnership Agreement between Japan and the 

Republic of India）に伴う市場アクセスの改善の進捗について、2020年8月21日付けで、インド政府が、

日本・インド経済連携協定に関する原産地証明に係る新たなルールとして、貿易協定に基づく原産

地規則に関する関税規則（Customs (Administration of Rules of Origin under the Trade Agreements) Rules, 

2020。以下「CAROTAR2020」という。）を制定し、同年9月21日から適用する旨の通達を発出した
510。インド政府は、自由貿易協定（FTA）締結国を介した迂回輸入による特恵関税の不正利用が横行

している現状を踏まえ、2020年2月に公表した予算案の中で、関税法を改正し、原産地証明の手続を

 
504 WTO “World Tariff Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）（2023年 1月 1

日確認） 
505 WTO “World Tariff Profiles 2022”（https://www.wto.org/english/res e/booksp e/world tariff profiles22 e.pdf）（2023年 1月 1

日確認） 
506 Central Board of Indirect Taxes & Customs “Tariff (as on 31.03.2022) CHAPTER 87”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-

cbec/customs/cst2022-200422/chap-87.pdf）（2023年 1月 13日確認） 
507 Central Board of Indirect Taxes & Customs “Tariff (as on 31.03.2022) CHAPTER 87”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-c

bec/customs/cst2022-200422/chap-87.pdf）（2023年 1月 13日確認） 
508 Central Board of Indirect Taxes & Customs “Tariff (as on 31.03.2022) CHAPTER 61”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-c

bec/customs/cst2022-200422/chap-61.pdf）（2023年 1月 13日確認）及び Central Board of Indirect Taxes & Customs “Tariff (as on

 31.03.2022) CHAPTER 62”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cst2022-200422/chap-62.pdf）（2023年 1月

13日確認） 
509 Ministry of Commerce & Industry ”Notification No.06/2015-2020”（https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/9032ac12-29a8-

4a67-8e3b-bd0dc07c39a5/Noti%2006%20Eng.pdf）（2023年 1月 13日確認） 
510 Central Board of Indirect Taxes & Customs “Notification No. 81/2020 - Customs (N.T.)”（https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs

-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2020/cs-nt2020/csnt81-2020revised.pdf;jsessionid=166D0B84D997254C7169A5C9AE0AFB

FB）（2023年 1月 1日確認） 

（１）2022年度版不公正貿易報告書 P.151,152の「(1)高関税品目」＜措置の概要＞、＜ 懸念点＞」に記

載のある関税率や、＜最近の動き＞の内容（新型コロナウィルスの影響による関税措置や、露のウクラ

イナ侵攻による関税に係る制裁措置などの具体的な内容（目的、品目、関税率、実施期間、根拠法）を

含む）に変更・アップデート情報があれば報告ください。また、高関税の品目があれば、その品目名及

び実行関税率、譲許税率を報告ください。加えて、日インド包括的経済連携協定（CEPA）の発効

（2011 年 8 月 1 日） に伴う市場アクセスの改善の進捗についても教示ください。 
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強化する方針を打ち出しており、CAROTAR2020はこのような背景に基づき制定されたものである。

従前、インドの税関職員には、輸入者に対して、原産地証明書が提出された場合に追加情報を求め

る権限がなく、原産地基準を満たしていないと信ずるに値する理由がある場合にも特恵関税の適用

を否認することができなかった。そこで、CAROTAR2020により税関職員の権限が大幅に強化された。

具体的には、税関職員は、輸入者が関連情報の保管を義務付けられる5年間において、原産地証明書

に関する追加情報の開示を請求することが可能となり、また、原産地証明の内容に不備がある場合

には、特恵税率の適用を否認することが可能となった。さらに、税関職員は、輸入者が期限内に必

要情報を提供できなかった場合や、輸入品の原産性に疑いが残る場合は、特恵税率による輸入の停

止及び輸出国の当局に対して検認を要請することができることとなった511。また、CAROTAR2020の

運用を改善する目的で、間接税関税中央局は、2021年8月17日付で、税関職員は正当な理由がある場

合にのみ当該理由を具体的に示した上で検認を要請し、かつCAROTAR2020に規定されている期限内

に検認を要請すべきである旨の通達を出した512。 

 

6. 新型コロナウィルスの影響による関税措置については次の通りである。 

(1)  2021年 4月 20日から同年 10月 31日までの期間について、以下の輸入関税を一時的に免除した513。 

(i) レムデシビル原薬（API） 

(ii) 輸入者がCustoms (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017に定められた手続に従

うことを条件に、レムデシビルの製造に使用されるベータシクロデキストリン（SBEBCD） 

(iii) 注射用レムデシビル 

 

(2)  2021年 4月 24日から同年 7月 31日までの期間について、COVID-19ワクチン、酸素濃縮器、医療

用酸素、酸素ボンベ、酸素充填装置、酸素貯蔵タンク、酸素発生装置、酸素輸送用 ISO容器、極低温

シリンダー及びタンクを含む酸素ボンベ並びにベンチ ーター等の COVID-19対策商品の輸入関税を

一時的に免除した514。その後、当該措置は同年 9月 30日まで期間延長された515。 

 

(3)  2021年 4月 30日から、炎症診断（マーカー）キット（IL6、D-ダイマー、CRP（C-Reactive Protein）、

LDH（Lactate De-Hydrogenase） 、フェリチン、プロカルシトニン（PCT）、血液ガス試薬）の輸入関

税を一時的に免除した516。 

 
511 Central Board of Indirect Taxes & Customs “Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020 (CA

ROTAR, 2020) ”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/CarotarBrochure 8thOct2020.pdf）（2023年 1月 1日確

認） 
512 Central Board of Indirect Taxes & Customs “Instruction No. 18/2021-Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/cus

toms/cs-instructions/cs-instructions-2021/cs-ins-18-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
513 WTO “REPORT ON G20 TRADE MEASURES (MID-OCTOBER 2020 TO MID-MAY 2021) ”（https://www.wto.org/english/new

s e/news21 e/report trdev jun21 e.pdf）（2023年 1月 1日確認）及び Ministry of  

Finance - Department of Revenue “Notification No. 27/2021– Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-a

ct/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs27-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
514 WTO “REPORT ON G20 TRADE MEASURES (MID-OCTOBER 2020 TO MID-MAY 2021) ”（https://www.wto.org/english/new

s e/news21 e/report trdev jun21 e.pdf）（2023年 1月 1日確認）及び Ministry of  

Finance - Department of Revenue “Notification No. 28/2021– Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-a

ct/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs28-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
515 WTO“COVID-19: Measures affecting trade in goods”（https://www.wto.org/english/tratop e/covid19 e/trade related goods mea

sure e htm）（2023年 1月 1日確認）、Ministry of Finance - Department of Revenue “Notification No. 31/2021– Customs”（https:

//www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs31-2021.pdf）（2023年 1月 1日確

認）及び Ministry of Finance - Department of Revenue “Notification No. 41/2021– Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources//htd

ocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs41-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
516 WTO “REPORT ON G20 TRADE MEASURES (MID-OCTOBER 2020 TO MID-MAY 2021) ”（https://www.wto.org/english/new

s e/news21 e/report trdev jun21 e.pdf）（2023年 1月 1日確認）及び Ministry of  

Finance - Department of Revenue “Notification No. 29/2021– Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-a

ct/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs29-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
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(4)  2021 年 5 月 1 日から同年 6 月 30 日までの期間について、個人使用目的で輸入される酸素濃縮器の

物品サービス総合税（IGST）を一時的に 12％に引き下げた517。 

 

(5)  2021年 5月 3 日から同年 6月 30日までの期間について、以下の条件を満たしている場合、上述(1)

及び(2)の物品の物品サービス総合税（IGST）を一時的に免除した518。 

(i) 当該物品が州政府又は州政府によって権限を与えられた団体、救済機関若しくは法定機関に

よってCOVID対策目的で無償でインドに輸入されていること 

(ii) 当該物品がCOVID対策目的でインド国内で無償配布するために海外から受け取っていること 

(iii) 所定の手続に従っていること 

 

(6)  2021年 5月 31日から同年 8月 31日までの期間について、以下の条件を満たしている場合、上述(1)

及び(2)の物品の物品サービス総合税（IGST）を一時的に免除した519。 

(i) 輸入された当該物品が、中央政府若しくは州政府に、又は州当局の推薦する救済機関等に無

償で提供されること 

(ii) 当該物品がCOVID救済のための無償配布を意図している旨の証明書を提出することその他所

定の手続に従っていること 

 

7. 露のウクライナ侵攻による関税に係る制裁措置については、確認されなかった520。 

  

 
517 WTO “REPORT ON G20 TRADE MEASURES (MID-OCTOBER 2020 TO MID-MAY 2021) ”（https://www.wto.org/english/new

s e/news21 e/report trdev jun21 e.pdf）（2023年 1月 1日確認）及び Ministry of  

Finance - Department of Revenue “Notification No. 30/2021– Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-a

ct/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs30-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
518 WTO “REPORT ON G20 TRADE MEASURES (MID-OCTOBER 2020 TO MID-MAY 2021) ”（https://www.wto.org/english/new

s e/news21 e/report trdev jun21 e.pdf）（2023年 1月 1日確認）及び Ministry of  

Finance - Department of Revenue “Ad hoc Exemption Order No. 4/2021-Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/cu

stoms/cs-act/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/AdHoccs04-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
519 WTO“COVID-19: Measures affecting trade in goods”（https://www.wto.org/english/tratop e/covid19 e/trade related goods meas

ure_e htm）（2023年 1月 1日確認）及び Ministry of  

Finance - Department of Revenue “Notification No. 32/2021– Customs”（https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-ac

t/notifications/notfns-2021/cs-tarr2021/cs32-2021.pdf）（2023年 1月 1日確認）。なお、WTOの HP上では「No. 33/2021-Custo

ms」と記載されているが、「No. 32/2021-Customs」の誤記と思われる。 
520 Peterson Institute for International Economics“Russia's war on Ukraine: A sanctions timeline”（https://www.piie.com/blogs/realtime

-economics/russias-war-ukraine-sanctions-timeline）（2023年 1月 1日確認） 
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通知されている。結果として基本関税率は引き下げられ、税負担は変わらない。AIDC は、基本関税

と同様の取引額に基づいて計算される。自由貿易協定、事前認可制度、又は輸出指向型企業による

関税免除を利用して輸入された物品に対しては、AIDC は免除される。特定の場合を除き、AIDC に

は社会福祉課徴金が課される534。 

  

 
534 日本貿易振興機構（ジェトロ）「関税制度（インド）」（https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/trade 03 html）（2023年 1

月 1日確認） 









121   

げが公表された557。 

  

 
557 GOVERNMENT OF INDIA “BUDGET 2021-2022 SPEECH OF NIRMALA SITHARAMAN MINISTER OF FINANCE ”（https:/

/www.indiabudget.gov.in/doc/Budget Speech.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
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サービス貿易 

 

1. 個人情報保護法案（The Personal Data Protection Bill, 2019）の策定 

  インド政府設立の専門家委員会は2018年7月27日、電子情報技術省に最終報告書558と個人情報保護法

案の原案559を提出した。その後、電子情報技術省内での1年以上にわたる検討を経て、2019年12月、同

省大臣から同法案（以下「2019年法案」という。）が国会に提出された560。また、国会の審議の過程

においても、複数の修正が提案され、2021年個人情報保護法案（The Personal Data Protection Bill, 2021）

として制定されることが期待されていた。2019年法案の概要は以下のとおりである。しかし、2019年

法案は2022年8月3日に白紙撤回され、その後、（２）の質問に対する回答に記載のとおり、これに代

わるものとして2022年デジタル個人データ保護法案（The Digital Personal Data Protection Bill, 2022）が公

表された。 

 

(1) 適用主体 

EU の一般データ保護規則（GDPR）と同様に域外適用され、インド国内に所在する法人・個人のみ

ならず、インド国内に物理的な拠点を持たない企業であっても、インド国内で商品又はサービスを提

供する全ての法人及び個人による個人情報561の取扱いに適用される。 

 

(2) 罰則 

違反の種類に応じて、全世界売上高の 2～4％又は 5～15千万インドルピー（約 7,000万円～2.1億円）

の何れか高い方の罰金が予定されている562。罰則の内容に、現行法にはない「全世界売上高の 2～4％」

が加わったことから、違反時には極めて高額な罰金を支払う可能性が生じることとなった。 

 

(3) 個人情報の取扱いが認められる場合の限定 

個人情報の取扱いが認められる場合を一定の場合に限定している563。 

 

(4) データ管理者（data fiduciary）の義務 

データ管理者564が、データ主体の最善の利益に則して個人情報を取り扱うよう、一定の義務をデー

タ管理者に課している565。 

 

 
558 Ministry of Electronics & Information Technology “A Free and Fair Digital Economy Protecting Privacy, Empowering Indians” （ht

tps://meity.gov.in/writereaddata/files/Data_Protection_Committee_Report-comp.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
559 Ministry of Electronics & Information Technology “THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2018” （https://meity.gov.in/w

ritereaddata/files/Personal Data Protection Bill%2C2018 0.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
560 PRS Legislative Research “THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2019” （https://prsindia.org/billtrack/the-personal-data-

protection-bill-2019)（2023年 1月 1日確認） 
561 「個人情報」とは、自然人を識別可能な特徴又はかかる特徴の組み合わせにより、直接的又は間接的に当該自然人を識

別可能な自然人に関する情報をいう。 
562 但し、違反の内容によっては 3年以下の懲役が科される場合もある。 
563 例として、（i）個人情報の取扱いの開始時にデータ主体の同意がある場合、（ii）当局・法令又は裁判所の命令を遵守

するために必要な場合、（iii）データ主体が契約当事者となっている労働契約の履行のために必要となる場合等が定めら

れている。 
564 単独又は共同で個人情報の利用目的及び取扱いの方法を決定する個人、政府組織、会社その他の主体をいう。 
565 例として、（i）特定され、明確で、適法な目的以外で個人情報を取り扱わないこと、（ii）取扱いの目的に必要な限度

においてのみ個人情報を取得すること、（iii）取扱いの目的、取り扱う個人情報等の種類、取扱いの根拠等を、当該個人

情報等の取得時にデータ主体に明確かつわかりやすい方法により速やかに通知することなどが定められている。 

（１）インドのサービス貿易に対する措置のうち、電子商取引に係る措置（外国メディア・コンテンツ

規制、OTT規制、データ流通規制等）に関して、新たな規制の導入や既存措置への変更等があれば調

査・報告ください。（電子商取引政策案、非個人情報ガバナンス枠組み報告書等） 
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(5) センシティブ個人情報566（sensitive personal information）に関する規制 

センシティブ個人情報については、データ主体の同意を取得する際により明確な同意を取得する必

要があることや、国外移転を行うためには一定の要件を満たす必要があるなど、より厳しい規制が設

けられている。 

 

(6) データ主体の権利の明示 

GDPR と同様、データポータビリティ権や、データ削除権などの権利を明示しており、データ主体が

自らの意向で自らの個人情報をコントロールできるよう定めている。 

 

(7) データローカライゼーションに関する規制 

センシティブ個人情報については、インド国内のサーバーでその写しを保管しなければならないと

しており、さらに、政府が別途指定する重要個人情報（critical personal data）については、原則として

インド国内のサーバーでのみ処理することができるとしている。これは GDPR よりも厳しい規制とい

え、クラウドで一括してデータを管理する企業等へのインパクトは大きい。 

 

インド電子情報技術省により構成された専門家委員会は、2020 年 7 月及び 12 月に非個人データに関

する規律についての報告書（Non-Personal Data Governance Framework）を公表した。非個人データ一般

につき、域外移転規制及びローカライゼーション規制を新たに設ける旨の提案は記載されていないが、

個人データから派生した非個人データは、元の個人データの機密性（sensitivity）を受け継ぐものとさ

れている567。 

2019 年法案が法律として成立した場合、非個人データの元となるデータが、2019 年法案上の域外移

転規制（上述(5)参照）及びローカライゼーション規制（上述(7)参照）に服するセンシティブ個人情報

に該当するときには、匿名化された非個人データであっても域外移転規制やローカライゼーション規

制に服すると解される可能性が否定できない。 

 

2. 電子商取引政策案（Draft National e-Commerce Policy）の策定 

 インドにおいては、2017年以降、WTOでの電子商取引交渉の開始や、国内市場における大型買収や

政策文書を2018年にまとめた。その後政策文書の更なる精緻化を経て、2019年2月に「国家電子商取引

政策案（Draft National e-Commerce Policy）」が公表された568。現時点で確定した政策は公表されていな

いが、2020年10月の現地報道によれば2020年末までに確定した文書が公表される見込みであるとのこ

とであるが、本調査基準日においてまだ公表されていない569。 

 

3. 消費者保護（Eコマース）規則2020（Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020） 

(1) 消費者保護（Eコマース）規則2020の公表 

2020年 7月23日、インド中央政府は、消費者保護（Eコマース）規則2020（Consumer Protection (E-

Commerce) Rules, 2020。以下「EC規則」という。）を公表し、同日施行した。EC規則は、EC取引にお

ける、詐欺、不公正な取引慣行を防止し、消費者の正当な権利と利益を保護するための指針であり、

EC事業者の責任等について規定している。EC規則の概要は、以下のとおりである。 

 
566 「センシティブ個人情報」とは、個人情報に該当する情報のうち、金融情報、健康情報、公的識別番号、性生活、性的

指向、生体情報、遺伝情報、性同一性障害、インターセックス、カースト・種族、宗教・政治的信条、その他政府が別途

指定する情報をいう。 
567 Ministry of Electronics and Information Technology “Report by the Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Frame

work”（https://static mygov.in/rest/s3fs-public/mygov 160922880751553221.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
568 Department for Promotion of Industry and Internal Trade PRS Legislative Research “Draft National e-Commerce Policy” （https://di

pp.gov.in/sites/default/files/DraftNational e-commerce Policy 23February2019.pdf）（2023年 1月 1日確認） 
569 FINANCIAL EXPRESS “Govt: E-commerce policy in ‘final stages’ of drafting; retail trade policy to benefit 65m small traders”（htt

ps://www financialexpress.com/industry/sme/govt-e-commerce-policy-in-final-stages-of-drafting-retail-trade-policy-to-benefit-65m-sma

ll-traders/2115990/）（2023年 1月 1日確認） 
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① 適用対象 

EC 規則は、インド国内の消費者を対象とする全ての EC 取引に適用される。なお、EC 規則は、イ

ンド国外の事業者がインド国内の消費者に対して商品又はサービスを提供する場合にも原則的に

適用されるため、日本に所在する企業にも適用され得る点に留意されたい。 

② EC事業者の主な義務 

・EC事業者の名称・所在地・連絡先等の情報を表示すること 

・不公正な取引を行わず、又は、行わせないこと 

・適切な苦情処理手続を定め、また、苦情処理に関する責任者を選任すること 

・輸入品を提供する場合、輸入元に関する情報を表示すること 

・EC事業者による一方的な解約の場合、消費者に対してキャンセル料金を課してはならないこと 

・商品又はサービスの購入に関する消費者の明示的な同意を記録すること 

・消費者による返金の申し出があった場合、合理的な期間内に返金を行うこと 他 

③ 出品者の義務 

・不公正な取引を行わないこと 

・自らが出品した商品等について消費者であると偽って自ら評価しないこと 

・商品の到着遅延、商品の瑕疵、誤った商品の配送、広告に記載された商品の性質と実際の商品の

性質の不一致等を理由とする返品を拒否してはならないこと 

・EC事業者と書面による契約を締結すること 

・広告に記載された商品の性質と実際の商品の性質を一致させること・商品や配送方法に関して適

切な情報を ECサイト上にて表示すること 他 

 

(2) 改正の動き 

近時、EC 規則を改正しようとする動きがある。インド政府の改正案における主な変更点としては、

電子商取引事業者は産業内貿易促進局（DPITT）に登録をすることが必要となることや、コンプライア

ンス責任者等の選任が必要となることが挙げられる570。 

 

 

5. 2021年消費者保護（直接販売）規則（Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021）の施行 

2020年 7月 23日、インド中央政府は、2021年消費者保護（直接販売）規則（Consumer Protection (Direct 

Selling) Rules, 2021。以下「消費者保護規則」という。）を公表し、同日施行した。消費者保護規則は、直

接販売事業者及び直接販売者による、ねずみ講及び資金循環スキームの推進の禁止について規定してい

る571。 

  

 
570 AZB & PARTNERS ADVOCATES & SOLICITORS “Proposed Amendment to the E-Commerce Rules – Keeping E-commerce Ent

ities on a Tight Leash” （https://www.azbpartners.com/bank/proposed-amendment-to-the-e-commerce-rules-keeping-e-commerce-entiti

es-on-a-tight-leash/）（2023年 1月 1日確認） 
571 Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution（https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1785873）（2023年 1

月 1日確認） 
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2022年 11月 18日、電子情報技術省は、2022年デジタル個人データ保護法案（The Digital Personal Data 

Protection Bill, 2022。以下、「2022年法案」という。）を公表した572。2022年法案は、2022年 8月 3日に白

紙撤回となった 2019年法案に代わるものである。2022年法案の概要は以下のとおりである。 

 

(1) 適用範囲 

・ 2022 年法案は、2019 年法案に存在した、個人データ（personal data）、センシティブ個人データ

（sensitive personal data）、及び重大個人データ（critical personal data）という区分を廃止した。 

・ 2019 年法案は、個人データ以外の情報も適用対象としていたが、2022 年法案では、個人データ以外

の情報を適用対象外としている。 

・ さらに、個人データのうち、(a)自動的に処理されない個人データ、(b)オフラインの個人データ、(c)

私的に又は家庭内で利用される個人データ、及び(d)100 年以上存在している記録に含まれる個人デー

タについても、2022 年法案の適用対象外としている。また、匿名化された個人データに関する規定

は設けられていない。 

・ 域外適用に関する規定は、2019年法案と類似しており、インドのデータ主体（Data Principal）に関す

るプロファイリング又は同人への物品サービスの提供のために当該データ主体の個人データを処理

する場合には、インド国外であっても 2022年法案が適用される旨定めている。 

 

(2) 同意の取得プロセスに関する規定 

・ 2022 年法案は、個人データをデータ主体の同意により取得しようとする者は、取得しようとする個

人データ及びその取得目的を明確かつ平易な言葉で、取得しようとする個人データ毎に、データ主

体に対し個別に通知しなければない旨規定している。また、2022 年法案施行前に取得された個人デ

ータについても、可及的速やかに、上述の通知をしなければならないとしている。 

・ EU 一般データ保護規則（GDPR）と同様に、同意は個別具体的なものである必要があるなど、同意

の有効性に関する要件も規定されている。また、個人データの提供が合理的に期待される場合

（例：レストランで予約をする際に提供する名前と携帯電話番号）等、同意があったとみなされる

場合について、具体例とともに列記されている。なお、上述の通知義務の履行及び同意の取得が、

2022 年法案に基づいて有効に行われていることの立証責任は、個人データの取得者側にあるとされ

ている。 

・ 2022 年法案は、政府が、データ主体が被る不利益とデータ処理により得られる利益の比較、公共の

利益、及びデータ主体の合理的な期待の程度を考慮の上、公正かつ合理的であると判断した目的で

の個人データの取得については、下位法令・通達等に定めることで、同意があったとみなす（すな

わち、個別の同意は不要）旨規定している。この点については政府による濫用の危険性を孕むもの

であるため、留意する必要がある。 

 

(3) 重要なデータ受託者（Significant Data Fiduciary）の義務 

・ データ受託者（Data Fiduciary）に対しては、適切な技術的かつ組織的措置を講ずる義務やデータ主体

の苦情を処理するための体制を整備する義務等複数の義務が規定されている。加えて、政府が指定

する重要なデータ受託者には、追加的な義務として、独立の監査人による監査、インパクトアセス

メント、データ保護責任者（DPO）の設置義務等が課されるが、その内容は 2019 年法案の内容を概

ね維持している。 

・ 2022 年法案では、重要なデータ受託者の義務が課されるデータ処理に該当するか否かの判断基準に

 
572 Ministry of Electronics & Information Technology（https://www meity.gov.in/content/digital-personal-data-protection-bill-2022）

（2023年 1月 1日確認） 

（２） 本年8月、2019年に公表されたインドの個人情報保護法案が取り下げとなりましたが、本年中に個人情

報に留まらないより包括的な法案ドラフトのパブリックコメントが開始されるとの観測があります。法案が公

表された場合、インドにおける自由な企業活動および自由な越境データ移転に影響しうる内容（個人データ・

非個人データの越境移転規制、データの国内保存義務・国内処理義務、ガバメントアクセス条項等）や、その

他日本企業に（法令上又は事実上）不利益に働く内容（国内支店等開設義務、サー ー設置義務等）国内につ

いて、法令の最新情報、調査・報告ください。 



126   

関し、処理されるデータの量及び機微性、データ主体への危害のリスク、民主的な選挙へのリスク

等が追加される一方で、売上高（turnover）が判断基準から削除された。 

 

(4) 国外移転とデータローカライゼーション 

・ 2022 年法案にお ては、複雑なデータの国外移転に関する規定や一定の重要な個人データをインド

国内でのサーバーのみで処理すべきとするデータローカライゼーションの規定が削除された。これ

らは全て下位法令・通達等に移譲される建付けとなっているため、政府の裁量が大きく運用リスク

のある規定であるといえる。下位法令・通達等及び運用ガイドラインの早期の整備が望まれるとこ

ろである。 

 

(5) 罰則 

・ 2022 年法案においては、個人データ侵害（personal data breach）に対し、その重大性等に基づき、25

億ルピーまでの金銭的ペナルティ（financial penalty）が予定されており、違反者の売上の最大 4％を

上限額とする 2019年法案の罰則規定と異なる。 

・ 2019年法案に規定されていた禁固刑は削除され、金銭的ペナルティのみに統一されている。 
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また、税関当局による救済について、税関当局への申請により没収、輸入差止めなどの保護を受け

ることができる。かかる申請に対する決定は、法律上、申請を受領してから 30 営業日以内になされる

ことが求められているが587、実際の救済に係る平均的な所要期間は 6〜7か月程度である588。 

 

 

1. 医薬品等の特許保護 

ここで問題とされているのは、いわゆるエバーグリーニングを禁止する特許法第3条(d)と特許法の強

制実施についてであるため、これらについて記載する。 

 

(1) 特許法第 3条(d) 

昨年度の報告書からのアップデートは特にない。 

 

(2) 強制実施 

インド政府は、特に先進国との関係悪化を理由として、引き続き強制実施に消極的な姿勢を見せて

いる。 

2020年 7月 5日に、インド共産党（Communist Party of India）が、中央政府に対して、新型コロナウ

ィルスの患者への治療薬の一つであるレムデシビルの特許権について、強制実施権を発動することを

要請したとの報道もあり589、新型コロナウィルスの感染拡大以降、強制実施権の発動に関する議論が

再燃している。 

2021 年 4 月 30 日、インド最高裁判所は、中央政府に対し、レムデシビル等の医薬品について、特許

法第 92 条に基づく特許の強制実施権の発動の可否について検討するよう提案した590。また、2021 年 7

月、議会商事委員会関係部会は、中央政府に対し、新型コロナウィルス関連の医療用製品について、

特許の強制実施権を発動するよう提案した591。しかし、中央政府は現在に至るまで強制実施権を発動

していない。 

   

(3) 各種手続の期限延長の終了 

COVID-19の流行を受け、2020年 3月 23日、インド最高裁判所は、2020年 3月 15日以降に期限が到

来する法律上の各種手続については、その制限期間を延長するよう指示していた592。しかし、2021年 9

月 23日、インド最高裁判所は、期間の延長措置を終了する旨の命令を出した593。 

  

 
587 Central Board of Indirect Taxes & Costoms “Intellectual Property Rules (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007 第 4条第 1項”

（https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/ipr-enforcementrules）（2023年 1月 11日確認） 
588 別添の現地法律事務所提供資料を参照 
589 THE WEEK “Issue compulsory license to Indian manufacturers to produce generic Remdesivir CPI M to govt” (https://www.thewee

k.in/wire-updates/national/2020/07/05/del56-left-virus-remedesivir html)（2023年 1月 11日確認） 
590 SUPREME COURT OF INDIA ”Re-Distribution of Essential Supplies and Services During Pandemic Suo Motu Writ Petition (Civi

l) No.3 of 2021”（https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/11001/11001 2021 35 301 27825 Judgement 30-Apr-2021.pdf）（20

23年 1月 11日確認） 
591 DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON COMMERCE “Review of the Intellectual Prop

erty Rights Regime in India” （https://rajyasabha nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/13/141/161_2021_7_15.pd

f）（2023年 1月 11日確認） 
592 SUPREME COURT OF INDIA ”SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL)No(s).3/2020” (https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/

files/10787 2020 1 12 21570 Order 23-Mar-2020 0.pdf) （2023年 1月 11日確認） 
593 SUPREME COURT OF INDIA “Miscellaneous Application No. 665 of 2021 In SMW(C) No. 3 of 2020”（https://main.sci.gov.in/su

premecourt/2021/10651/10651 2021 31 301 30354 Judgement 23-Sep-2021.pdf）（2023年 1月 11日確認） 

（２）2022年版不公正貿易報告書 P.164の「（２）医薬品等の特許保護」について、＜ 措置の概要＞＜最近の

動き＞における内容の変更・アップデート情報があれば報告くださ 。 
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１１．ブラジル  

知的財産 

（１）2022 年版不公正貿易報告書 P166-167 の「特許・ノウハウ等のライセンス等への規制」について、

特に、ライセンス契約のブラジル産業財産権庁への登録制度の改善に向けた動きとして、2017 年 7 月に

施行された登録審査の簡素化に関する規則 70/2017 号や、同月に公表された審査ガイドライン（決議第 

199/2017 号）等のような、2017 年以降アップデートされた情報があれば報告ください。2021 年 12 月 29

日に法律第 14.286/2021 号が交付され、特許やノウハウのライセンスに関するロイヤリティの海外送金に

関する改正が行われておりますので、本改正に伴い、特に以下の２点を含め、具体的にどのようなアッ

プデートがされたのかの調査をお願いいたします。 

・法律第 4.131/1962号第 9条の修正により中央銀行への書類の提出が不要になったが、今後具体的にどの

ような手続きが必要になるのか。 

・法律第 4.131/1962号第 14条と法律第 8.383/1991号第 50条補項の削除によりロイヤリティ海外送金の可

能な範囲の制限が撤廃されたが、法律第 3.470/1958号第 74条においてロイヤリティの税額控除は 5%上限

があるため、実質的に 5%に制限されるか否か、またその点についての評価。 

  

1. 特許・ノウハウ等のライセンス等への規制 

(1) 技術移転契約のブラジル産業財産権庁（INPI）への登録制度は現在も存続している。 

但し、INPI は、2022 年 12 月 28 日、技術移転契約の登録手続を簡素化する新たな審議594を公表し、

規則第 70/2017号や決議第 199/2017号による登録手続簡素化をさらに推し進め、INPIが関係会社間の

支払額（すなわち、海外へのロイヤリティ送金額）の上限を定める権限を持たないことを強調した。

関係会社ではない会社間においては、既に上限規制が撤廃されているが、新しい規定のもとでは、

全ての会社が上限規制の対象外となる。 

2023 年 1 月 17 日時点の現地法律事務所の報告によると、当該審議については規準を定めるための修

正が予定されており、今後数週間で修正後のものが公表される見込みであるとのことである。技術

移転契約の登録手続の簡潔化については、審議において、以下の考え方が示されたため、このよう

な考え方に基づいて規則が定められることが予想される595。 

 

・署名：INPIは、従来ブラジルの公開鍵基盤（ICP-Brasil）に関する基準で認められていなかった電子

署名を、技術移転契約の署名として用いることを承認する。また、INPIは、署名当事者が契約書の

全てのページに署名する必要はないと定める。但し、代表者は、情報と文書の正確性を保証しなけ

ればならない。 

・立会人：INPIは、私法上の契約が2人の立会人により署名される必要がないという考え方を示す。 

・法人文書：INPIへの登録申請において、申請者が内規やその他の法人文書を申請書に添付すること

は不要となる。 

・ノウハウのライセンス：2022年までは、INPIは、技術は完全な移転のみが可能であり、技術のライ

センスは認められず、技術をライセンスするために定められた条件は無効であると解していた。し

かし、登録手続の簡素化に伴い、INPIはノウハウや技術をライセンスできることを認め、今後は、

ライセンス契約を登録する際に、「技術のライセンスのために定められた条件については無効とす

る」といった否認条項を定めないこととする。 

・出願中商標のロイヤリティ：INPIは、登録済み商標のみならず、出願中の商標についても、ロイヤ

リティを設定できるという考え方を示す。 

 

 
594 INPIウェブサイト「Deliberações a respeito de contratos de transferência de tecnologia」（https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-d

e-conteudo/noticias/deliberacoes-a-respeito-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia）（2023年 1月 25日確認） 
595 別添の Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados法律事務所提供資料を参照 
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(2) 法律第 14.286/2021 号（改正外国為替法）に基づき、2023 年 1 月 1 日からはブラジル中央銀行への契

約の登録が不要となったため、銀行や外国為替機関は、税金の支払いが完了した旨の証憑のみを求

めることになる。また、ロイヤリティの海外送金については、ブラジル中央銀行や同行により規制

される銀行その他の機関の定める規則に従って行われることとなる。 

ブラジル中央銀行は、2022 年 12 月 31 日に、決議第 277 号、第 278 号、第 279 号、第 280 号及び第

281 号を公表した。ロイヤリティの海外送金において要求される主な手続としては、以下のようなも

のがある。 

・支払いは、為替市場での業務が認可されている指定機関を通して行われなければならない。 

・指定機関は、外国為替業務の目的を分類するためのコードを、顧客が明確に理解できるような任意

の形式で、顧客が利用できるようにしなければならない。 

・指定機関は、それぞれの支払指示書が、支払代理人及び受取人に関する情報（たとえば、以下の情

報）が含まれることを確認しなければならない。 

①支払代理人の名称、住所、口座識別子、個人納税者登録簿（CPF）又は法人納税者登録簿（CNPJ）

の登録番号 

②受取人の名称、口座識別子、取引に関する固有の識別子 

 

さらに、①外国為替市場での業務を認可された機関（及び該当する場合は、仲介機関）の法人納税

者登録簿（CNPJ）における身元、名称、登録番号は、当該機関の顧客に通知されなければならない

ほか、②為替システムにおける外国為替取引番号、③事象発生日と、その事象が契約締結、修正、

解除に関係するものであるか、④該当する為替業務が外国通貨の売買であるかの情報、⑤外貨、⑥

外貨建て金額、⑦為替 ート、⑧ブラジルレアル建て金額、⑨必要がある場合は合計有効価額

（VET）、⑩業務の目的、といった最小限の情報も、外国為替業務の過程において要求される。 

 

なお、法律第 3.470/1958号は、税額控除との関係でのみ適用され、ロイヤリティの海外送金について

は適用されないため、ロイヤリティの海外送金については実質的にも 5％に制限されるわけではない

と考えられる596。 

 

 
596 別添の Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados法律事務所提供資料を参照 


